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議会 施政方針 

 
　　施政方針 
 
　　施政方針 
 
　　施政方針 

議　会 

五條市長 　 榎  信晴 

平
成
１８
年
第
１
回
定
例
会
が
３

月
６
日
に
開
会
さ
れ
、
榎
市
長
が

平
成
１８
年
度
の
施
政
方
針
を
発
表

し
ま
し
た
。 

  本
日
こ
こ
に
、
平
成
１８
年
度
予

算
案
を
は
じ
め
多
数
の
重
要
案
件

を
提
案
し
て
、
ご
審
議
を
お
願
い

す
る
に
あ
た
り
、
新
年
度
に
お
け

る
重
点
施
策
を
中
心
に
所
信
を
申

し
上
げ
、
議
員
各
位
並
び
に
市
民

の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜

り
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

さ
て
、
日
本
経
済
は
穏
や
か
な

が
ら
も
堅
調
な
回
復
が
続
い
て
お
り
、

よ
う
や
く
明
る
い
兆
し
が
見
え
て

き
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
地
方
自
治
体
は
、

地
方
分
権
の
進
展
や
国
の
三
位
一

体
改
革
に
伴
う
苦
し
い
財
政
事
情
、

あ
る
い
は
、
少
子
高
齢
化
問
題
等
、

依
然
と
し
て
厳
し
い
環
境
に
お
か

れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

そ
の
た
め
、
私
ど
も
は
、
合
併

に
よ
っ
て
得
た
財
政
支
援
の
あ
る

１０
か
年
を
「
新
生
五
條
市
の
ま
ち

づ
く
り
」
の
好
機
と
と
ら
え
、
昨

年
１１
月
、
徹
底
し
た
合
理
化
と
歳

入
に
見
合
っ
た
計
画
的
な
歳
出
の

削
減
を
推
進
す
べ
く
「
行
政
改
革

推
進
本
部
」
を
立
ち
上
げ
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

今
後
は
、
す
べ
て
の
事
務
事
業
を

点
検
、
か
つ
見
直
し
、
財
政
の
健

全
化
を
図
っ
て
い
く
所
存
で
あ
り

ま
す
。 

そ
の
意
味
か
ら
も
、
１８
年
度
は
、

合
併
後
、
実
質
的
な
初
年
度
と
な

る
大
切
な
年
で
あ
り
、
山
積
す
る

諸
課
題
の
解
決
に
取
り
組
む
た
め

に
も
、
「
新
市
建
設
計
画
」
の
基

礎
を
、
し
っ
か
り
と
固
め
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。 

何
と
ぞ
、
議
員
各
位
並
び
に
市

民
の
皆
様
の
更
な
る
お
力
添
え
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

  

行
政
改
革
の
推
進 

  そ
れ
で
は
、
平
成
１８
年
度
の
主

要
施
策
の
１
番
目
と
し
て
「
行
政

改
革
の
推
進
」
へ
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

１８
年
度
は
、
行
政
改
革
の
推
進

を
最
重
要
課
題
と
位
置
づ
け
、
行
政
、

議
会
の
み
な
ら
ず
、
市
民
各
位
の

意
見
を
拝
聴
し
な
が
ら
、
「
新
五

條
市
行
政
改
革
大
綱
」
お
よ
び
国

の
指
針
に
よ
る
「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」

を
策
定
し
、
限
ら
れ
た
財
源
、
人

材
等
の
資
源
を
活
用
し
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
行
政
経
営
的
な
視
点
を

取
り
入
れ
、
質
素
で
効
率
的
な
行

政
運
営
の
新
た
な
シ
ス
テ
ム
の
確

立
に
向
け
、
主
体
的
に
改
革
を
進

め
て
い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
２１
世
紀
の
新
生
五
條
市

の
将
来
像
を
見
据
え
た
、
計
画
的

な
ま
ち
づ
く
り
の
指
針
と
な
る
「
総

合
計
画
」
に
つ
い
て
は
、
目
標
年

次
を
平
成
２０
年
か
ら
の
１０
年
間
と
し
、

「
新
市
建
設
計
画
」
と
の
整
合
性

を
図
り
な
が
ら
、
１８
年
度
か
ら
２

か
年
計
画
で
、
市
民
の
だ
れ
も
が
、

「
こ
こ
に
住
ん
で
良
か
っ
た
」
と

実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン

で
あ
る
「
夢
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し

て
い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

  

新
庁
舎
の
建
設 

  次
に
、
２
番
目
と
し
て
「
新
庁

舎
の
建
設
」
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。 

ご
承
知
の
と
お
り
、
現
庁
舎
は
、

建
設
か
ら
約
４５
年
近
く
が
経
過
し

た
中
で
、
機
能
性
や
行
政
サ
ー
ビ

ス
へ
の
対
応
性
、
あ
る
い
は
、
耐

震
性
へ
の
深
刻
な
懸
念
等
の
課
題

に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
事
も
あ
り
、

ま
さ
に
、
庁
舎
は
、
市
政
運
営
の

長
期
的
ビ
ジ
ョ
ン
か
ら
見
れ
ば
、

市
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
・
高
度
化
、

地
方
分
権
の
推
進
な
ど
、
行
政
需

要
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る

施
設
で
あ
る
と
と
も
に
、
震
災
時

に
お
け
る
市
民
の
安
全
を
確
保
す

る
防
災
拠
点
と
し
て
の
役
割
も
期

待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
１８
年
度
は
、

建
設
時
期
、
建
設
候
補
地
の
選
定
、

規
模
等
を
慎
重
に
調
査
、
検
討
を

行
い
、
庁
舎
建
設
に
む
け
て
取
り

組
ん
で
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

  

交
通
政
策 

  次
に
、
３
番
目
と
し
て
「
交
通

政
策
」
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
。 

昨
年
１０
月
、
奈
良
交
通
株
式
会

社
か
ら
、
本
市
に
関
係
す
る
１５
路

線
の
う
ち
、
９
路
線
の
バ
ス
運
行

を
本
年
１０
月
１
日
か
ら
休
廃
止
す

る
旨
の
内
申
が
あ
り
、
こ
の
こ
と

を
受
け
て
、
バ
ス
路
線
の
存
続
に

つ
い
て
、
県
・
奈
良
交
通
株
式
会
社
・

関
係
市
町
村
と
協
議
を
重
ね
て
参

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
は
、
国
・

県
の
あ
ら
ゆ
る
制
度
の
活
用
や
関

係
市
町
村
と
も
協
議
を
進
め
る
と

と
も
に
、
現
有
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス

等
の
有
効
活
用
も
視
野
に
入
れ
な

が
ら
、
よ
り
良
い
方
策
を
研
究
し

て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

  

に
し
よ
し
の
荘
・
在
宅

福
祉
施
設 

  次
に
、
４
番
目
と
し
て
「
に
し

よ
し
の
荘
・
在
宅
福
祉
施
設
」
の

整
備
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
申
し

上
げ
ま
す
。 

こ
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
地
域

福
祉
の
増
進
と
観
光
資
源
を
い
か

し
た
地
域
の
活
性
化
を
図
る
と
い

う
観
点
か
ら
、
「
新
市
建
設
計
画
」

の
重
点
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
て

お
り
、
１８
年
度
に
お
き
ま
し
て
は
、

需
要
調
査
、
土
地
利
用
、
施
設
の

規
模
、
構
造
な
ど
事
業
の
基
本
的

な
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
研
究

を
行
う
と
と
も
に
、
庁
内
検
討
委

員
会
に
お
い
て
も
、
整
備
に
む
け

て
検
討
を
進
め
て
参
り
た
い
と
考

え
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

  

五
條
・
吉
野
魅
惑
体
験

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル 

  次
に
、
５
番
目
と
し
て
、
本
年

の
春
か
ら
秋
に
か
け
て
、
県
と
南

和
地
域
１２
市
町
村
が
連
携
し
、
「
五

條
・
吉
野
魅
惑
体
験
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
を
開
催
い
た
し
ま
す
が
、

本
市
も
、
こ
の
機
会
を
全
国
へ
の
「
五

條
の
魅
力
情
報
発
信
」
の
好
機
と

と
ら
え
、
柿
づ
く
り
体
験
教
室
を

始
め
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し

て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
本
年
１０
月
２２
日
に
は
、

吉
野
川
水
辺
の
楽
校
メ
イ
ン
広
場

に
お
い
て
、
約
５
千
人
規
模
の
集

客
を
見
込
ん
だ
大
型
イ
ベ
ン
ト
も

予
定
し
て
お
り
、
全
国
に
向
け
、

地
場
産
業
や
観
光
等
の
Ｐ
Ｒ
と
事

業
促
進
に
つ
な
げ
て
参
り
た
い
と

考
え
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

  

ま
ち
の
活
性
化 

  次
に
、
６
番
目
と
し
て
「
ま
ち

の
活
性
化
」
を
図
る
施
策
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
ず
、
「
道
路
整
備
事
業
」
に

つ
き
ま
し
て
は
、
京
奈
和
自
動
車

道
五
條
道
路
は
、
地
元
地
権
者
等

の
協
力
の
も
と
、
国
・
県
と
一
体

と
な
り
事
業
展
開
し
て
参
り
ま
し

た
が
、
今
春
に
い
よ
い
よ
供
用
開

始
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

開
通
に
伴
い
交
通
量
が
分
散
さ
れ
、

国
道
２４
号
の
渋
滞
緩
和
や
新
た
な

観
光
客
誘
致
等
を
含
む
地
域
の
産
業
、

経
済
、
文
化
の
活
性
化
に
大
き
く

貢
献
す
る
と
と
も
に
、
将
来
的
に

は
近
畿
の
環
状
道
路
と
し
て
の
機

能
を
果
た
す
大
変
重
要
な
道
路
に

な
る
こ
と
を
確
信
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
開
通
に
先
立
ち
、
今
月

２１
日
、
五
條
イ
ン
タ
ー
を
中
心
に
、

五
條
道
路
と
直
接
ふ
れ
あ
い
、
親

し
み
を
感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
を

目
的
と
し
た
、
「
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
」

お
よ
び
「
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。 

次
に
、
国
道
２４
号
の
拡
幅
整
備

の
進
ち
ょ
く
状
況
に
つ
き
ま
し
て
は
、

関
係
地
権
者
等
の
説
明
会
や
家
屋

補
償
調
査
等
を
１７
年
度
内
に
終
え
、

１８
年
度
か
ら
は
、
国
土
交
通
省
と

連
携
し
用
地
交
渉
に
入
る
予
定
で

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
全
線
１，
３
５

０
メ
ー
ト
ル
の
整
備
に
つ
き
ま
し

て
も
、
引
き
続
き
陳
情
活
動
等
に

鋭
意
取
り
組
ん
で
参
る
所
存
で
あ

り
ま
す
。 

一
方
、
市
の
幹
線
道
路
の
う
ち
、

市
道
五
條
北
部
幹
線
は
、
京
奈
和

自
動
車
道
五
條
道
路
の
供
用
開
始

に
あ
わ
せ
て
開
通
さ
せ
る
た
め
、

鋭
意
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
市
道
五
條
荒
坂
線
の
拡

幅
整
備
に
つ
き
ま
し
て
も
、
１８
年

度
内
の
完
成
を
目
指
し
取
り
組
ん

で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
「
Ｊ
Ｒ
五
條
駅
の
整
備
」

に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
市
の
玄
関

口
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
駅
と
な
る

よ
う
、
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会

社
（
Ｊ
Ｒ
西
日
本
）
と
協
議
を
重

ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
駅
前

広
場
南
側
や
自
由
通
路
等
の
整
備

に
つ
い
て
、
１８
年
度
も
さ
ら
に
、

県
並
び
に
関
係
機
関
と
協
議
を
進

め
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
新
町
地
区
の
「
街
な
み

環
境
整
備
事
業
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、

市
道
新
町
線
の
道
路
美
装
化
、
寿

命
川
の
橋
り
ょ
う
欄
干
の
美
装
化

お
よ
び
下
排
水
施
設
整
備
、
電
柱

の
移
設
や
カ
ラ
ー
化
等
を
実
施
し
、

修
景
施
設
整
備
補
助
事
業
に
つ
き

ま
し
て
も
、
１７
年
度
で
は
す
で
に

８
件
の
補
助
に
よ
る
整
備
を
実
施
し
、

年
度
内
完
成
の
予
定
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。 

 

今
後
は
、
通
路
美
装
化
や
街
な

み
の
案
内
看
板
設
置
等
の
整
備
を

行
い
つ
つ
、
さ
ら
に
新
町
の
保
存

対
策
と
活
性
化
の
機
能
充
実
に
取

り
組
む
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
「
公
園
整
備
事
業
」
の

う
ち
、
五
條
中
央
公
園
は
、
公
園

予
定
地
の
中
央
を
貫
通
し
て
い
た

市
道
五
條
吉
野
線
の
付
け
替
え
が

完
了
し
、
今
後
は
、
２０
年
度
の
完

成
を
目
指
し
、
園
路
広
場
お
よ
び

管
理
施
設
等
の
整
備
を
進
め
て
参

る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
「
（
仮
称
）
５
万
人
の

森
公
園
事
業
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、

で
き
る
だ
け
事
業
費
を
抑
え
な
が

ら
自
然
景
観
を
損
な
う
こ
と
な
く
、

市
民
に
愛
さ
れ
親
し
ん
で
い
た
だ

け
る
公
園
を
目
指
し
、
１８
年
度
に

お
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
コ
ア
ゾ
ー

ン
お
よ
び
わ
く
わ
く
に
ぎ
わ
い
ゾ

ー
ン
等
の
工
事
を
施
工
す
る
予
定

で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
「
上
野
緑
地
公
園
の
整
備
」

に
つ
き
ま
し
て
は
、
京
奈
和
自
動

車
道
五
條
道
路
の
残
土
に
よ
る
造

成
工
事
が
完
成
し
、
１８
年
度
は
、

地
域
の
環
境
整
備
を
勘
案
し
な
が
ら
、

竹
の
根
止
め
工
等
に
着
手
す
る
予

定
で
あ
り
、
２１
年
度
の
完
成
を
目

指
し
、
多
目
的
広
場
等
の
整
備
を

進
め
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
吉
野
川
の
活
性
化
の
取

り
組
み
の
う
ち
、
「
吉
野
川
環
境

整
備
事
業
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、

現
在
、
大
川
橋
下
流
（
新
町
地
区
）

の
園
路
の
整
備
、
低
水
敷
へ
の
ス

ロ
ー
プ
工
事
お
よ
び
ト
イ
レ
等
の

施
設
整
備
に
着
手
し
て
お
り
、
早

期
完
成
を
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。 

一
方
、
吉
野
川
の
自
然
と
環
境
を 
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議会 施政方針 

 
　　施政方針 
 
　　施政方針 
 
　　施政方針 

議　会 

五條市長 　 榎  信晴 

平
成
１８
年
第
１
回
定
例
会
が
３

月
６
日
に
開
会
さ
れ
、
榎
市
長
が

平
成
１８
年
度
の
施
政
方
針
を
発
表

し
ま
し
た
。 

  本
日
こ
こ
に
、
平
成
１８
年
度
予

算
案
を
は
じ
め
多
数
の
重
要
案
件

を
提
案
し
て
、
ご
審
議
を
お
願
い

す
る
に
あ
た
り
、
新
年
度
に
お
け

る
重
点
施
策
を
中
心
に
所
信
を
申

し
上
げ
、
議
員
各
位
並
び
に
市
民

の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜

り
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

さ
て
、
日
本
経
済
は
穏
や
か
な

が
ら
も
堅
調
な
回
復
が
続
い
て
お
り
、

よ
う
や
く
明
る
い
兆
し
が
見
え
て

き
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
地
方
自
治
体
は
、

地
方
分
権
の
進
展
や
国
の
三
位
一

体
改
革
に
伴
う
苦
し
い
財
政
事
情
、

あ
る
い
は
、
少
子
高
齢
化
問
題
等
、

依
然
と
し
て
厳
し
い
環
境
に
お
か

れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

そ
の
た
め
、
私
ど
も
は
、
合
併

に
よ
っ
て
得
た
財
政
支
援
の
あ
る

１０
か
年
を
「
新
生
五
條
市
の
ま
ち

づ
く
り
」
の
好
機
と
と
ら
え
、
昨

年
１１
月
、
徹
底
し
た
合
理
化
と
歳

入
に
見
合
っ
た
計
画
的
な
歳
出
の

削
減
を
推
進
す
べ
く
「
行
政
改
革

推
進
本
部
」
を
立
ち
上
げ
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

今
後
は
、
す
べ
て
の
事
務
事
業
を

点
検
、
か
つ
見
直
し
、
財
政
の
健

全
化
を
図
っ
て
い
く
所
存
で
あ
り

ま
す
。 

そ
の
意
味
か
ら
も
、
１８
年
度
は
、

合
併
後
、
実
質
的
な
初
年
度
と
な

る
大
切
な
年
で
あ
り
、
山
積
す
る

諸
課
題
の
解
決
に
取
り
組
む
た
め

に
も
、
「
新
市
建
設
計
画
」
の
基

礎
を
、
し
っ
か
り
と
固
め
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。 

何
と
ぞ
、
議
員
各
位
並
び
に
市

民
の
皆
様
の
更
な
る
お
力
添
え
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

  

行
政
改
革
の
推
進 

  そ
れ
で
は
、
平
成
１８
年
度
の
主

要
施
策
の
１
番
目
と
し
て
「
行
政

改
革
の
推
進
」
へ
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

１８
年
度
は
、
行
政
改
革
の
推
進

を
最
重
要
課
題
と
位
置
づ
け
、
行
政
、

議
会
の
み
な
ら
ず
、
市
民
各
位
の

意
見
を
拝
聴
し
な
が
ら
、
「
新
五

條
市
行
政
改
革
大
綱
」
お
よ
び
国

の
指
針
に
よ
る
「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」

を
策
定
し
、
限
ら
れ
た
財
源
、
人

材
等
の
資
源
を
活
用
し
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
行
政
経
営
的
な
視
点
を

取
り
入
れ
、
質
素
で
効
率
的
な
行

政
運
営
の
新
た
な
シ
ス
テ
ム
の
確

立
に
向
け
、
主
体
的
に
改
革
を
進

め
て
い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
２１
世
紀
の
新
生
五
條
市

の
将
来
像
を
見
据
え
た
、
計
画
的

な
ま
ち
づ
く
り
の
指
針
と
な
る
「
総

合
計
画
」
に
つ
い
て
は
、
目
標
年

次
を
平
成
２０
年
か
ら
の
１０
年
間
と
し
、

「
新
市
建
設
計
画
」
と
の
整
合
性

を
図
り
な
が
ら
、
１８
年
度
か
ら
２

か
年
計
画
で
、
市
民
の
だ
れ
も
が
、

「
こ
こ
に
住
ん
で
良
か
っ
た
」
と

実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン

で
あ
る
「
夢
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し

て
い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

  

新
庁
舎
の
建
設 

  次
に
、
２
番
目
と
し
て
「
新
庁

舎
の
建
設
」
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。 

ご
承
知
の
と
お
り
、
現
庁
舎
は
、

建
設
か
ら
約
４５
年
近
く
が
経
過
し

た
中
で
、
機
能
性
や
行
政
サ
ー
ビ

ス
へ
の
対
応
性
、
あ
る
い
は
、
耐

震
性
へ
の
深
刻
な
懸
念
等
の
課
題

に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
事
も
あ
り
、

ま
さ
に
、
庁
舎
は
、
市
政
運
営
の

長
期
的
ビ
ジ
ョ
ン
か
ら
見
れ
ば
、

市
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
・
高
度
化
、

地
方
分
権
の
推
進
な
ど
、
行
政
需

要
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る

施
設
で
あ
る
と
と
も
に
、
震
災
時

に
お
け
る
市
民
の
安
全
を
確
保
す

る
防
災
拠
点
と
し
て
の
役
割
も
期

待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
１８
年
度
は
、

建
設
時
期
、
建
設
候
補
地
の
選
定
、

規
模
等
を
慎
重
に
調
査
、
検
討
を

行
い
、
庁
舎
建
設
に
む
け
て
取
り

組
ん
で
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

  

交
通
政
策 

  次
に
、
３
番
目
と
し
て
「
交
通

政
策
」
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
。 

昨
年
１０
月
、
奈
良
交
通
株
式
会

社
か
ら
、
本
市
に
関
係
す
る
１５
路

線
の
う
ち
、
９
路
線
の
バ
ス
運
行

を
本
年
１０
月
１
日
か
ら
休
廃
止
す

る
旨
の
内
申
が
あ
り
、
こ
の
こ
と

を
受
け
て
、
バ
ス
路
線
の
存
続
に

つ
い
て
、
県
・
奈
良
交
通
株
式
会
社
・

関
係
市
町
村
と
協
議
を
重
ね
て
参

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
は
、
国
・

県
の
あ
ら
ゆ
る
制
度
の
活
用
や
関

係
市
町
村
と
も
協
議
を
進
め
る
と

と
も
に
、
現
有
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス

等
の
有
効
活
用
も
視
野
に
入
れ
な

が
ら
、
よ
り
良
い
方
策
を
研
究
し

て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

  

に
し
よ
し
の
荘
・
在
宅

福
祉
施
設 

  次
に
、
４
番
目
と
し
て
「
に
し

よ
し
の
荘
・
在
宅
福
祉
施
設
」
の

整
備
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
申
し

上
げ
ま
す
。 

こ
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
地
域

福
祉
の
増
進
と
観
光
資
源
を
い
か

し
た
地
域
の
活
性
化
を
図
る
と
い

う
観
点
か
ら
、
「
新
市
建
設
計
画
」

の
重
点
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
て

お
り
、
１８
年
度
に
お
き
ま
し
て
は
、

需
要
調
査
、
土
地
利
用
、
施
設
の

規
模
、
構
造
な
ど
事
業
の
基
本
的

な
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
研
究

を
行
う
と
と
も
に
、
庁
内
検
討
委

員
会
に
お
い
て
も
、
整
備
に
む
け

て
検
討
を
進
め
て
参
り
た
い
と
考

え
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 
  

五
條
・
吉
野
魅
惑
体
験

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル 

  次
に
、
５
番
目
と
し
て
、
本
年

の
春
か
ら
秋
に
か
け
て
、
県
と
南

和
地
域
１２
市
町
村
が
連
携
し
、
「
五

條
・
吉
野
魅
惑
体
験
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
を
開
催
い
た
し
ま
す
が
、

本
市
も
、
こ
の
機
会
を
全
国
へ
の
「
五

條
の
魅
力
情
報
発
信
」
の
好
機
と

と
ら
え
、
柿
づ
く
り
体
験
教
室
を

始
め
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し

て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
本
年
１０
月
２２
日
に
は
、

吉
野
川
水
辺
の
楽
校
メ
イ
ン
広
場

に
お
い
て
、
約
５
千
人
規
模
の
集

客
を
見
込
ん
だ
大
型
イ
ベ
ン
ト
も

予
定
し
て
お
り
、
全
国
に
向
け
、

地
場
産
業
や
観
光
等
の
Ｐ
Ｒ
と
事

業
促
進
に
つ
な
げ
て
参
り
た
い
と

考
え
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

  

ま
ち
の
活
性
化 

  次
に
、
６
番
目
と
し
て
「
ま
ち

の
活
性
化
」
を
図
る
施
策
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
ず
、
「
道
路
整
備
事
業
」
に

つ
き
ま
し
て
は
、
京
奈
和
自
動
車

道
五
條
道
路
は
、
地
元
地
権
者
等

の
協
力
の
も
と
、
国
・
県
と
一
体

と
な
り
事
業
展
開
し
て
参
り
ま
し

た
が
、
今
春
に
い
よ
い
よ
供
用
開

始
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

開
通
に
伴
い
交
通
量
が
分
散
さ
れ
、

国
道
２４
号
の
渋
滞
緩
和
や
新
た
な

観
光
客
誘
致
等
を
含
む
地
域
の
産
業
、

経
済
、
文
化
の
活
性
化
に
大
き
く

貢
献
す
る
と
と
も
に
、
将
来
的
に

は
近
畿
の
環
状
道
路
と
し
て
の
機

能
を
果
た
す
大
変
重
要
な
道
路
に

な
る
こ
と
を
確
信
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
開
通
に
先
立
ち
、
今
月

２１
日
、
五
條
イ
ン
タ
ー
を
中
心
に
、

五
條
道
路
と
直
接
ふ
れ
あ
い
、
親

し
み
を
感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
を

目
的
と
し
た
、
「
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
」

お
よ
び
「
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。 

次
に
、
国
道
２４
号
の
拡
幅
整
備

の
進
ち
ょ
く
状
況
に
つ
き
ま
し
て
は
、

関
係
地
権
者
等
の
説
明
会
や
家
屋

補
償
調
査
等
を
１７
年
度
内
に
終
え
、

１８
年
度
か
ら
は
、
国
土
交
通
省
と

連
携
し
用
地
交
渉
に
入
る
予
定
で

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
全
線
１，
３
５

０
メ
ー
ト
ル
の
整
備
に
つ
き
ま
し

て
も
、
引
き
続
き
陳
情
活
動
等
に

鋭
意
取
り
組
ん
で
参
る
所
存
で
あ

り
ま
す
。 

一
方
、
市
の
幹
線
道
路
の
う
ち
、

市
道
五
條
北
部
幹
線
は
、
京
奈
和

自
動
車
道
五
條
道
路
の
供
用
開
始

に
あ
わ
せ
て
開
通
さ
せ
る
た
め
、

鋭
意
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
市
道
五
條
荒
坂
線
の
拡

幅
整
備
に
つ
き
ま
し
て
も
、
１８
年

度
内
の
完
成
を
目
指
し
取
り
組
ん

で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
「
Ｊ
Ｒ
五
條
駅
の
整
備
」

に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
市
の
玄
関

口
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
駅
と
な
る

よ
う
、
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会

社
（
Ｊ
Ｒ
西
日
本
）
と
協
議
を
重

ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
駅
前

広
場
南
側
や
自
由
通
路
等
の
整
備

に
つ
い
て
、
１８
年
度
も
さ
ら
に
、

県
並
び
に
関
係
機
関
と
協
議
を
進

め
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
新
町
地
区
の
「
街
な
み

環
境
整
備
事
業
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、

市
道
新
町
線
の
道
路
美
装
化
、
寿

命
川
の
橋
り
ょ
う
欄
干
の
美
装
化

お
よ
び
下
排
水
施
設
整
備
、
電
柱

の
移
設
や
カ
ラ
ー
化
等
を
実
施
し
、

修
景
施
設
整
備
補
助
事
業
に
つ
き

ま
し
て
も
、
１７
年
度
で
は
す
で
に

８
件
の
補
助
に
よ
る
整
備
を
実
施
し
、

年
度
内
完
成
の
予
定
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。 

 

今
後
は
、
通
路
美
装
化
や
街
な

み
の
案
内
看
板
設
置
等
の
整
備
を

行
い
つ
つ
、
さ
ら
に
新
町
の
保
存

対
策
と
活
性
化
の
機
能
充
実
に
取

り
組
む
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
「
公
園
整
備
事
業
」
の

う
ち
、
五
條
中
央
公
園
は
、
公
園

予
定
地
の
中
央
を
貫
通
し
て
い
た

市
道
五
條
吉
野
線
の
付
け
替
え
が

完
了
し
、
今
後
は
、
２０
年
度
の
完

成
を
目
指
し
、
園
路
広
場
お
よ
び

管
理
施
設
等
の
整
備
を
進
め
て
参

る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
「
（
仮
称
）
５
万
人
の

森
公
園
事
業
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、

で
き
る
だ
け
事
業
費
を
抑
え
な
が

ら
自
然
景
観
を
損
な
う
こ
と
な
く
、

市
民
に
愛
さ
れ
親
し
ん
で
い
た
だ

け
る
公
園
を
目
指
し
、
１８
年
度
に

お
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
コ
ア
ゾ
ー

ン
お
よ
び
わ
く
わ
く
に
ぎ
わ
い
ゾ

ー
ン
等
の
工
事
を
施
工
す
る
予
定

で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
「
上
野
緑
地
公
園
の
整
備
」

に
つ
き
ま
し
て
は
、
京
奈
和
自
動

車
道
五
條
道
路
の
残
土
に
よ
る
造

成
工
事
が
完
成
し
、
１８
年
度
は
、

地
域
の
環
境
整
備
を
勘
案
し
な
が
ら
、

竹
の
根
止
め
工
等
に
着
手
す
る
予

定
で
あ
り
、
２１
年
度
の
完
成
を
目

指
し
、
多
目
的
広
場
等
の
整
備
を

進
め
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
吉
野
川
の
活
性
化
の
取

り
組
み
の
う
ち
、
「
吉
野
川
環
境

整
備
事
業
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、

現
在
、
大
川
橋
下
流
（
新
町
地
区
）

の
園
路
の
整
備
、
低
水
敷
へ
の
ス

ロ
ー
プ
工
事
お
よ
び
ト
イ
レ
等
の

施
設
整
備
に
着
手
し
て
お
り
、
早

期
完
成
を
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。 

一
方
、
吉
野
川
の
自
然
と
環
境
を 
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保
全
し
憩
い
の
場
、
ふ
れ
あ
い
の

機
会
を
創
出
す
る
た
め
、
１８
年
度

も
「
川
開
き
フ
ェ
ス
タ
」
や
「
水

辺
の
楽
校
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
等

を
開
催
し
、
吉
野
川
の
清
流
の
復

活
と
地
域
の
活
性
化
を
目
指
す
と

と
も
に
、
さ
ら
に
吉
野
川
の
水
質

保
全
、
水
量
の
増
加
等
に
つ
い
て

関
係
機
関
と
調
整
を
重
ね
て
参
り

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
「
地
籍
調
査
事
業
」
で

あ
り
ま
す
が
、
現
在
調
査
を
進
め

て
お
り
ま
す
５
地
区
に
加
え
、
１８

年
度
か
ら
新
た
に
西
吉
野
町
宗
川

野
の
一
部
地
域
お
よ
び
西
阿
田
町

の
一
部
地
域
を
調
査
す
る
予
定
で

あ
り
ま
す
。 

   

 

生
活
環
境
の
整
備 

  次
に
、
７
番
目
と
し
て
「
生
活

環
境
の
整
備
」
に
関
す
る
取
り
組

み
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
ず
、
「
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
」

に
つ
き
ま
し
て
は
、
昨
年
８
月
、

庁
内
に
「
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
連
絡

調
整
会
議
」
を
設
置
し
、
公
共
施

設
７
８
５
施
設
の
実
態
調
査
を
行
い
、

そ
の
対
策
を
協
議
し
て
参
り
ま
し
た
。 

こ
の
中
で
、
目
視
で
は
判
別
で

き
な
い
施
設
が
７
施
設
あ
り
、
そ

の
成
分
分
析
を
専
門
業
者
に
委
託

し
た
と
こ
ろ
、
１
施
設
（
五
條
中

学
校
）
の
み
、
ア
ス
ベ
ス
ト
が
検

出
さ
れ
ま
し
た
。
　 

し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
き
ま

し
て
も
、
封
じ
込
め
に
近
い
状
態

で
安
定
し
て
お
り
、
空
気
中
の
ア

ス
ベ
ス
ト
繊
維
の
浮
遊
検
査
の
結
果
、

飛
散
性
は
な
く
、
安
全
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
よ
り

安
全
、
安
心
な
環
境
保
全
に
期
す

る
観
点
か
ら
、
１８
年
度
の
夏
休
み

期
間
中
に
除
去
処
理
を
し
て
参
る

所
存
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
「
下
水
道
事
業
」
の
取

り
組
み
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
市

の
公
共
下
水
道
の
普
及
率
は
、
１７

年
度
末
で
は
５１
％
を
超
え
る
見
込

み
で
あ
り
ま
す
が
、
県
下
の
平
均

で
あ
る
６６
％
よ
り
低
い
状
況
で
あ

る
た
め
、
市
民
の
生
活
環
境
並
び

に
公
共
水
域
の
保
全
お
よ
び
環
境

保
護
の
向
上
を
目
指
し
、
よ
り
一

層
の
整
備
区
域
の
拡
大
を
図
っ
て

い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
懸
案
の
野
原
地
区
で
の

下
水
道
の
整
備
に
つ
き
ま
し
て
は
、

県
流
域
下
水
道
事
業
計
画
に
よ
り

ま
し
て
、
１６
年
度
に
は
野
原
側
、

１７
年
度
に
は
二
見
側
用
地
の
確
保

が
完
了
し
、
す
で
に
本
管
お
よ
び

施
設
の
詳
細
設
計
委
託
も
発
注
さ

れ
て
お
り
ま
す
。 

今
後
は
、
流
域
下
水
道
野
原
幹

線
の
早
期
工
事
着
手
に
向
け
て
、

県
へ
要
請
す
る
と
と
も
に
、
本
市

の
公
共
下
水
道
に
つ
い
て
、
市
民

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
な
が
ら
、

更
な
る
下
水
道
整
備
区
域
の
拡
大

に
取
り
組
ん
で
参
る
所
存
で
あ
り

ま
す
。 

次
に
、
「
住
宅
行
政
」
の
取
り

組
み
に
つ
き
ま
し
て
は
、
市
営
上

之
島
住
宅
建
替
工
事
の
第
１
期
分

（
１２
戸
）
が
完
成
し
、
１７
年
度
内

に
は
、
全
戸
の
入
居
が
終
わ
る
予

定
で
あ
り
、
第
２
期
分
（
１２
戸
）

に
つ
き
ま
し
て
も
、
１９
年
度
に
完

成
す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。 

   

 

人
権
行
政 

  次
に
、
８
番
目
と
し
て
「
人
権

行
政
」
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
。 

人
間
と
し
て
一
番
大
切
な
「
命
」

と
「
人
権
」
を
侵
害
し
て
い
る
「
あ

ら
ゆ
る
差
別
」
を
撤
廃
す
る
た
め
、

広
く
市
民
に
啓
発
す
る
と
と
も
に
、

関
係
機
関
団
体
と
連
携
し
な
が
ら

取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。 

ま
た
、
人
権
啓
発
の
拠
点
と
し

て
の
複
合
施
設
整
備
事
業
に
つ
き

ま
し
て
は
、
現
在
分
散
し
て
い
る

五
條
文
化
会
館
、
五
條
東
児
童
館

お
よ
び
五
條
東
老
人
憩
の
家
を
統

合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
間

交
流
や
世
代
間
交
流
な
ど
幅
広
い

活
用
が
図
ら
れ
る
施
設
と
し
て
の

整
備
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
１８
年

度
末
の
完
成
を
目
指
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

   

農
林
行
政 

  次
に
、
９
番
目
と
し
て
「
農
林

行
政
」
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
。 

本
市
は
合
併
に
よ
っ
て
、
林
野

面
積
３，
８
９
７
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら

２
１，
７
７
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
へ
大
幅

に
増
加
し
、
特
に
西
吉
野
地
区
か

ら
大
塔
地
区
の
ほ
と
ん
ど
が
森
林

で
形
成
さ
れ
る
林
業
を
基
幹
産
業

と
す
る
地
域
と
な
り
ま
し
た
。 

１３
年
度
に
「
森
林
・
林
業
基
本
法
」

が
改
正
さ
れ
、
１８
年
度
か
ら
は
、
「
奈

良
県
森
林
環
境
税
」
が
導
入
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
は
林
業
の
低
迷
と
就

労
者
の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
等

で
荒
廃
が
進
み
、
公
益
的
機
能
が

十
分
発
揮
で
き
な
い
森
林
を
整
備

す
る
た
め
、
県
民
税
と
し
て
協
力

を
得
て
、
「
奈
良
の
元
気
な
森
林

づ
く
り
」
を
目
的
に
活
用
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

今
後
は
、
本
市
の
豊
か
な
森
林

を
環
境
資
源
と
し
て
将
来
に
引
き

継
ぐ
た
め
、
森
林
環
境
税
や
補
助

事
業
を
活
用
し
、
五
條
市
森
林
組

合
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
森
林
整

備
の
促
進
を
図
っ
て
参
る
所
存
で

あ
り
ま
す
。 

   

観
光
行
政 

  次
に
、
１０
番
目
と
し
て
「
観
光

行
政
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
合
併

に
よ
り
、
本
市
は
、
赤
谷
オ
ー
ト
・

キ
ャ
ン
プ
場
、
夢
の
湯
、
星
の
国
、

き
す
み
館
等
の
温
泉
、
宿
泊
施
設

や
新
町
の
歴
史
的
街
な
み
、
榮
山
寺
、

賀
名
生
皇
居
跡
な
ど
の
社
寺
や
史

跡
な
ど
多
く
の
観
光
資
源
を
有
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

こ
れ
ら
を
一
体
化
し
た
観
光
ル

ー
ト
の
整
備
を
行
い
、
観
光
客
の

誘
致
を
図
る
た
め
、
観
光
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
事
業
を
推
進
し
て
参
る
所

存
で
あ
り
ま
す
。 

   

福
祉
・
保
健
行
政 

  次
に
、
１１
番
目
と
し
て
「
福
祉
・

保
健
行
政
」
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。 

ご
案
内
の
と
お
り
、
本
市
に
お

け
る
高
齢
者
率
は
年
々
増
加
し
、

４
人
に
一
人
が
６５
歳
以
上
と
い
う

超
高
齢
化
社
会
に
突
入
し
て
お
り

ま
す
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
が
住

み
慣
れ
た
地
域
で
元
気
で
長
生
き

で
き
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
「
第

３
期
介
護
保
険
事
業
計
画
・
第
４

期
老
人
保
健
福
祉
計
画
」
の
策
定

委
員
会
を
設
置
し
、
今
後
３
年
間

の
高
齢
者
施
策
の
検
討
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
１８
年
４
月
か
ら
介
護
保

険
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
そ
の

主
眼
で
あ
り
ま
す
「
介
護
予
防
」

を
推
進
す
る
た
め
、
１８
年
度
か
ら

地
域
介
護
予
防
の
拠
点
と
な
り
ま

す
「（
仮
称
）五
條
市
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
す
る
予
定

で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
「
障
害
者
施
策
」
に
つ

き
ま
し
て
は
、
今
回
の
障
害
者
自

立
支
援
法
の
施
行
に
伴
い
、
障
害

者
自
ら
が
契
約
に
よ
り
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
支
援
費
制
度
か
ら
、

障
害
者
の
方
々
が
障
害
種
別
に
か

か
わ
り
な
く
、
自
立
し
た
日
常
お

よ
び
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
そ
の
有
す
る
能
力
や

適
性
に
応
じ
た
必
要
な
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
る
な
ど
の
支
援
制
度

に
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
制
度
改
革
を
受
け
、
障
害

者
福
祉
計
画
の
見
直
し
等
を
行
う

と
と
も
に
、
障
害
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
市
民
が
相
互
に
人
格
と

個
性
を
尊
重
し
安
心
し
て
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現

を
目
指
し
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
市
民
の
健
康
保
持
、
増

進
を
図
る
た
め
、
ま
た
多
く
の
市

民
か
ら
強
い
要
望
が
あ
り
ま
す
温

水
プ
ー
ル
等
の
建
設
に
つ
き
ま
し

て
は
、
１８
年
度
か
ら
「（
仮
称
）健

康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
」
の
施
設
コ

ン
セ
プ
ト
の
設
定
、
候
補
地
の
検

討
な
ど
の
基
本
調
査
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、
運
営
、
維
持
管
理
計

画
お
よ
び
施
設
計
画
の
概
要
作
成

等
に
取
り
組
ん
で
参
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。 

   

教
育
行
政 

  次
に
、
１２
番
目
と
し
て
「
教
育

行
政
」
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
。 

１８
年
度
に
お
け
る
学
校
・
園
の

教
育
指
標
は
、
教
育
の
基
本
的
な

部
分
「
知
・
徳
・
体
」
、
五
條
市

の
特
色
あ
る
教
育
「
学
社
融
合
・

国
際
性
・
情
報
」
で
あ
る
次
の
六

つ
の
指
標
を
掲
げ
た
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。 

１
　
魅
力
が
あ
り
よ
く
わ
か
る

　
　
　
授
業 

２
　
道
徳
性
豊
か
で
命
を
大
切

　
　
　
に
す
る
心 

３
　
健
康
で
た
く
ま
し
い
心
身 

４
　
地
域
に
融
合
し
た
豊
か
な

　
　
　
人
間
性 

５
　
国
際
感
覚
の
育
成
と
異
文

　
　
　
化
理
解
の
推
進 

６
　
Ｉ
Ｔ
社
会
に
対
応
し
た
教

　
　
　
育
活
動 

と
い
た
し
ま
し
た
。 

今
後
は
、
こ
の
指
標
を
も
と
に
、

幼
児
・
児
童
・
生
徒
の
調
和
を
図

り
な
が
ら
、
創
意
工
夫
に
満
ち
た
「
魅

力
と
活
力
の
あ
る
学
校
づ
く
り
」

と
各
校
の
教
育
成
果
の
公
表
を
推

し
進
め
ら
れ
る
よ
う
鋭
意
努
め
て

参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

一
方
、
教
育
施
設
の
整
備
に
つ

き
ま
し
て
は
、
校
舎
の
老
朽
化
に

伴
い
教
育
環
境
の
改
善
、
建
物
の

耐
久
性
の
確
保
を
図
る
た
め
、
北

宇
智
小
学
校
大
規
模
改
修
工
事
を

１７
年
度
か
ら
２
か
年
計
画
で
着
手

し
て
お
り
、
１８
年
度
に
は
完
成
す

る
予
定
で
あ
り
ま
す
。 

   

上
水
道
事
業 

  次
に
、
１３
番
目
と
し
て
水
道
事

業
の
取
り
組
み
の
う
ち
「
上
水
道

事
業
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
生
活

様
式
の
向
上
と
水
需
要
に
対
応
す

る
た
め
、
公
共
性
と
経
済
性
と
の

調
和
を
図
り
な
が
ら
、
健
全
経
営

に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

今
後
は
、
厳
し
い
財
政
状
況
に

な
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

開
閉
栓
、
滞
納
整
理
、
給
水
停
止

業
務
を
民
間
に
委
託
し
、
経
営
の

ス
リ
ム
化
や
効
率
化
を
図
る
と
と

も
に
、
市
民
の
皆
様
に
、
よ
り
一

層
の
き
め
細
や
か
な
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
が
で
き
る
よ
う
鋭
意
取
り
組

ん
で
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
「
簡
易
水
道
事
業
」
に

つ
き
ま
し
て
は
、
１８
年
度
は
、
白

銀
北
、
白
銀
南
地
区
の
簡
易
水
道

整
備
事
業
に
取
り
組
み
、
生
活
環

境
の
改
善
と
公
衆
衛
生
の
向
上
を

図
っ
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

   

防
災
・
消
防
行
政 

  最
後
に
、
「
市
民
の
生
命
と
財

産
を
守
る
防
災
・
消
防
行
政
」
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
ず
、
「
防
災
対
策
」
に
つ
き

ま
し
て
は
、
災
害
時
に
お
い
て
、

市
内
の
被
害
状
況
を
早
期
に
把
握
し
、

速
や
か
な
応
急
対
策
に
取
り
組
む

た
め
、
地
域
の
消
防
団
、
自
主
防

災
組
織
と
本
市
の
災
害
対
策
本
部

と
の
連
携
が
図
れ
る
体
制
づ
く
り

が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
地
理
的

お
よ
び
気
象
条
件
の
異
な
る
西
吉

野
地
区
、
大
塔
地
区
に
つ
い
て
は
、

本
部
と
の
連
携
を
密
に
し
、
速
や

か
に
対
応
す
る
た
め
、
現
在
、
地

域
防
災
計
画
の
修
正
作
業
に
取
り

組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
消
防
行
政
に
つ
き
ま
し

て
は
、
合
併
に
伴
い
、
去
る
１８
年

１
月
４
日
か
ら
消
防
署
大
塔
分
署

を
大
塔
支
所
内
に
開
署
し
、
分
署

長
以
下
１１
名
体
制
で
救
急
体
制
の

整
備
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

１８
年
度
は
、
分
署
の
整
備
と
大
塔

支
所
も
あ
わ
せ
て
、
全
面
改
修
を

予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
新
消
防
庁
舎
建
設
に
つ

き
ま
し
て
は
、
既
に
用
地
買
収
を

終
え
、
測
量
お
よ
び
地
質
調
査
業

務
に
つ
い
て
も
１７
年
度
内
に
完
了

す
る
予
定
で
あ
り
、
１８
年
度
に
お

い
て
は
、
実
施
設
計
に
着
手
し
、

建
設
工
事
を
施
工
し
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
年
々
増
加
す
る
救
急
需

要
に
対
処
す
る
た
め
、
救
急
救
命

士
の
養
成
に
努
め
る
と
と
も
に
、

１８
年
度
か
ら
は
、
医
師
の
指
示
の
下
、

救
急
患
者
に
対
し
て
薬
剤
投
与
の

で
き
る
救
命
士
の
育
成
な
ど
、
救

命
率
の
向
上
を
目
指
し
て
参
る
所

存
で
あ
り
ま
す
。 
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保
全
し
憩
い
の
場
、
ふ
れ
あ
い
の

機
会
を
創
出
す
る
た
め
、
１８
年
度

も
「
川
開
き
フ
ェ
ス
タ
」
や
「
水

辺
の
楽
校
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
等

を
開
催
し
、
吉
野
川
の
清
流
の
復

活
と
地
域
の
活
性
化
を
目
指
す
と

と
も
に
、
さ
ら
に
吉
野
川
の
水
質

保
全
、
水
量
の
増
加
等
に
つ
い
て

関
係
機
関
と
調
整
を
重
ね
て
参
り

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
「
地
籍
調
査
事
業
」
で

あ
り
ま
す
が
、
現
在
調
査
を
進
め

て
お
り
ま
す
５
地
区
に
加
え
、
１８

年
度
か
ら
新
た
に
西
吉
野
町
宗
川

野
の
一
部
地
域
お
よ
び
西
阿
田
町

の
一
部
地
域
を
調
査
す
る
予
定
で

あ
り
ま
す
。 

   

 

生
活
環
境
の
整
備 

  次
に
、
７
番
目
と
し
て
「
生
活

環
境
の
整
備
」
に
関
す
る
取
り
組

み
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
ず
、
「
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
」

に
つ
き
ま
し
て
は
、
昨
年
８
月
、

庁
内
に
「
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
連
絡

調
整
会
議
」
を
設
置
し
、
公
共
施

設
７
８
５
施
設
の
実
態
調
査
を
行
い
、

そ
の
対
策
を
協
議
し
て
参
り
ま
し
た
。 

こ
の
中
で
、
目
視
で
は
判
別
で

き
な
い
施
設
が
７
施
設
あ
り
、
そ

の
成
分
分
析
を
専
門
業
者
に
委
託

し
た
と
こ
ろ
、
１
施
設
（
五
條
中

学
校
）
の
み
、
ア
ス
ベ
ス
ト
が
検

出
さ
れ
ま
し
た
。
　 

し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
き
ま

し
て
も
、
封
じ
込
め
に
近
い
状
態

で
安
定
し
て
お
り
、
空
気
中
の
ア

ス
ベ
ス
ト
繊
維
の
浮
遊
検
査
の
結
果
、

飛
散
性
は
な
く
、
安
全
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
よ
り

安
全
、
安
心
な
環
境
保
全
に
期
す

る
観
点
か
ら
、
１８
年
度
の
夏
休
み

期
間
中
に
除
去
処
理
を
し
て
参
る

所
存
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
「
下
水
道
事
業
」
の
取

り
組
み
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
市

の
公
共
下
水
道
の
普
及
率
は
、
１７

年
度
末
で
は
５１
％
を
超
え
る
見
込

み
で
あ
り
ま
す
が
、
県
下
の
平
均

で
あ
る
６６
％
よ
り
低
い
状
況
で
あ

る
た
め
、
市
民
の
生
活
環
境
並
び

に
公
共
水
域
の
保
全
お
よ
び
環
境

保
護
の
向
上
を
目
指
し
、
よ
り
一

層
の
整
備
区
域
の
拡
大
を
図
っ
て

い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
懸
案
の
野
原
地
区
で
の

下
水
道
の
整
備
に
つ
き
ま
し
て
は
、

県
流
域
下
水
道
事
業
計
画
に
よ
り

ま
し
て
、
１６
年
度
に
は
野
原
側
、

１７
年
度
に
は
二
見
側
用
地
の
確
保

が
完
了
し
、
す
で
に
本
管
お
よ
び

施
設
の
詳
細
設
計
委
託
も
発
注
さ

れ
て
お
り
ま
す
。 

今
後
は
、
流
域
下
水
道
野
原
幹

線
の
早
期
工
事
着
手
に
向
け
て
、

県
へ
要
請
す
る
と
と
も
に
、
本
市

の
公
共
下
水
道
に
つ
い
て
、
市
民

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
な
が
ら
、

更
な
る
下
水
道
整
備
区
域
の
拡
大

に
取
り
組
ん
で
参
る
所
存
で
あ
り

ま
す
。 

次
に
、
「
住
宅
行
政
」
の
取
り

組
み
に
つ
き
ま
し
て
は
、
市
営
上

之
島
住
宅
建
替
工
事
の
第
１
期
分

（
１２
戸
）
が
完
成
し
、
１７
年
度
内

に
は
、
全
戸
の
入
居
が
終
わ
る
予

定
で
あ
り
、
第
２
期
分
（
１２
戸
）

に
つ
き
ま
し
て
も
、
１９
年
度
に
完

成
す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。 

   

 

人
権
行
政 

  次
に
、
８
番
目
と
し
て
「
人
権

行
政
」
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
。 

人
間
と
し
て
一
番
大
切
な
「
命
」

と
「
人
権
」
を
侵
害
し
て
い
る
「
あ

ら
ゆ
る
差
別
」
を
撤
廃
す
る
た
め
、

広
く
市
民
に
啓
発
す
る
と
と
も
に
、

関
係
機
関
団
体
と
連
携
し
な
が
ら

取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。 

ま
た
、
人
権
啓
発
の
拠
点
と
し

て
の
複
合
施
設
整
備
事
業
に
つ
き

ま
し
て
は
、
現
在
分
散
し
て
い
る

五
條
文
化
会
館
、
五
條
東
児
童
館

お
よ
び
五
條
東
老
人
憩
の
家
を
統

合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
間

交
流
や
世
代
間
交
流
な
ど
幅
広
い

活
用
が
図
ら
れ
る
施
設
と
し
て
の

整
備
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
１８
年

度
末
の
完
成
を
目
指
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

   

農
林
行
政 

  次
に
、
９
番
目
と
し
て
「
農
林

行
政
」
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
。 

本
市
は
合
併
に
よ
っ
て
、
林
野

面
積
３，
８
９
７
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら

２
１，
７
７
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
へ
大
幅

に
増
加
し
、
特
に
西
吉
野
地
区
か

ら
大
塔
地
区
の
ほ
と
ん
ど
が
森
林

で
形
成
さ
れ
る
林
業
を
基
幹
産
業

と
す
る
地
域
と
な
り
ま
し
た
。 

１３
年
度
に
「
森
林
・
林
業
基
本
法
」

が
改
正
さ
れ
、
１８
年
度
か
ら
は
、
「
奈

良
県
森
林
環
境
税
」
が
導
入
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
は
林
業
の
低
迷
と
就

労
者
の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
等

で
荒
廃
が
進
み
、
公
益
的
機
能
が

十
分
発
揮
で
き
な
い
森
林
を
整
備

す
る
た
め
、
県
民
税
と
し
て
協
力

を
得
て
、
「
奈
良
の
元
気
な
森
林

づ
く
り
」
を
目
的
に
活
用
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

今
後
は
、
本
市
の
豊
か
な
森
林

を
環
境
資
源
と
し
て
将
来
に
引
き

継
ぐ
た
め
、
森
林
環
境
税
や
補
助

事
業
を
活
用
し
、
五
條
市
森
林
組

合
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
森
林
整

備
の
促
進
を
図
っ
て
参
る
所
存
で

あ
り
ま
す
。 

   

観
光
行
政 

  次
に
、
１０
番
目
と
し
て
「
観
光

行
政
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
合
併

に
よ
り
、
本
市
は
、
赤
谷
オ
ー
ト
・

キ
ャ
ン
プ
場
、
夢
の
湯
、
星
の
国
、

き
す
み
館
等
の
温
泉
、
宿
泊
施
設

や
新
町
の
歴
史
的
街
な
み
、
榮
山
寺
、

賀
名
生
皇
居
跡
な
ど
の
社
寺
や
史

跡
な
ど
多
く
の
観
光
資
源
を
有
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

こ
れ
ら
を
一
体
化
し
た
観
光
ル

ー
ト
の
整
備
を
行
い
、
観
光
客
の

誘
致
を
図
る
た
め
、
観
光
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
事
業
を
推
進
し
て
参
る
所

存
で
あ
り
ま
す
。 

   

福
祉
・
保
健
行
政 

  次
に
、
１１
番
目
と
し
て
「
福
祉
・

保
健
行
政
」
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。 

ご
案
内
の
と
お
り
、
本
市
に
お

け
る
高
齢
者
率
は
年
々
増
加
し
、

４
人
に
一
人
が
６５
歳
以
上
と
い
う

超
高
齢
化
社
会
に
突
入
し
て
お
り

ま
す
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
が
住

み
慣
れ
た
地
域
で
元
気
で
長
生
き

で
き
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
「
第

３
期
介
護
保
険
事
業
計
画
・
第
４

期
老
人
保
健
福
祉
計
画
」
の
策
定

委
員
会
を
設
置
し
、
今
後
３
年
間

の
高
齢
者
施
策
の
検
討
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
１８
年
４
月
か
ら
介
護
保

険
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
そ
の

主
眼
で
あ
り
ま
す
「
介
護
予
防
」

を
推
進
す
る
た
め
、
１８
年
度
か
ら

地
域
介
護
予
防
の
拠
点
と
な
り
ま

す
「（
仮
称
）五
條
市
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
す
る
予
定

で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
「
障
害
者
施
策
」
に
つ

き
ま
し
て
は
、
今
回
の
障
害
者
自

立
支
援
法
の
施
行
に
伴
い
、
障
害

者
自
ら
が
契
約
に
よ
り
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
支
援
費
制
度
か
ら
、

障
害
者
の
方
々
が
障
害
種
別
に
か

か
わ
り
な
く
、
自
立
し
た
日
常
お

よ
び
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
そ
の
有
す
る
能
力
や

適
性
に
応
じ
た
必
要
な
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
る
な
ど
の
支
援
制
度

に
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
制
度
改
革
を
受
け
、
障
害

者
福
祉
計
画
の
見
直
し
等
を
行
う

と
と
も
に
、
障
害
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
市
民
が
相
互
に
人
格
と

個
性
を
尊
重
し
安
心
し
て
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現

を
目
指
し
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
市
民
の
健
康
保
持
、
増

進
を
図
る
た
め
、
ま
た
多
く
の
市

民
か
ら
強
い
要
望
が
あ
り
ま
す
温

水
プ
ー
ル
等
の
建
設
に
つ
き
ま
し

て
は
、
１８
年
度
か
ら
「（
仮
称
）健

康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
」
の
施
設
コ

ン
セ
プ
ト
の
設
定
、
候
補
地
の
検

討
な
ど
の
基
本
調
査
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、
運
営
、
維
持
管
理
計

画
お
よ
び
施
設
計
画
の
概
要
作
成

等
に
取
り
組
ん
で
参
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。 

   

教
育
行
政 

  次
に
、
１２
番
目
と
し
て
「
教
育

行
政
」
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
。 

１８
年
度
に
お
け
る
学
校
・
園
の

教
育
指
標
は
、
教
育
の
基
本
的
な

部
分
「
知
・
徳
・
体
」
、
五
條
市

の
特
色
あ
る
教
育
「
学
社
融
合
・

国
際
性
・
情
報
」
で
あ
る
次
の
六

つ
の
指
標
を
掲
げ
た
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。 

１
　
魅
力
が
あ
り
よ
く
わ
か
る

　
　
　
授
業 

２
　
道
徳
性
豊
か
で
命
を
大
切

　
　
　
に
す
る
心 

３
　
健
康
で
た
く
ま
し
い
心
身 

４
　
地
域
に
融
合
し
た
豊
か
な

　
　
　
人
間
性 

５
　
国
際
感
覚
の
育
成
と
異
文

　
　
　
化
理
解
の
推
進 

６
　
Ｉ
Ｔ
社
会
に
対
応
し
た
教

　
　
　
育
活
動 

と
い
た
し
ま
し
た
。 

今
後
は
、
こ
の
指
標
を
も
と
に
、

幼
児
・
児
童
・
生
徒
の
調
和
を
図

り
な
が
ら
、
創
意
工
夫
に
満
ち
た
「
魅

力
と
活
力
の
あ
る
学
校
づ
く
り
」

と
各
校
の
教
育
成
果
の
公
表
を
推

し
進
め
ら
れ
る
よ
う
鋭
意
努
め
て

参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

一
方
、
教
育
施
設
の
整
備
に
つ

き
ま
し
て
は
、
校
舎
の
老
朽
化
に

伴
い
教
育
環
境
の
改
善
、
建
物
の

耐
久
性
の
確
保
を
図
る
た
め
、
北

宇
智
小
学
校
大
規
模
改
修
工
事
を

１７
年
度
か
ら
２
か
年
計
画
で
着
手

し
て
お
り
、
１８
年
度
に
は
完
成
す

る
予
定
で
あ
り
ま
す
。 

   

上
水
道
事
業 

  次
に
、
１３
番
目
と
し
て
水
道
事

業
の
取
り
組
み
の
う
ち
「
上
水
道

事
業
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
生
活

様
式
の
向
上
と
水
需
要
に
対
応
す

る
た
め
、
公
共
性
と
経
済
性
と
の

調
和
を
図
り
な
が
ら
、
健
全
経
営

に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

今
後
は
、
厳
し
い
財
政
状
況
に

な
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

開
閉
栓
、
滞
納
整
理
、
給
水
停
止

業
務
を
民
間
に
委
託
し
、
経
営
の

ス
リ
ム
化
や
効
率
化
を
図
る
と
と

も
に
、
市
民
の
皆
様
に
、
よ
り
一

層
の
き
め
細
や
か
な
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
が
で
き
る
よ
う
鋭
意
取
り
組

ん
で
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
「
簡
易
水
道
事
業
」
に

つ
き
ま
し
て
は
、
１８
年
度
は
、
白

銀
北
、
白
銀
南
地
区
の
簡
易
水
道

整
備
事
業
に
取
り
組
み
、
生
活
環

境
の
改
善
と
公
衆
衛
生
の
向
上
を

図
っ
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

   

防
災
・
消
防
行
政 

  最
後
に
、
「
市
民
の
生
命
と
財

産
を
守
る
防
災
・
消
防
行
政
」
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
ず
、
「
防
災
対
策
」
に
つ
き

ま
し
て
は
、
災
害
時
に
お
い
て
、

市
内
の
被
害
状
況
を
早
期
に
把
握
し
、

速
や
か
な
応
急
対
策
に
取
り
組
む

た
め
、
地
域
の
消
防
団
、
自
主
防

災
組
織
と
本
市
の
災
害
対
策
本
部

と
の
連
携
が
図
れ
る
体
制
づ
く
り

が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
地
理
的

お
よ
び
気
象
条
件
の
異
な
る
西
吉

野
地
区
、
大
塔
地
区
に
つ
い
て
は
、

本
部
と
の
連
携
を
密
に
し
、
速
や

か
に
対
応
す
る
た
め
、
現
在
、
地

域
防
災
計
画
の
修
正
作
業
に
取
り

組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
消
防
行
政
に
つ
き
ま
し

て
は
、
合
併
に
伴
い
、
去
る
１８
年

１
月
４
日
か
ら
消
防
署
大
塔
分
署

を
大
塔
支
所
内
に
開
署
し
、
分
署

長
以
下
１１
名
体
制
で
救
急
体
制
の

整
備
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

１８
年
度
は
、
分
署
の
整
備
と
大
塔

支
所
も
あ
わ
せ
て
、
全
面
改
修
を

予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
新
消
防
庁
舎
建
設
に
つ

き
ま
し
て
は
、
既
に
用
地
買
収
を

終
え
、
測
量
お
よ
び
地
質
調
査
業

務
に
つ
い
て
も
１７
年
度
内
に
完
了

す
る
予
定
で
あ
り
、
１８
年
度
に
お

い
て
は
、
実
施
設
計
に
着
手
し
、

建
設
工
事
を
施
工
し
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
年
々
増
加
す
る
救
急
需

要
に
対
処
す
る
た
め
、
救
急
救
命

士
の
養
成
に
努
め
る
と
と
も
に
、

１８
年
度
か
ら
は
、
医
師
の
指
示
の
下
、

救
急
患
者
に
対
し
て
薬
剤
投
与
の

で
き
る
救
命
士
の
育
成
な
ど
、
救

命
率
の
向
上
を
目
指
し
て
参
る
所

存
で
あ
り
ま
す
。 
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議会 議決された議案 

■  

条
　
例 

  【
制
　
定
】 

▼
収
入
役
を
置
か
な
い
条
例 

　
地
方
自
治
法
が
改
正
さ
れ
た
た

め
収
入
役
を
置
か
な
い
こ
と
と
す
る
。 

▼
国
民
保
護
協
議
会
条
例 

　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国

民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
協
議
会

の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
。 

▼
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急

対
処
事
態
対
策
本
部
条
例 

　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国

民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
本
部
の

組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
。 

▼
人
事
行
政
の
運
営
等
の
公
表
に

関
す
る
条
例 

　
地
方
公
務
員
法
等
が
改
正
さ
れ

た
た
め
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状

況
の
公
表
に
関
し
て
必
要
な
事
項

を
定
め
る
。 

▼
地
域
振
興
基
金
条
例 

　
市
民
の
連
帯
の
強
化
、
地
域
振

興
等
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充

当
し
、
市
の
振
興
に
資
す
る
た
め

地
域
振
興
基
金
を
設
置
す
る
。 

▼
た
ば
こ
の
吸
い
殻
及
び
空
き
缶

等
の
ポ
イ
捨
て
禁
止
に
関
す
る
条
例 

　
清
潔
で
快
適
な
生
活
環
境
を
確

保
す
る
た
め
、
た
ば
こ
の
吸
い
殻
、

空
き
缶
等
の
ポ
イ
捨
て
及
び
犬
等

の
ふ
ん
の
放
置
の
防
止
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
を
定
め
る
。 

 

【
一
部
改
正
・
廃
止
】 

▼
行
政
手
続
条
例 

　
行
政
手
続
法
が
改
正
さ
れ
た
た

め
の
条
文
の
整
備 

▼
議
会
の
議
員
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
等
に
関
す
る
条
例
等 

　
議
員
、
市
長
、
助
役
及
び
教
育

長
の
報
酬
並
び
に
給
料
を
引
き
下

げ
る
。 

▼
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
、
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例 

　
地
域
審
議
会
委
員
の
報
酬
等
を

定
め
る
。 

▼
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例 

　
人
事
院
勧
告
に
伴
い
給
料
表
の

抜
本
的
見
直
し
等
を
行
う
。 

▼
一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手

当
に
関
す
る
条
例 

　
特
殊
勤
務
手
当
の
適
正
化
を
図

る
た
め
削
減
、
引
き
下
げ
等
を
行
う
。 

▼
一
般
職
の
職
員
の
旅
費
に
関
す

る
条
例 

　
給
料
表
を
９
級
制
か
ら
７
級
制

に
改
め
る
こ
と
に
伴
う
条
文
の
整

備
及
び
市
町
村
合
併
に
よ
る
旅
費

支
給
地
域
の
整
備
を
行
う
。 

▼
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例 

　
退
職
手
当
の
適
正
化
を
図
る
た

め
構
造
面
の
見
直
し
を
行
う
。 

▼
老
人
憩
の
家
条
例 

　
憩
の
家
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
の
年
齢
を
６５
歳
か
ら
６０
歳

に
改
め
る
。 

▼
介
護
保
険
条
例 

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
並

び
に
介
護
保
険
事
業
の
適
正
か
つ

円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
保
険

料
段
階
を
５
段
階
か
ら
６
段
階
に

改
め
、
２０
年
度
ま
で
の
第
１
号
被

保
険
者
の
保
険
料
率
を
改
正
す
る
。 

▼
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
条
例 

　
事
業
者
の
納
税
義
務
が
免
除
さ

れ
る
課
税
売
上
高
の
上
限
額
が
改

定
さ
れ
た
た
め
、
し
尿
の
汲
取
料

と
処
理
料
を
改
正
す
る
。 

▼
緑
と
水
の
ふ
る
さ
と
を
守
る
条
例 

　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
い
た
事

業
者
が
市
長
の
意
見
書
を
求
め
る

場
合
、
す
べ
て
本
条
例
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
と
す
る
。 

▼
墓
地
条
例 

　
五
條
４
丁
目
地
内
に
新
た
に
墓

地
を
設
置 

▼
住
宅
条
例 

　
公
営
住
宅
法
施
行
令
等
が
改
正

さ
れ
た
た
め
の
条
文
の
整
備 

▼
西
吉
野
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
条

例
の
廃
止 

　
西
吉
野
小
学
校
及
び
西
吉
野
中

学
校
の
給
食
業
務
を
市
立
学
校
給

食
セ
ン
タ
ー
で
行
う
た
め
本
条
例

を
廃
止
す
る
。 

▼
国
民
宿
舎
五
條
緑
水
苑
条
例
の

廃
止 

　
国
民
宿
舎
五
條
緑
水
苑
を
普
通

財
産
に
す
る
た
め
本
条
例
を
廃
止

す
る
。 

  

■  

予
　
算 

   

【
１７
年
度
補
正
予
算
】 

▼
一
般
会
計
（
第
６
号
）
　
　
　 

 

　
５
０
０，
３
３
５
千
円
を
増
額 

▼
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計(

第
３
号) 

 

　
　
６
７，
４
８
８
千
円
を
減
額 

▼
簡
易
水
道
特
別
会
計(

第
２
号) 

 

　
　
１
５，
９
０
０
千
円
を
繰
越
し 

▼
老
人
保
健
特
別
会
計(

第
３
号) 

 

　
１
４
１，
０
０
０
千
円
を
増
額 

▼
下
水
道
事
業
特
別
会
計(

第
２
号) 

 
　
２
６
３，
５
９
２
千
円
を
繰
越
し 

▼
介
護
保
険
特
別
会
計
（
第
３
号
） 

 
　
１
２
４，
３
０
９
千
円
を
増
額 

 

 

【
１８
年
度
当
初
予
算
】 

▼
一
般
会
計 

 

　
　
１
９，
９
７
７，
０
０
０
千
円 

▼
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計 

 

　
　
　
３，
９
５
０，
０
０
０
千
円 

▼
簡
易
水
道
特
別
会
計 

 

　
　
　
　
　
５
７
４，
１
０
０
千
円 

▼
老
人
保
健
特
別
会
計 

 

　
　
　
４，
０
８
２，
６
０
０
千
円 

▼
下
水
道
事
業
特
別
会
計 

 

　
　
　
１，
６
２
７，
３
０
０
千
円 

▼
墓
地
事
業
特
別
会
計 

 

　
　
　
　
　
　
　
２，
１
５
０
千
円 

▼
介
護
保
険
特
別
会
計 

 

　
　
　
２，
７
１
２，
１
０
０
千
円 

▼
大
塔
診
療
所
特
別
会
計 

 

　
　
　
　
　
　
５
６，
６
１
０
千
円 

▼
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計 

 

　
　
　
　
　
　
　
２，
３
０
０
千
円 

▼
水
道
事
業
会
計 

     

水
道
事
業
費
用 

 

　
　
　
　
　
８
０
３，
６
０
４
千
円 

     

資
本
的
支
出 

           

４
０
２，
６
６
１
千
円 

  

■  

決
　
算 

   

【
１７
年
度
歳
入
歳
出
決
算
認
定
】 

▼
西
吉
野
村
一
般
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
６，
１
８
８，
０
４
８
円 

▼
西
吉
野
村
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
△
３，
８
２
４，
７
１
１
円 

　
一
時
借
入
金 

　
　
２
１，
０
０
０，
０
０
０
円 

▼
西
吉
野
村
介
護
保
険
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
２
７，
２
５
７，
８
１
１
円 

▼
西
吉
野
村
老
人
保
健
医
療
事
業

特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
△
１
５，
２
２
０，
７
１
８
円 

　
一
時
借
入
金 

　
　
１
６，
０
０
０，
０
０
０
円 

▼
西
吉
野
村
簡
易
水
道
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
△
１
８
０，
６
２
８，
０
０
０
円 

　
一
時
借
入
金 

　
１
８
０，
６
２
８，
０
０
０
円 

▼
西
吉
野
村
下
水
道
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
△
６
２，
４
２
４，
０
０
０
円 

　
一
時
借
入
金 

　
　
６
２，
４
２
４，
０
０
０
円 

▼
大
塔
村
一
般
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
４
５，
２
１
０，
０
９
６
円 

▼
大
塔
村
立
診
療
所
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
　
　
１
９
４，
１
８
７
円 

▼
大
塔
村
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
２，
８
９
８，
１
８
４
円 

▼
大
塔
村
老
人
保
健
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
９，
９
６
９，
７
８
６
円 

▼
大
塔
村
介
護
保
険
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
４，
９
６
９，
６
０
５
円 

▼
大
塔
村
准
公
営
企
業
簡
易
水
道

事
業
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
　
　
７
７
２，
４
０
７
円 

  

■  

人
　
事 

  ▼
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任 

   

辻
内
さ
え
子
氏
の
選
任
に
同
意 

 

（
任
期
＝
４
年
） 

▼
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命 

   

田
村
幸
子
委
員
の
再
任
に
同
意 

 

（
任
期
＝
４
年
） 

▼
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
の
選
任 

   

中
田
義
一
委
員
、
藤
本
彰
委
員
、

乾
利
昭
委
員
の
再
任
に
同
意 

 

（
任
期
＝
３
年
） 

▼
固
定
資
産
評
価
員
の
選
任 

   

小
藪
良
彦
氏
の
選
任
に
同
意 

 

（
任
期
＝
な
し
） 

▼
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
推
せ

ん
に
つ
き
意
見
を
求
め
る 

   

梅
山
晃
委
員
の
再
任
に
同
意 

 

（
任
期
＝
３
年
） 

  

■  

そ 

の 

他 
  ▼

財
産
（
旧
国
民
宿
舎
五
條
緑
水
苑
）

の
貸
付
け 

  

施
設
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
旧

国
民
宿
舎
五
條
緑
水
苑
を
㈱
ベ
ル

カ
デ
ィ
ア
に
貸
付
け
る
。 

▼
大
塔
総
合
案
内
セ
ン
タ
ー
に
係

る
指
定
管
理
者
の
指
定 

▼
大
塔
山
村
体
験
実
習
セ
ン
タ
ー

に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定 

▼
大
塔
水
車
施
設
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定 

▼
大
塔
ふ
れ
あ
い
交
流
館
に
係
る

指
定
管
理
者
の
指
定 

▼
大
塔
赤
谷
オ
ー
ト
・
キ
ャ
ン
プ

場
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定 

▼
大
塔
郷
土
館
に
係
る
指
定
管
理

者
の
指
定 

【
以
上
、
財
団
法
人
大
塔
ふ
る
里

セ
ン
タ
ー
を
指
定
管
理
者
と
す
る

６
施
設
】 

▼
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定 

　
社
会
福
祉
法
人
社
会
福
祉
協
議

会
を
指
定
管
理
者
と
す
る
。 

▼
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
の
変
更 

　
南
和
広
域
連
合
の
事
業
と
し
て

の
周
遊
観
光
促
進
事
業
と
市
の
中

学
校
大
規
模
改
造
事
業
の
追
加
等 

▼
工
事
請
負
契
約
の
締
結 

　（
仮
称
）市
営
上
之
島
住
宅
第
２

期
分
建
替
工
事
を
２
８
８，
４
３
５

千
円
で
契
約
す
る
。 

▼
南
和
広
域
連
合
規
約
の
変
更 

　
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く

障
害
程
度
区
分
認
定
審
査
会
の
設

置
及
び
運
営
に
関
す
る
事
務
等
を

南
和
広
域
連
合
で
行
う
。 

  

■  

報
　
告 

  ○
１７
年
度
文
化
体
育
振
興
公
社
の

決
算
及
び
事
業
の
報
告 

○
１８
年
度
土
地
開
発
公
社
の
事
業

計
画
、
予
算
及
び
資
金
計
画
の
報

告 ○
１８
年
度
大
塔
ふ
る
里
セ
ン
タ
ー

の
事
業
計
画
、
予
算
及
び
資
金
計

画
の
報
告 

  

■  

意 

見 

書 
  　

意
見
書
２
件
を
可
決
し
、
内
閣

総
理
大
臣
を
は
じ
め
関
係
大
臣
に

提
出 

・
抜
本
的
な
都
市
農
業
振
興
策
の

確
立
を
求
め
る
意
見
書 

・
道
路
特
定
財
源
の
見
直
し
に
関

す
る
意
見
書 

  ※
　
備
　
考 

　
１
　
条
例
等
議
案
の
名
称
は
簡  

　
　
略
に
し
て
い
ま
す
。 

 

（
例
）
五
條
市
国
民
保
護
協
議 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
会
条
例    

国
民
保
護
協

　
　
　
　
議
会
条
例 

　
　
　
　
平
成
１８
年
度  

１８
年
度 

　
２
　
予
算
・
決
算
は
、
会
計
名  

　   

の
み
記
載
し
て
い
ま
す
。 

議　会 

議決された議案

→
 

→
 

竹田義一収入役が退任 竹田義一収入役が退任 
　竹田義一収入役が、３月３１日付を持って退任されました。 
　竹田収入役は、五條市市長公室長を経て、平成１４年４月に
就任。長年にわたり五條市の発展にご尽力されました。 
　たいへんご苦労様でした。 
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議会 議決された議案 

■  

条
　
例 

  【
制
　
定
】 

▼
収
入
役
を
置
か
な
い
条
例 

　
地
方
自
治
法
が
改
正
さ
れ
た
た

め
収
入
役
を
置
か
な
い
こ
と
と
す
る
。 

▼
国
民
保
護
協
議
会
条
例 

　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国

民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
協
議
会

の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
。 

▼
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急

対
処
事
態
対
策
本
部
条
例 

　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国

民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
本
部
の

組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
。 

▼
人
事
行
政
の
運
営
等
の
公
表
に

関
す
る
条
例 

　
地
方
公
務
員
法
等
が
改
正
さ
れ

た
た
め
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状

況
の
公
表
に
関
し
て
必
要
な
事
項

を
定
め
る
。 

▼
地
域
振
興
基
金
条
例 

　
市
民
の
連
帯
の
強
化
、
地
域
振

興
等
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充

当
し
、
市
の
振
興
に
資
す
る
た
め

地
域
振
興
基
金
を
設
置
す
る
。 

▼
た
ば
こ
の
吸
い
殻
及
び
空
き
缶

等
の
ポ
イ
捨
て
禁
止
に
関
す
る
条
例 

　
清
潔
で
快
適
な
生
活
環
境
を
確

保
す
る
た
め
、
た
ば
こ
の
吸
い
殻
、

空
き
缶
等
の
ポ
イ
捨
て
及
び
犬
等

の
ふ
ん
の
放
置
の
防
止
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
を
定
め
る
。 

 

【
一
部
改
正
・
廃
止
】 

▼
行
政
手
続
条
例 

　
行
政
手
続
法
が
改
正
さ
れ
た
た

め
の
条
文
の
整
備 

▼
議
会
の
議
員
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
等
に
関
す
る
条
例
等 

　
議
員
、
市
長
、
助
役
及
び
教
育

長
の
報
酬
並
び
に
給
料
を
引
き
下

げ
る
。 

▼
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
、
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例 

　
地
域
審
議
会
委
員
の
報
酬
等
を

定
め
る
。 

▼
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例 

　
人
事
院
勧
告
に
伴
い
給
料
表
の

抜
本
的
見
直
し
等
を
行
う
。 

▼
一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手

当
に
関
す
る
条
例 

　
特
殊
勤
務
手
当
の
適
正
化
を
図

る
た
め
削
減
、
引
き
下
げ
等
を
行
う
。 

▼
一
般
職
の
職
員
の
旅
費
に
関
す

る
条
例 

　
給
料
表
を
９
級
制
か
ら
７
級
制

に
改
め
る
こ
と
に
伴
う
条
文
の
整

備
及
び
市
町
村
合
併
に
よ
る
旅
費

支
給
地
域
の
整
備
を
行
う
。 

▼
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例 

　
退
職
手
当
の
適
正
化
を
図
る
た

め
構
造
面
の
見
直
し
を
行
う
。 

▼
老
人
憩
の
家
条
例 

　
憩
の
家
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
の
年
齢
を
６５
歳
か
ら
６０
歳

に
改
め
る
。 

▼
介
護
保
険
条
例 

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
並

び
に
介
護
保
険
事
業
の
適
正
か
つ

円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
保
険

料
段
階
を
５
段
階
か
ら
６
段
階
に

改
め
、
２０
年
度
ま
で
の
第
１
号
被

保
険
者
の
保
険
料
率
を
改
正
す
る
。 

▼
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
条
例 

　
事
業
者
の
納
税
義
務
が
免
除
さ

れ
る
課
税
売
上
高
の
上
限
額
が
改

定
さ
れ
た
た
め
、
し
尿
の
汲
取
料

と
処
理
料
を
改
正
す
る
。 

▼
緑
と
水
の
ふ
る
さ
と
を
守
る
条
例 

　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
い
た
事

業
者
が
市
長
の
意
見
書
を
求
め
る

場
合
、
す
べ
て
本
条
例
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
と
す
る
。 

▼
墓
地
条
例 

　
五
條
４
丁
目
地
内
に
新
た
に
墓

地
を
設
置 

▼
住
宅
条
例 

　
公
営
住
宅
法
施
行
令
等
が
改
正

さ
れ
た
た
め
の
条
文
の
整
備 

▼
西
吉
野
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
条

例
の
廃
止 

　
西
吉
野
小
学
校
及
び
西
吉
野
中

学
校
の
給
食
業
務
を
市
立
学
校
給

食
セ
ン
タ
ー
で
行
う
た
め
本
条
例

を
廃
止
す
る
。 

▼
国
民
宿
舎
五
條
緑
水
苑
条
例
の

廃
止 

　
国
民
宿
舎
五
條
緑
水
苑
を
普
通

財
産
に
す
る
た
め
本
条
例
を
廃
止

す
る
。 

  

■  

予
　
算 

   

【
１７
年
度
補
正
予
算
】 

▼
一
般
会
計
（
第
６
号
）
　
　
　 

 

　
５
０
０，
３
３
５
千
円
を
増
額 

▼
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計(

第
３
号) 

 

　
　
６
７，
４
８
８
千
円
を
減
額 

▼
簡
易
水
道
特
別
会
計(

第
２
号) 

 

　
　
１
５，
９
０
０
千
円
を
繰
越
し 

▼
老
人
保
健
特
別
会
計(

第
３
号) 

 

　
１
４
１，
０
０
０
千
円
を
増
額 

▼
下
水
道
事
業
特
別
会
計(

第
２
号) 

 

　
２
６
３，
５
９
２
千
円
を
繰
越
し 

▼
介
護
保
険
特
別
会
計
（
第
３
号
） 

 

　
１
２
４，
３
０
９
千
円
を
増
額 

 

 

【
１８
年
度
当
初
予
算
】 

▼
一
般
会
計 

 

　
　
１
９，
９
７
７，
０
０
０
千
円 

▼
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計 

 

　
　
　
３，
９
５
０，
０
０
０
千
円 

▼
簡
易
水
道
特
別
会
計 

 

　
　
　
　
　
５
７
４，
１
０
０
千
円 

▼
老
人
保
健
特
別
会
計 

 

　
　
　
４，
０
８
２，
６
０
０
千
円 

▼
下
水
道
事
業
特
別
会
計 

 

　
　
　
１，
６
２
７，
３
０
０
千
円 

▼
墓
地
事
業
特
別
会
計 

 

　
　
　
　
　
　
　
２，
１
５
０
千
円 

▼
介
護
保
険
特
別
会
計 

 

　
　
　
２，
７
１
２，
１
０
０
千
円 

▼
大
塔
診
療
所
特
別
会
計 

 

　
　
　
　
　
　
５
６，
６
１
０
千
円 

▼
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計 

 

　
　
　
　
　
　
　
２，
３
０
０
千
円 

▼
水
道
事
業
会
計 

     

水
道
事
業
費
用 

 

　
　
　
　
　
８
０
３，
６
０
４
千
円 

     

資
本
的
支
出 

           

４
０
２，
６
６
１
千
円 

  

■  

決
　
算 

   

【
１７
年
度
歳
入
歳
出
決
算
認
定
】 

▼
西
吉
野
村
一
般
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
６，
１
８
８，
０
４
８
円 

▼
西
吉
野
村
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
△
３，
８
２
４，
７
１
１
円 

　
一
時
借
入
金 

　
　
２
１，
０
０
０，
０
０
０
円 

▼
西
吉
野
村
介
護
保
険
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
２
７，
２
５
７，
８
１
１
円 

▼
西
吉
野
村
老
人
保
健
医
療
事
業

特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
△
１
５，
２
２
０，
７
１
８
円 

　
一
時
借
入
金 

　
　
１
６，
０
０
０，
０
０
０
円 

▼
西
吉
野
村
簡
易
水
道
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
△
１
８
０，
６
２
８，
０
０
０
円 

　
一
時
借
入
金 

　
１
８
０，
６
２
８，
０
０
０
円 

▼
西
吉
野
村
下
水
道
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
△
６
２，
４
２
４，
０
０
０
円 

　
一
時
借
入
金 

　
　
６
２，
４
２
４，
０
０
０
円 

▼
大
塔
村
一
般
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
４
５，
２
１
０，
０
９
６
円 

▼
大
塔
村
立
診
療
所
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
　
　
１
９
４，
１
８
７
円 

▼
大
塔
村
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
２，
８
９
８，
１
８
４
円 

▼
大
塔
村
老
人
保
健
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
９，
９
６
９，
７
８
６
円 

▼
大
塔
村
介
護
保
険
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
４，
９
６
９，
６
０
５
円 

▼
大
塔
村
准
公
営
企
業
簡
易
水
道

事
業
特
別
会
計 

　
実
質
収
支
額 

　
　
　
　
　
　
７
７
２，
４
０
７
円 

  

■  

人
　
事 

  ▼
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任 

   

辻
内
さ
え
子
氏
の
選
任
に
同
意 

 

（
任
期
＝
４
年
） 

▼
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命 

   

田
村
幸
子
委
員
の
再
任
に
同
意 

 

（
任
期
＝
４
年
） 

▼
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
の
選
任 

   

中
田
義
一
委
員
、
藤
本
彰
委
員
、

乾
利
昭
委
員
の
再
任
に
同
意 

 

（
任
期
＝
３
年
） 

▼
固
定
資
産
評
価
員
の
選
任 

   

小
藪
良
彦
氏
の
選
任
に
同
意 

 

（
任
期
＝
な
し
） 

▼
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
推
せ

ん
に
つ
き
意
見
を
求
め
る 

   

梅
山
晃
委
員
の
再
任
に
同
意 

 

（
任
期
＝
３
年
） 

  

■  

そ 

の 

他 
  ▼
財
産
（
旧
国
民
宿
舎
五
條
緑
水
苑
）

の
貸
付
け 
  

施
設
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
旧

国
民
宿
舎
五
條
緑
水
苑
を
㈱
ベ
ル

カ
デ
ィ
ア
に
貸
付
け
る
。 

▼
大
塔
総
合
案
内
セ
ン
タ
ー
に
係

る
指
定
管
理
者
の
指
定 

▼
大
塔
山
村
体
験
実
習
セ
ン
タ
ー

に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定 

▼
大
塔
水
車
施
設
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定 

▼
大
塔
ふ
れ
あ
い
交
流
館
に
係
る

指
定
管
理
者
の
指
定 

▼
大
塔
赤
谷
オ
ー
ト
・
キ
ャ
ン
プ

場
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定 

▼
大
塔
郷
土
館
に
係
る
指
定
管
理

者
の
指
定 

【
以
上
、
財
団
法
人
大
塔
ふ
る
里

セ
ン
タ
ー
を
指
定
管
理
者
と
す
る

６
施
設
】 

▼
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定 

　
社
会
福
祉
法
人
社
会
福
祉
協
議

会
を
指
定
管
理
者
と
す
る
。 

▼
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
の
変
更 

　
南
和
広
域
連
合
の
事
業
と
し
て

の
周
遊
観
光
促
進
事
業
と
市
の
中

学
校
大
規
模
改
造
事
業
の
追
加
等 

▼
工
事
請
負
契
約
の
締
結 

　（
仮
称
）市
営
上
之
島
住
宅
第
２

期
分
建
替
工
事
を
２
８
８，
４
３
５

千
円
で
契
約
す
る
。 

▼
南
和
広
域
連
合
規
約
の
変
更 

　
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く

障
害
程
度
区
分
認
定
審
査
会
の
設

置
及
び
運
営
に
関
す
る
事
務
等
を

南
和
広
域
連
合
で
行
う
。 

  

■  

報
　
告 

  ○
１７
年
度
文
化
体
育
振
興
公
社
の

決
算
及
び
事
業
の
報
告 

○
１８
年
度
土
地
開
発
公
社
の
事
業

計
画
、
予
算
及
び
資
金
計
画
の
報

告 ○
１８
年
度
大
塔
ふ
る
里
セ
ン
タ
ー

の
事
業
計
画
、
予
算
及
び
資
金
計

画
の
報
告 

  

■  

意 

見 

書 
  　

意
見
書
２
件
を
可
決
し
、
内
閣

総
理
大
臣
を
は
じ
め
関
係
大
臣
に

提
出 

・
抜
本
的
な
都
市
農
業
振
興
策
の

確
立
を
求
め
る
意
見
書 

・
道
路
特
定
財
源
の
見
直
し
に
関

す
る
意
見
書 

  ※
　
備
　
考 

　
１
　
条
例
等
議
案
の
名
称
は
簡  

　
　
略
に
し
て
い
ま
す
。 

 

（
例
）
五
條
市
国
民
保
護
協
議 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
会
条
例    

国
民
保
護
協

　
　
　
　
議
会
条
例 

　
　
　
　
平
成
１８
年
度  

１８
年
度 

　
２
　
予
算
・
決
算
は
、
会
計
名  

　   
の
み
記
載
し
て
い
ま
す
。 

議　会 

議決された議案

→
 

→
 

竹田義一収入役が退任 竹田義一収入役が退任 
　竹田義一収入役が、３月３１日付を持って退任されました。 
　竹田収入役は、五條市市長公室長を経て、平成１４年４月に
就任。長年にわたり五條市の発展にご尽力されました。 
　たいへんご苦労様でした。 
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議会 予算 

 
平成１８年度予算が成立 

 
平成１８年度予算が成立 

一般 
会計 
 
 

特別 
会計 
 
 

企業 
会計 

年度 
16 

17 

18 

16 

17 

18 

16 

17 

18

１５３億４，０００万円（ ２．０％減） 

１６６億６，６００万円（ ８．６％増） 

１９９億７，７００万円（１９．９％増） 

１０３億７，６８０万円（０．０％増） 

１０４億７，５０７万円（０．９％増） 

１３０億０，７１６万円（２４．２％増） 

　　　１２億７，５０１万円（１８．３％増） 

　　　１２億３，１０８万円（ ３．４％減） 

　　　１２億０，６２６万円（ ２．０％減） 

市税の状況　総額３４億２，３０２万円 

 

各会計別３か年の伸び率 

 　　　　 

地 方 交 付 税 

市 　 　 　 　 　 税  

市 　 　 　 　 　 債  

繰    入    金 

県  支  出  金 

国 庫 支 出 金 

交    付    金 

地 方 譲 与 税 

分担金および負担金 

使用料および手数料 

寄 　 　 附 　 　 金  

繰 　 　 越 　 　 金  

そ    の    他 

７０億９，０００万円 

３４億２，３０２万円 

３０億４，７８０万円 

１８億８，０００万円 

１０億６，１３８万円 

１０億４，８９８万円 

６億４，３１０万円 

４億７，６００万円 

３億６，６５３万円 

３億２，４９３万円 

２億３，６５２万円 

２億０，０００万円 

１億７，８７４万円 

予 備 費  

災 害 復 旧費  

商 工 費  

議 会 費  

農 林 業 費  

消 防 費  

教 育 費  

衛 生 費  

土 木 費  

総 務 費  

公 債 費  

民 生 費  

 

２，０００万円 

４８０万円 

１億６，９８１万円 

２億５，５８０万円 

９億５，３０７万円 

９億８，４５０万円 

１８億９，９３３万円 

２３億３，７３５万円 

２３億６，１８７万円 

２６億８，３０１万円 

３７億４，５７４万円 

４５億６，１７２万円 

 

歳　　入 歳　　出 

固定資産税 
１６億１，９７２万円 

市民税 
１３億６，２００万円 

市たばこ税 
２億１，０００万 

都市計画税 
１億４，５１１万円 

軽自動車税 
８，６１９万円 

市　税 市　税 

　
平
成
１８
年
第
１
回
市
議
会
定
例
会
で
、
平
成
１８
年
度
の
予

算
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

　
一
般
会
計
予
算
額
は
、
１
９
９
億
７
７
０
０
万
円
で
、
市

町
村
合
併
等
の
理
由
に
よ
り
昨
年
度
当
初
予
算
と
比
較
し
て
、

１
９．
９
％
の
増
額
で
す
が
、
旧
２
村
も
含
め
た
１７
年
度
の
現

計
予
算
と
比
較
す
る
と
実
質
１
４．
３
％
の
減
額
と
な
り
ま
す
。 

　
本
予
算
は
、
長
引
く
景
気
の
低
迷
や
三
位
一
体
の
改
革
に

よ
る
国
庫
補
助
負
担
金
の
改
革
・
地
方
交
付
税
の
削
減
な
ど

に
よ
り
従
来
に
も
増
し
て
極
め
て
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
お

り
、
人
件
費
の
削
減
や
普
通
建
設
事
業
費
の
抑
制
な
ど
に
努

め
て
い
ま
す
。 

 

一
般
会
計
の
主
な
お
金
の
使
い
み
ち 

 

〈
民
生
費
〉 

 

・
社
会
福
祉
費 

 

・
老
人
福
祉
費 

 

・
福
祉
医
療
費 

 

・
複
合
施
設
建
設
事
業
費 

 

・
児
童
手
当
等
給
付
費 

 

・
児
童
福
祉
施
設
費 

 

・
生
活
保
護
費 

 

・
国
民
健
康
保
険
、
老
人
保
健
、
介
護
保
険
　
特
別
会
計
繰

出
金
な
ど 

 

〈
衛
生
費
〉 

 

・
診
療
所
費 

 

・
火
葬
場
建
設
事
業
費 

 

・
塵
芥
処
理
費 

 

・
し
尿
処
理
費 

 

・
簡
易
水
道
特
別
会
計
繰
出
金
な
ど 

 

〈
農
林
業
費
〉 

 

・
農
業
振
興
費 

 

・
農
地
費 

 

・
林
業
整
備
費 

 

・
地
籍
調
査
費
な
ど 

 

〈
土
木
費
〉 

 

・
道
路
新
設
改
良
事
業
費 

 

・
辺
地
対
策
道
路
整
備
事
業
費 

 

・
過
疎
対
策
道
路
整
備
事
業
費 

 

・
地
方
特
定
道
路
整
備
事
業
費 

 

・
街
な
み
環
境
整
備
事
業
費 

 

・
五
條
中
央
公
園
建
設
事
業
費 

 

・
公
営
住
宅
建
設
事
業
費 

 

・
下
水
道
事
業
特
別
会
計
繰
出
金
な
ど 

 

〈
消
防
費
〉 

 

・
消
防
庁
舎
建
設
事
業
費 

 

・
耐
震
性
貯
水
槽
新
設
事
業
費
な
ど 

 

〈
教
育
費
〉 

 

・
教
育
振
興
費 

 

・
北
宇
智
小
学
校
大
規
模
改
造
事
業
費 

 

・
外
国
青
年
招
致
事
業
費 

 

・
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
費
な
ど 

 　五條市の会計は、中心となる一般会計のほか、
８特別会計（国民健康保険や下水道など）と地
方公営企業法にもとづく　企業会計（水道事業）
があります。 

一  般  会  計 

特  別  会  計  合  計 

　国民健康保険特別会計 

　簡易水道特別会計  

　老人保健特別会計  

　下水道事業特別会計 

　墓地事業特別会計  

　介護保険特別会計  

　大塔診療所特別会計 

　農業集落排水事業特別会計 

水 道 事 業 会 計   

１９９億７，７００万円 

１３０億０，７１６万円 

３９億５，０００万円 

５億７，４１０万円 

４０億８，２６０万円 

１６億２，７３０万円 

２１５万円 

２７億１，２１０万円 

５，６６１万円 

２３０万円 

１２億０，６２６万円 

（前年度比９．３％増） （　）内は前年度比 

 
一般会計         億              万円 199 7,700
 
一般会計         億              万円 199 7,700
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議会 予算 

 
平成１８年度予算が成立 

 
平成１８年度予算が成立 

一般 
会計 
 
 

特別 
会計 
 
 

企業 
会計 

年度 
16 

17 

18 

16 

17 

18 

16 

17 

18

１５３億４，０００万円（ ２．０％減） 

１６６億６，６００万円（ ８．６％増） 

１９９億７，７００万円（１９．９％増） 

１０３億７，６８０万円（０．０％増） 

１０４億７，５０７万円（０．９％増） 

１３０億０，７１６万円（２４．２％増） 

　　　１２億７，５０１万円（１８．３％増） 

　　　１２億３，１０８万円（ ３．４％減） 

　　　１２億０，６２６万円（ ２．０％減） 

市税の状況　総額３４億２，３０２万円 

 

各会計別３か年の伸び率 

 　　　　 

地 方 交 付 税 

市 　 　 　 　 　 税  

市 　 　 　 　 　 債  

繰    入    金 

県  支  出  金 

国 庫 支 出 金 

交    付    金 

地 方 譲 与 税 

分担金および負担金 

使用料および手数料 

寄 　 　 附 　 　 金  

繰 　 　 越 　 　 金  

そ    の    他 

７０億９，０００万円 

３４億２，３０２万円 

３０億４，７８０万円 

１８億８，０００万円 

１０億６，１３８万円 

１０億４，８９８万円 

６億４，３１０万円 

４億７，６００万円 

３億６，６５３万円 

３億２，４９３万円 

２億３，６５２万円 

２億０，０００万円 

１億７，８７４万円 

予 備 費  

災 害 復 旧費  

商 工 費  

議 会 費  

農 林 業 費  

消 防 費  

教 育 費  

衛 生 費  

土 木 費  

総 務 費  

公 債 費  

民 生 費  

 

２，０００万円 

４８０万円 

１億６，９８１万円 

２億５，５８０万円 

９億５，３０７万円 

９億８，４５０万円 

１８億９，９３３万円 

２３億３，７３５万円 

２３億６，１８７万円 

２６億８，３０１万円 

３７億４，５７４万円 

４５億６，１７２万円 

 

歳　　入 歳　　出 

固定資産税 
１６億１，９７２万円 

市民税 
１３億６，２００万円 

市たばこ税 
２億１，０００万 

都市計画税 
１億４，５１１万円 

軽自動車税 
８，６１９万円 

市　税 市　税 

　
平
成
１８
年
第
１
回
市
議
会
定
例
会
で
、
平
成
１８
年
度
の
予

算
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

　
一
般
会
計
予
算
額
は
、
１
９
９
億
７
７
０
０
万
円
で
、
市

町
村
合
併
等
の
理
由
に
よ
り
昨
年
度
当
初
予
算
と
比
較
し
て
、

１
９．
９
％
の
増
額
で
す
が
、
旧
２
村
も
含
め
た
１７
年
度
の
現

計
予
算
と
比
較
す
る
と
実
質
１
４．
３
％
の
減
額
と
な
り
ま
す
。 

　
本
予
算
は
、
長
引
く
景
気
の
低
迷
や
三
位
一
体
の
改
革
に

よ
る
国
庫
補
助
負
担
金
の
改
革
・
地
方
交
付
税
の
削
減
な
ど

に
よ
り
従
来
に
も
増
し
て
極
め
て
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
お

り
、
人
件
費
の
削
減
や
普
通
建
設
事
業
費
の
抑
制
な
ど
に
努

め
て
い
ま
す
。 

 

一
般
会
計
の
主
な
お
金
の
使
い
み
ち 

 

〈
民
生
費
〉 

 

・
社
会
福
祉
費 

 

・
老
人
福
祉
費 

 

・
福
祉
医
療
費 

 

・
複
合
施
設
建
設
事
業
費 

 

・
児
童
手
当
等
給
付
費 

 

・
児
童
福
祉
施
設
費 

 

・
生
活
保
護
費 

 

・
国
民
健
康
保
険
、
老
人
保
健
、
介
護
保
険
　
特
別
会
計
繰

出
金
な
ど 

 

〈
衛
生
費
〉 

 

・
診
療
所
費 

 

・
火
葬
場
建
設
事
業
費 

 

・
塵
芥
処
理
費 

 

・
し
尿
処
理
費 

 

・
簡
易
水
道
特
別
会
計
繰
出
金
な
ど 

 

〈
農
林
業
費
〉 

 

・
農
業
振
興
費 

 

・
農
地
費 

 

・
林
業
整
備
費 

 

・
地
籍
調
査
費
な
ど 

 

〈
土
木
費
〉 

 

・
道
路
新
設
改
良
事
業
費 

 

・
辺
地
対
策
道
路
整
備
事
業
費 

 

・
過
疎
対
策
道
路
整
備
事
業
費 

 

・
地
方
特
定
道
路
整
備
事
業
費 

 

・
街
な
み
環
境
整
備
事
業
費 

 

・
五
條
中
央
公
園
建
設
事
業
費 

 

・
公
営
住
宅
建
設
事
業
費 

 

・
下
水
道
事
業
特
別
会
計
繰
出
金
な
ど 

 

〈
消
防
費
〉 

 

・
消
防
庁
舎
建
設
事
業
費 

 

・
耐
震
性
貯
水
槽
新
設
事
業
費
な
ど 

 

〈
教
育
費
〉 

 

・
教
育
振
興
費 

 

・
北
宇
智
小
学
校
大
規
模
改
造
事
業
費 

 

・
外
国
青
年
招
致
事
業
費 

 

・
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
費
な
ど 

 　五條市の会計は、中心となる一般会計のほか、
８特別会計（国民健康保険や下水道など）と地
方公営企業法にもとづく　企業会計（水道事業）
があります。 

一  般  会  計 

特  別  会  計  合  計 

　国民健康保険特別会計 

　簡易水道特別会計  

　老人保健特別会計  

　下水道事業特別会計 

　墓地事業特別会計  

　介護保険特別会計  

　大塔診療所特別会計 

　農業集落排水事業特別会計 

水 道 事 業 会 計   

１９９億７，７００万円 

１３０億０，７１６万円 

３９億５，０００万円 

５億７，４１０万円 

４０億８，２６０万円 

１６億２，７３０万円 

２１５万円 

２７億１，２１０万円 

５，６６１万円 

２３０万円 

１２億０，６２６万円 

（前年度比９．３％増） （　）内は前年度比 

 
一般会計         億              万円 199 7,700
 
一般会計         億              万円 199 7,700
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消防トピックス 消防トピックス 消防トピックス 消防トピックス 

消防トピックス 

品目横断的経営安定対策について 

支援の対象 

周辺農作物への農薬飛散防止について 

今月は皆さんに僕が日本に暮らして以来、最も面白くてスリリングだった体験を
お話ししましょう。西大寺会陽はだか祭りです。これは岡山県西大寺の境内で毎年
行われるお祭りで、奈良県のＡＬＴ（外国語指導助手）の間では、長年にわたり数々
の面白い話が伝わっています。二月に僕は連続４回目の参加を果たしました。今年
は凍りつくような寒さと目のまわりにできたあざのため、特別に忘れがたいものに
なりました。 
今年僕たちの一行は１１人の参加者と１２人の見物者からなり、僕の過去４回の中で

も最大規模のものでした。僕を含め４人は経験者なので先に待ち受けている恐怖に
ついてはわかっているのですが、７人はまったく知らぬが仏でした。岡山まで電車
でたっぷり２時間半以上かかりましたが、この時間を僕たちベテランは新米を怖が
らせるのに使いました。もちろんこのからかいはすべて善意からのもので、新米の
人に心準備をしてもらうためなのです。 
岡山駅に着くとすぐ、僕たちはホテルにチェックインし、酒に酔うことで後に控
えている苦痛を少しでも減らせるようにと居酒屋に向かいます。午後８時、参加者
のバスは岡山駅を後にして西大寺に向かいます。バスの中は、これまでＡＬＴ仲間
が言い伝えている通り荒々しい祭り気分に満たされ、そのうち「ワッショイ、ワッ
ショイ。」のかけ声がおこります。ついに僕たちは、見物客の大群衆と花火が待ち受
けるお寺の近くに到着します。そして青い大きな更衣テントに入って行きます。そ
こにはふんどしに着替えるという、その夜一番目の苦痛が待ち受けているのです。
ふんどしを着けたことがある人には、今更改めてその気持ち悪さを言う必要はない
と思いますが、経験のない人はボア・コンストリクター（大蛇の一種）がとぐろを
巻き、下半身の大事なところを締め付けて動かないようにしている図を想像してみ
てください。 
　僕たちＡＬＴ仲間は、裸でふるえながらテントから出てきます。でも何千人もの
見物人たちの声援に励まされ、気持ちが高まってきます。そこから伝統にのっとっ
た儀式が始まります。まず観音さまの像が建っている大きなプールを走って身を清め、
お寺の回りを二周走り、時間になると本堂に向かってダッシュします。そして本堂
の下で、少しでも有利な場所を取ろうと、３時間近くふんどしを着けた男たちがお
しあいへしあい、とっくみあいするのです。そしていよいよ午前０時になった瞬間、
お坊さんたちによって「宝木」（しんぎ）と呼ばれる棒の束が投げ入れられます。宝
木を手に入れた人は、その年の幸運と繁栄が約束されるのです。 
この争奪戦の大混乱の中で僕は目に
あざができ、首を絞められました。僕
の仲間たちはさらにひどくパンチを食
らったり、けられたり、引っかかれた
りしました。お寺を取り囲む見物人た
ちには、僕たちはきっと蒸気を出し理
由もなくうごめく、何千もの腕を持つ
一匹の巨大な怪物に見えたことでしょう。
結局僕たちはぶたれ、打ちのめされ、宝木なしで、お寺を後にしました。でも僕た
ち仲間の誇りは、決して奪われることはありませんでした。いつの日か、自分の孫
たちに、信じられないほどすごい話を、語ることができるだろうという喜びとともに。 
 
＊この記事は、ＡＬＴの書いた英文を訳したものです。 
英語版は中央公民館にあります。 

■問合先　五條市消防本部　☎２２－３３１０ 

■問合先　農林課農林係     （内線３９０） 

　皆さんのご家庭にある電話帳「テレパル５０」の最後のページから２ページ目に、救命のための応急手当の
方法を紹介しています。 

　平成１９年より国の制度である品目横断的経営安定対策がスタートし、農政が大きく変わります。 
　この政策は、米・麦・大豆等、作物ごとにすべての生産者を対象に補助されていた政策を抜本的に見直し、
対象を五條市が認めた認定農業者や、規約があるなど一定の条件を備えた集落の組織とし、収入の確保を支
援するものです。 

■問合先　近畿農政局奈良農政事務所農政推進課　☎０７４２・２３・１２８１ 

　食品衛生法の一部を改正する法律が５月から施行され、残留農薬基準等が厳しくなります。 
　農薬の使用にあたっては、周辺農作物に飛散しないように注意し、これまで以上に適正使用について心が
けてください。 

そばにいた人が突然倒れた！ 
呼びかけても返事がない！ 
こんな時１１９番をダイヤルし、救急車が到着するまでの間に、電話からの説明と合
わせて、テレパル５０を開いて応急手当を行ってください。 
普段から救命のページに目を通し、応急手当の方法を確認してください。すぐに開
くことができるように、見出しを付けておくのもいいかもしれませんね。 

電話帳をご覧ください 
 救命のためのアドバイスを掲載 

 ○風の強さや向きに注意            ○必要最低限の量と区域で使用  

 ○散布の方向や位置に注意         ○液剤の粒子を細かくしすぎない 

 ○散布圧力を上げすぎない　　　○タンクやホースはきれいに洗浄 

これまでの制度 品目横断的経営安定対策 
支援対象             　  経営規模要件  

認定農業者 
 

一定の条件を備え 
ている集落営農 

原則 ４ ｈａ以上 
 
原則２０ｈａ以上 

対象対象を限定限定 対象を限定 対象作物を生産 
している全農家 

一定の条件とは以下の５要件です 
 ①農用地の利用集積目標を定める 
 ②規約を作成されている 
 ③経理が一元化されている 
 ④主たる従事者の所得目標を定める 
 ⑤農業生産法人化の計画を定める 

経営規模の要件については、地域の状
況等に応じた特例（要件緩和）が適用
される場合があります。 

｛ 

本 

11 10

ALT

こんにちは 
ルーカス・クラークソン 
外国語指導助手（ＡＬＴ） 
                                 です 
 

西大寺裸祭り 

国際交流 
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Life
memo on a Gojo life

　五條市役所（本庁）　�22-4001（代）　　　西吉野支所　�33-0301（代）　　　大塔支所　�36-0311（代）　　　 本 西 大 

条例の主な内容 

 
  『ポイ捨て禁止に関する条例』を制定しました。　 
 
 
　本市では、五條市たばこの吸い殻および空き缶等のポイ捨て禁止に関する条例を平成１８年４月１日より施行
しました。この条例はまちや河川を美しくするため、また住んで良かったと思えるまちづくりのため市民・事業
者・公共の場所の管理者の協力が不可欠です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■問合先　生活環境課     （内線３９１、３８８） 
 
 

   京奈和自動車道五條道路の一部区間（五條北ＩＣ～五條ＩＣ）が 

 　4月22日開通します。 

 

　五條市では、平成１７年度に引き続き今年度も浄化槽設置整備事業を実施します。これは、合併処理浄化槽（台
所やふろの雑排水をトイレの排水と併せて処理できる浄化槽のこと。以下［浄化槽］という。）の計画的な整備を
図り、河川等の水質汚濁の主な原因である生活排水を処理することにより公共用水域の水質保全、公衆衛生の向上
および文化的な生活の実現に寄与するため、下水道事業認可区域外において、浄化槽を設置しようとする人に対し
て、国庫補助事業である浄化槽設置整備事業に則り、予算の範囲内において、五條市が補助金を交付する事業です。 
 
 
①補助の対象となる区域  
　下水道事業認可区域以外の地域が対象です。 

②補助の対象者 
　専用住宅（居宅または延床面積の１／２以上が居宅）に１０人槽以下の浄化槽を設置しようとする人。 

③補助金額 
　補助金額については、国（環境省）から内示がありしだい、広報五條５月号に掲載します。詳細については、生
活環境課へ問い合わせてください。 
※浄化槽の大きさは、建物の大きさにより建築基準法で定められています。 
　詳しくは、五條土木事務所・建築指導課へ確認してください。 
 　・延床面積１３０㎡未満（５人槽） 
 　・延床面積１３０㎡以上（７人槽） 
　 ・二世帯住宅（１０人槽） 

④申請書類の配布と受付 
　申請書類は、設置者（本人または家族）が生活環境課・西吉野支所（厚生課）・大塔支所（住民厚生課）窓口まで
受け取りに来てください。その際に、補助を受けた人に守っていただきたいことや、本事業に関する説明を行いま
す。なお、配布した交付申請書の提出をもって正式な受け付けとなりますのでご注意ください。 申請期間は４月
～１１月（先着順）です。 

⑤維持管理    
　合併処理浄化槽を設置した家庭からの排水は、設置していない家庭からの排水に比べ、８倍も水質の浄化が行わ
れています。ただし、浄化槽はバクテリアを使って汚水を処理する施設ですから、この優れた機能を維持するには、
微生物に酸素を供給するばっき装置等は休みなく運転させることが不可欠です。このため浄化槽法で次のような義
務が課せられています。 
  ・保守点検　　４か月に１回（機器、装置の点検補修、運転状況のチェック等） 
  ・清　　掃　　年１回（槽内にたまった汚泥等の抜き取りと清掃） 
  ・定期検査　　年１回（奈良県知事が指定した検査機関が行う水質検査）  
  
これらの義務を果たさず、悪臭・騒音等が続く場合は奈良県（保健所）より使用停止命令が出されたり、罰金が課
せられることがあります。 
 
 
■問合先　生活環境課        （内線３９１・３８８） 
 　　　　　厚生課             （内線１７） 
 　　　　　住民厚生課       （内線２１） 
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本 

西 
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４月１日施行 

　まちや河川を美しく  

○ポイ捨て禁止対象物 

○禁 止 行 為 

○市　　　　　　　は 

○ 市 民 の 皆 さ ん は  

○事業者の皆さんは  

○公共の場所の管理者は 

○罰 則 規 定 は 

・・・  

・・・  

・・・  

・・・  

・・・  

・・・  

・・・  

空き缶、たばこの吸い殻、瓶、ペットボトル、トレイ、チューイン

ガムのかみかす、紙くず、ビニール袋等 

たばこの吸い殻、空き缶等のポイ捨て禁止 

ペット(犬、猫等)のふんの放置禁止 

環境美化に関する施策の積極的な推進、その意識の啓発および自主

的活動の促進。 

屋外でのたばこの吸い殻、空き缶、ペットのふんは自宅に持ち帰る

か、ゴミ箱に捨てる等自らの責任において適正に処理してください。 

事業活動によるポイ捨て防止について、環境美化推進の啓発、また

適正な回収活動を実施してください。 

市民、事業者の美化活動に協力し、その管理地を常に清潔に保って

ください。 

①必要がある場合、市が立ち入り、調査、指導します。 

②条例に違反する者に文書による｢勧告｣を行います。これに従わな 

　い場合は、文書による｢命令｣を行います。さらにその｢命令｣に従

　わないときは、氏名、住所、違反の事実を｢公表｣します。 

きれいなまちづくりは、市民の皆さんひとりひとりが、ゴミを捨てないことからはじまります。 

 ポイ捨てを無くし、協力しあい環境美化を推進しましょう！！ 

■問合先  都市計画課幹線道路係（内線３４２） 

・事業の経過 
 　昭和４８年　　　五條バイパス事業化 
 　昭和６３年　　　五條バイパス用地着手 
 　平成２年　　　　五條バイパス工事着手 
 　平成３年　　　 京奈和自動車道五條道路として事業化 
 　　　　　　　　五條道路としての用地・工事着手 
 　平成１８年４月　　五條道路一部区間供用開始 

　国道２４号の渋滞緩和や安全確保からも念願の京奈和自動車道五條道路の
一部が暫定２車線で、４月２２日（土）午後４時に開通します。 
　今回開通する区間は、五條北ＩＣ～五條ＩＣまでの約４.５ｋｍ。 
　五條ＩＣから橋本東ＩＣまでの区間についても、工事が完了しだい開通
する予定です。 
　開通に伴って、交通が分散され国道 
２４号の交通渋滞の緩和や、沿道環境の
改善が図られることが期待されます。 
　なお、市道京奈和側道線についても３
月３１日（金）に残り区間が開通し、全線
通行可能となりました。 
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条例の主な内容 

 
  『ポイ捨て禁止に関する条例』を制定しました。　 
 
 
　本市では、五條市たばこの吸い殻および空き缶等のポイ捨て禁止に関する条例を平成１８年４月１日より施行
しました。この条例はまちや河川を美しくするため、また住んで良かったと思えるまちづくりのため市民・事業
者・公共の場所の管理者の協力が不可欠です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■問合先　生活環境課     （内線３９１、３８８） 
 
 

   京奈和自動車道五條道路の一部区間（五條北ＩＣ～五條ＩＣ）が 

 　4月22日開通します。 

 

　五條市では、平成１７年度に引き続き今年度も浄化槽設置整備事業を実施します。これは、合併処理浄化槽（台
所やふろの雑排水をトイレの排水と併せて処理できる浄化槽のこと。以下［浄化槽］という。）の計画的な整備を
図り、河川等の水質汚濁の主な原因である生活排水を処理することにより公共用水域の水質保全、公衆衛生の向上
および文化的な生活の実現に寄与するため、下水道事業認可区域外において、浄化槽を設置しようとする人に対し
て、国庫補助事業である浄化槽設置整備事業に則り、予算の範囲内において、五條市が補助金を交付する事業です。 
 
 
①補助の対象となる区域  
　下水道事業認可区域以外の地域が対象です。 

②補助の対象者 
　専用住宅（居宅または延床面積の１／２以上が居宅）に１０人槽以下の浄化槽を設置しようとする人。 

③補助金額 
　補助金額については、国（環境省）から内示がありしだい、広報五條５月号に掲載します。詳細については、生
活環境課へ問い合わせてください。 
※浄化槽の大きさは、建物の大きさにより建築基準法で定められています。 
　詳しくは、五條土木事務所・建築指導課へ確認してください。 
 　・延床面積１３０㎡未満（５人槽） 
 　・延床面積１３０㎡以上（７人槽） 
　 ・二世帯住宅（１０人槽） 

④申請書類の配布と受付 
　申請書類は、設置者（本人または家族）が生活環境課・西吉野支所（厚生課）・大塔支所（住民厚生課）窓口まで
受け取りに来てください。その際に、補助を受けた人に守っていただきたいことや、本事業に関する説明を行いま
す。なお、配布した交付申請書の提出をもって正式な受け付けとなりますのでご注意ください。 申請期間は４月
～１１月（先着順）です。 

⑤維持管理    
　合併処理浄化槽を設置した家庭からの排水は、設置していない家庭からの排水に比べ、８倍も水質の浄化が行わ
れています。ただし、浄化槽はバクテリアを使って汚水を処理する施設ですから、この優れた機能を維持するには、
微生物に酸素を供給するばっき装置等は休みなく運転させることが不可欠です。このため浄化槽法で次のような義
務が課せられています。 
  ・保守点検　　４か月に１回（機器、装置の点検補修、運転状況のチェック等） 
  ・清　　掃　　年１回（槽内にたまった汚泥等の抜き取りと清掃） 
  ・定期検査　　年１回（奈良県知事が指定した検査機関が行う水質検査）  
  
これらの義務を果たさず、悪臭・騒音等が続く場合は奈良県（保健所）より使用停止命令が出されたり、罰金が課
せられることがあります。 
 
 
■問合先　生活環境課        （内線３９１・３８８） 
 　　　　　厚生課             （内線１７） 
 　　　　　住民厚生課       （内線２１） 

 

 

本 

本 

西 

大 

４月１日施行 

　まちや河川を美しく  

○ポイ捨て禁止対象物 

○禁 止 行 為 

○市　　　　　　　は 

○ 市 民 の 皆 さ ん は  

○事業者の皆さんは  

○公共の場所の管理者は 

○罰 則 規 定 は 

・・・  

・・・  

・・・  

・・・  

・・・  

・・・  

・・・  

空き缶、たばこの吸い殻、瓶、ペットボトル、トレイ、チューイン

ガムのかみかす、紙くず、ビニール袋等 

たばこの吸い殻、空き缶等のポイ捨て禁止 

ペット(犬、猫等)のふんの放置禁止 

環境美化に関する施策の積極的な推進、その意識の啓発および自主

的活動の促進。 

屋外でのたばこの吸い殻、空き缶、ペットのふんは自宅に持ち帰る

か、ゴミ箱に捨てる等自らの責任において適正に処理してください。 

事業活動によるポイ捨て防止について、環境美化推進の啓発、また

適正な回収活動を実施してください。 

市民、事業者の美化活動に協力し、その管理地を常に清潔に保って

ください。 

①必要がある場合、市が立ち入り、調査、指導します。 

②条例に違反する者に文書による｢勧告｣を行います。これに従わな 

　い場合は、文書による｢命令｣を行います。さらにその｢命令｣に従

　わないときは、氏名、住所、違反の事実を｢公表｣します。 

きれいなまちづくりは、市民の皆さんひとりひとりが、ゴミを捨てないことからはじまります。 

 ポイ捨てを無くし、協力しあい環境美化を推進しましょう！！ 

■問合先  都市計画課幹線道路係（内線３４２） 

・事業の経過 
 　昭和４８年　　　五條バイパス事業化 
 　昭和６３年　　　五條バイパス用地着手 
 　平成２年　　　　五條バイパス工事着手 
 　平成３年　　　 京奈和自動車道五條道路として事業化 
 　　　　　　　　五條道路としての用地・工事着手 
 　平成１８年４月　　五條道路一部区間供用開始 

　国道２４号の渋滞緩和や安全確保からも念願の京奈和自動車道五條道路の
一部が暫定２車線で、４月２２日（土）午後４時に開通します。 
　今回開通する区間は、五條北ＩＣ～五條ＩＣまでの約４.５ｋｍ。 
　五條ＩＣから橋本東ＩＣまでの区間についても、工事が完了しだい開通
する予定です。 
　開通に伴って、交通が分散され国道 
２４号の交通渋滞の緩和や、沿道環境の
改善が図られることが期待されます。 
　なお、市道京奈和側道線についても３
月３１日（金）に残り区間が開通し、全線
通行可能となりました。 
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店　名 所在地  電話番号  店　名 所在地  電話番号  

店　名 所在地  電話番号  店　名 所在地  電話番号     きれいな水　さわやかなくらし 
   下水道 
 

○公共下水道のご利用を 
　五條市では、昭和６０年度から公共下水道事業に取り組み、すでに約４，０００戸の家庭で下水道が使用されていま
す。清潔で快適な生活をすごし、美しい自然環境を残すためにも、下水道を使用できる地域の皆さんは、一日も
早く水洗化の工事をお願いします。（下水道を使用できる地域では、３年以内に水洗化の工事が義務づけられて
います。） 
  
○公共下水道工事にご協力ください 
 　五條市では、公共下水道の使用できる地域を拡大するために、毎年整備工事を実施していますのでご理解とご
協力をお願いします。 
 

 

 

○公共下水道供用開始区域について 
   　供用を開始するのは、次の地域です。くわしい区域については、後日該当する自治会の回覧でお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

○排水設備工事は指定工事店で 
   　台所、ふろ、トイレなどの汚水排水を公共下水道に接続する排水設備の工事は、五條市の指定工事店でない
とできません。 
 　また、下水道開始までの手続きも代行してくれますので、必ず工事は、指定工事店に依頼してください。 
 　ただし、排水設備業者が“下水道に接続しませんか”と排水設備の工事を電話や訪問で勧誘するのはあくま
で業者の営業行為で、五條市が指示したものではありません。したがって、“市から言われて来ました”などと
工事を勧める業者には注意してください。工事に当たっては、数業者に相談し、見積もりを取るのが安心です。 

■問合先　下水道課管理係     （内線３９５） 
■五條市指定工事店 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　 
 
 
 
 
 
 
　快適な生活環境づくりのため、恒例の市街地の下水路泥上げを次のとおり行いますので、ご協力お願いします。 
■実施日　５月２１日（日）午前８時配車（小雨決行＝予備日なし） 
■配車場所・業者名（電話番号） 
▼本町１・２丁目＝㈱南城工務店（☎２２・４４２５）　▼本町３丁目・有家住宅＝窪建設（☎２３・０１９４）　▼五條１・２丁目＝㈱松原建設（☎
２２・３４４１）　▼新町１・２丁目＝㈱神田建設（☎２２・２０５７）　▼新町３丁目・下之町＝㈱　利建設（☎２２・５１５１）　▼二見ＪＲ線より
北側＝逢坂建設（☎２４・２３２８）、誠陽建設㈱（☎２２・２３２８）　▼二見２・３・５丁目＝㈱竹本工務店（☎２３・０４６０）、 ㈱松井組（☎２２・３
７６０）　▼二見１・４丁目＝内原工務店（☎２２・３５３３）、㈱田原建設（☎２２・３５９１）　▼須恵１・２・３丁目＝㈱中多組（☎２２・０３４８）、㈱
寺本興産（☎２２・３０１５）　▼岡口１・２丁目＝㈱福嶋工務店（☎２２・３２３８）、竹本建設（☎２２・３８７２）▼南岡＝向陽建設（☎２３・１４４３）
　▼今井１・２丁目＝㈱松竹組（☎２５・０７８２）　▼今井３・４・５丁目＝㈱高崎組（☎２５・３５６６）、新城組（☎２２・２５６１）　▼野原西・野
原中３丁目＝㈱アパス（☎２３・５３００）、堀口組（☎２２・４３８８）　▼野原中＝松本組（☎２２・０１７８）　▼本部＝大池建設（☎２３・２７８１）、
秋本建設㈱（☎２４・３３３３）、喜多建設㈱（☎２２・３６１４）、㈱湊本工務店（☎２２・４７５４）、㈱寺本組（☎２２・２５２１） 
 
■その他　泥上げ積み込み作業については、各自治会の皆さんでお願いします。なお、当日、家庭内ゴミ等は出
さないでください。 
■問合先　下水道課計画係     （内線３３７） 
 

本 本 

本 

本 

 
   市街地一斉泥上げ 

  住川町、下之町、今井１・３・４丁目，新町１丁目    
 

着工区間 

供用開始区域 

二見１・５・７丁目の一部、新町１丁目の一部、下之町の一部、釜窪町の一部、今井１・４丁目の一部、  
五條３・４丁目の一部、岡口１丁目の一部、住川町の一部                                           
                                                                         
 美しい自然を残すためにも、下水道を使用できる区域のご家庭は、一日も早く水洗化の工事をお願いします。 

 4月は 
 　軽自動車税（全期） 
 　　　　　　　の納期です 
＊納期限については、納付書で確認してください。 
　市役所本・支所担当窓口、取扱金融機関および郵便
局で納付してください。 
　納税は便利で確実な口座振替（自動払込）をご利用
ください。 
■問合先 　税務課徴収係　　（内線２５９、２６０） 

 
　毎週土曜日　午後１０時１０分～１０時２７分 
　毎週日曜日　午前１０時５５分～１１時１２分（再放送） 
　（４月より放送時間が変更になっています。） 
  
■問合先　秘書課広報係　　（内線３５１） 
 

吉岡設備 
大和管工設備 
(有)藪内ポンプ店 
小笠原工業(株) 
(株)天龍興業 
堤ポンプ店 
窪水道工業(株) 
前川設備 
(株)田原建設 
栄林工務店 
富屋水道工業所 
誠陽建設(株) 
島村商事 
五條ガス器具センター 
近重工業 
喜多建設(株) 
森本商店 
(株)神田建設 
 

新宅水道工業所 
二見水道工業所 
辰己設備工業 
(有)西本設備 
(株)竹本工務店 
花岡住設 
樫内水道工業所 
五條市環境整備協同組合 
(株)松原建設 
千代土木工業(株) 
藤原建設 
(株)中多組 
(株)椋本工務店 
住川設備工業所 
高代建設 
竹本建設 
吉田興業 
ヤマトクリーン設備工業 
 

２２・４８０１ 
２３・１３５６ 
２２・３３３３ 
２２・４１６５ 
２５・３５３５ 
２２・２０８５ 
２２・６８３８ 
２５・３９５５ 
２２・３５９１ 
２２・１５６２ 
２４・２７６９ 
２２・２３２８ 
２２・０３４６ 
２３・２６５８ 
２４・４９２６ 
２２・３６１４ 
２２・２２４３ 
２２・２０５７ 

２２・３１８６ 
２２・４４１２ 
２５・０２０２ 
２４・３０３９ 
２３・０４６０ 
２３・００８２ 
２２・１６６１ 
２５・０４７８ 
２２・３４４１ 
２５・２１２１ 
２３・０５８４ 
２２・０３４８ 
２４・２５６８ 
２２・０２４１ 
２３・２５０４ 
２２・３８７２ 
２５・２５７８ 
２５・０４０４ 

五條市釜窪町１３８２－１ 
五條市本町１丁目７－９ 
五條市二見２丁目１－１７ 
五條市須恵３丁目３－１１ 
五條市今井４丁目５－２２ 
五條市五條１丁目６－１７ 
五條市釜窪町３７－１ 
五條市二見２丁目８－２１ 
五條市二見１丁目１－４ 
五條市新町３丁目７－２０ 
五條市野原西１丁目４－４１ 
五條市二見３丁目９－１４ 
五條市二見１丁目１１－１５ 
五條市今井３丁目６－４８ 
五條市釜窪町４２２－３ 
五條市今井２丁目８－２５ 
五條市本町３丁目４－２ 
五條市新町１丁目１０－４ 
 

五條市本町３丁目５－２５ 
五條市二見２丁目７－２３ 
五條市野原中４丁目６－２ 
五條市今井町１５６２－３ 
五條市今井４丁目１－１ 
五條市五條４丁目６－３１ 
五條市釜窪町６１－２ 
五條市二見５丁目１２３３－２ 
五條市五條３丁目３－３６ 
五條市野原東５丁目８－５ 
五條市住川町１２６４ 
五條市五條４丁目４－２６ 
五條市岡町２３９２ 
五條市野原西４丁目１５－８ 
五條市新町２丁目２－１１ 
五條市今井２丁目８－１０ 
五條市須恵３丁目１－５８ 
五條市大沢町１２０８－１ 
 

伊谷建設 
永和住宅設備 
富水道工業所 
米田組 
(有)太陽設備工業所 
井上建材店 
大和水道工業 
(株)松竹組 
吉岡ホームサービス 
(株)山本組 
栄林設備 
(株)五伸 
西吉野建設(株) 
(株)タカトリ燃料住設 
仲山建設 
(株)森岡組 
堤ポンプ・堤公三 
長原建設 
高井設備商会 
田嶋管工 
(株)マエダ 
 

(株)オクシン 
新世紀建工(株) 
共栄工業(株) 
池上住宅設備 
川嶋設備 
中西設備 
(株)上野設備 
辻本住宅設備機器専門店 
宮地工業 
松田産業(株) 
タカ設備工業 
(株)オーテック 
金剛住設興業 
大和川ホーム技研 
美水設備 
竹田設備工業 
(株)秋本建設 
中田住宅設備 
(有)中上建設 
(株)博電工業 
アイビー・ホーム 
 

２２・２７３７ 
０７４５・２３・３１１０ 
０７４５・５２・０１１０ 
２２・７５７１ 
０７４２・６２・１２４５ 
２４・３５５５ 
０７４５・６９・７８４６ 
２５・０７８２ 
３４・０６３５ 
２２・４３７１ 
２３・５１６７ 
２２・５６５３ 
３３・０２４６ 
０７４４・５２・２２４５ 
２３・１８５９ 
２３・５１１１ 
２２・３８０５ 
２２・３５２２ 
０７４５・２２・０８４９ 
２５・２３１９ 
０７４３・５６・５１０６ 

２４・００９０ 
０７４５・７７・４３４８ 
０７４５・５３・１５０１ 
０７４５・２３・１６０３ 
２５・０２７９ 
２２・４４９１ 
２４・３３０１ 
２２・２７５１ 
０７４５・２２・１０８２ 
２２・３２５６ 
２６・５５５７ 
３３・００１３ 
２２・８００１ 
０７４５・２２・６９６３ 
０７４５・２５・７７７２ 
０７４４・５２・２１０２ 
２４・３３３３ 
２２・８６５７ 
３３・０３１４ 
０７４４・２７・１４１９ 
２３・５１６４ 
 

五條市野原西５丁目８－１９ 
大和高田市大中１６１－５ 
大和高田市秋吉６８－４ 
五條市西阿田町８０９－１ 
奈良市西九条町３－６－１５ 
五條市野原西２丁目１０－２６ 
葛城市北花内５４６ 
五條市今井５丁目５－１７ 
五條市西吉野町赤松７０２ 
五條市岡町１０２３－３ 
五條市五條４丁目４２７－３ 
五條市野原東５丁目３－２５ 
五條市西吉野町立川度７９ 
高市郡高取町森３７９－２ 
五條市田殿町５２５ 
五條市住川町９１－５ 
五條市下之町１００ 
五條市本町１丁目５－６ 
大和高田市大字土庫２３６－２ 
五條市今井２丁目５－３０ 
大和郡山市額田部寺町１５－１ 
 

五條市木ノ原町２１５ 
香芝市下田西３丁目９－１６ 
大和高田市南今里町８－３０ 
大和高田市南今里町６－２２ 
五條市犬飼町１１９－１ 
五條市霊安寺町２１８９－３ 
五條市霊安寺町１８１８ 
五條市野原西２丁目１４－２５ 
大和高田市東中２丁目１４－１ 
五條市今井４丁目２－１１ 
五條市岡口１丁目９－５ 
五條市西吉野町立川度７７－１ 
五條市住川町１２６４ 
大和高田市南今里町６－２３ 
大和高田市西坊城４７４－３ 
高市郡高取町上土佐３８ 
五條市二見５丁目４－２ 
五條市田園２丁目３６－９ 
五條市西吉野町茄子原６６６－１ 
橿原市光陽町２７５ 
五條市霊安寺町２１４０ 

（左上に続く） 

 

　（合計７８社／４月１日現在） 
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Life



Life
memo on a Gojo life

　五條市役所（本庁）　�22-4001（代）　　　西吉野支所　�33-0301（代）　　　大塔支所　�36-0311（代）　　　 本 西 大 

店　名 所在地  電話番号  店　名 所在地  電話番号  

店　名 所在地  電話番号  店　名 所在地  電話番号     きれいな水　さわやかなくらし 
   下水道 
 

○公共下水道のご利用を 
　五條市では、昭和６０年度から公共下水道事業に取り組み、すでに約４，０００戸の家庭で下水道が使用されていま
す。清潔で快適な生活をすごし、美しい自然環境を残すためにも、下水道を使用できる地域の皆さんは、一日も
早く水洗化の工事をお願いします。（下水道を使用できる地域では、３年以内に水洗化の工事が義務づけられて
います。） 
  
○公共下水道工事にご協力ください 
 　五條市では、公共下水道の使用できる地域を拡大するために、毎年整備工事を実施していますのでご理解とご
協力をお願いします。 
 

 

 

○公共下水道供用開始区域について 
   　供用を開始するのは、次の地域です。くわしい区域については、後日該当する自治会の回覧でお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

○排水設備工事は指定工事店で 
   　台所、ふろ、トイレなどの汚水排水を公共下水道に接続する排水設備の工事は、五條市の指定工事店でない
とできません。 
 　また、下水道開始までの手続きも代行してくれますので、必ず工事は、指定工事店に依頼してください。 
 　ただし、排水設備業者が“下水道に接続しませんか”と排水設備の工事を電話や訪問で勧誘するのはあくま
で業者の営業行為で、五條市が指示したものではありません。したがって、“市から言われて来ました”などと
工事を勧める業者には注意してください。工事に当たっては、数業者に相談し、見積もりを取るのが安心です。 

■問合先　下水道課管理係     （内線３９５） 
■五條市指定工事店 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　 
 
 
 
 
 
 
　快適な生活環境づくりのため、恒例の市街地の下水路泥上げを次のとおり行いますので、ご協力お願いします。 
■実施日　５月２１日（日）午前８時配車（小雨決行＝予備日なし） 
■配車場所・業者名（電話番号） 
▼本町１・２丁目＝㈱南城工務店（☎２２・４４２５）　▼本町３丁目・有家住宅＝窪建設（☎２３・０１９４）　▼五條１・２丁目＝㈱松原建設（☎
２２・３４４１）　▼新町１・２丁目＝㈱神田建設（☎２２・２０５７）　▼新町３丁目・下之町＝㈱　利建設（☎２２・５１５１）　▼二見ＪＲ線より
北側＝逢坂建設（☎２４・２３２８）、誠陽建設㈱（☎２２・２３２８）　▼二見２・３・５丁目＝㈱竹本工務店（☎２３・０４６０）、 ㈱松井組（☎２２・３
７６０）　▼二見１・４丁目＝内原工務店（☎２２・３５３３）、㈱田原建設（☎２２・３５９１）　▼須恵１・２・３丁目＝㈱中多組（☎２２・０３４８）、㈱
寺本興産（☎２２・３０１５）　▼岡口１・２丁目＝㈱福嶋工務店（☎２２・３２３８）、竹本建設（☎２２・３８７２）▼南岡＝向陽建設（☎２３・１４４３）
　▼今井１・２丁目＝㈱松竹組（☎２５・０７８２）　▼今井３・４・５丁目＝㈱高崎組（☎２５・３５６６）、新城組（☎２２・２５６１）　▼野原西・野
原中３丁目＝㈱アパス（☎２３・５３００）、堀口組（☎２２・４３８８）　▼野原中＝松本組（☎２２・０１７８）　▼本部＝大池建設（☎２３・２７８１）、
秋本建設㈱（☎２４・３３３３）、喜多建設㈱（☎２２・３６１４）、㈱湊本工務店（☎２２・４７５４）、㈱寺本組（☎２２・２５２１） 
 
■その他　泥上げ積み込み作業については、各自治会の皆さんでお願いします。なお、当日、家庭内ゴミ等は出
さないでください。 
■問合先　下水道課計画係     （内線３３７） 
 

本 本 

本 

本 

 
   市街地一斉泥上げ 

  住川町、下之町、今井１・３・４丁目，新町１丁目    
 

着工区間 

供用開始区域 

二見１・５・７丁目の一部、新町１丁目の一部、下之町の一部、釜窪町の一部、今井１・４丁目の一部、  
五條３・４丁目の一部、岡口１丁目の一部、住川町の一部                                           
                                                                         
 美しい自然を残すためにも、下水道を使用できる区域のご家庭は、一日も早く水洗化の工事をお願いします。 

 4月は 
 　軽自動車税（全期） 
 　　　　　　　の納期です 
＊納期限については、納付書で確認してください。 
　市役所本・支所担当窓口、取扱金融機関および郵便
局で納付してください。 
　納税は便利で確実な口座振替（自動払込）をご利用
ください。 
■問合先 　税務課徴収係　　（内線２５９、２６０） 

 
　毎週土曜日　午後１０時１０分～１０時２７分 
　毎週日曜日　午前１０時５５分～１１時１２分（再放送） 
　（４月より放送時間が変更になっています。） 
  
■問合先　秘書課広報係　　（内線３５１） 
 

吉岡設備 
大和管工設備 
(有)藪内ポンプ店 
小笠原工業(株) 
(株)天龍興業 
堤ポンプ店 
窪水道工業(株) 
前川設備 
(株)田原建設 
栄林工務店 
富屋水道工業所 
誠陽建設(株) 
島村商事 
五條ガス器具センター 
近重工業 
喜多建設(株) 
森本商店 
(株)神田建設 
 

新宅水道工業所 
二見水道工業所 
辰己設備工業 
(有)西本設備 
(株)竹本工務店 
花岡住設 
樫内水道工業所 
五條市環境整備協同組合 
(株)松原建設 
千代土木工業(株) 
藤原建設 
(株)中多組 
(株)椋本工務店 
住川設備工業所 
高代建設 
竹本建設 
吉田興業 
ヤマトクリーン設備工業 
 

２２・４８０１ 
２３・１３５６ 
２２・３３３３ 
２２・４１６５ 
２５・３５３５ 
２２・２０８５ 
２２・６８３８ 
２５・３９５５ 
２２・３５９１ 
２２・１５６２ 
２４・２７６９ 
２２・２３２８ 
２２・０３４６ 
２３・２６５８ 
２４・４９２６ 
２２・３６１４ 
２２・２２４３ 
２２・２０５７ 

２２・３１８６ 
２２・４４１２ 
２５・０２０２ 
２４・３０３９ 
２３・０４６０ 
２３・００８２ 
２２・１６６１ 
２５・０４７８ 
２２・３４４１ 
２５・２１２１ 
２３・０５８４ 
２２・０３４８ 
２４・２５６８ 
２２・０２４１ 
２３・２５０４ 
２２・３８７２ 
２５・２５７８ 
２５・０４０４ 

五條市釜窪町１３８２－１ 
五條市本町１丁目７－９ 
五條市二見２丁目１－１７ 
五條市須恵３丁目３－１１ 
五條市今井４丁目５－２２ 
五條市五條１丁目６－１７ 
五條市釜窪町３７－１ 
五條市二見２丁目８－２１ 
五條市二見１丁目１－４ 
五條市新町３丁目７－２０ 
五條市野原西１丁目４－４１ 
五條市二見３丁目９－１４ 
五條市二見１丁目１１－１５ 
五條市今井３丁目６－４８ 
五條市釜窪町４２２－３ 
五條市今井２丁目８－２５ 
五條市本町３丁目４－２ 
五條市新町１丁目１０－４ 
 

五條市本町３丁目５－２５ 
五條市二見２丁目７－２３ 
五條市野原中４丁目６－２ 
五條市今井町１５６２－３ 
五條市今井４丁目１－１ 
五條市五條４丁目６－３１ 
五條市釜窪町６１－２ 
五條市二見５丁目１２３３－２ 
五條市五條３丁目３－３６ 
五條市野原東５丁目８－５ 
五條市住川町１２６４ 
五條市五條４丁目４－２６ 
五條市岡町２３９２ 
五條市野原西４丁目１５－８ 
五條市新町２丁目２－１１ 
五條市今井２丁目８－１０ 
五條市須恵３丁目１－５８ 
五條市大沢町１２０８－１ 
 

伊谷建設 
永和住宅設備 
富水道工業所 
米田組 
(有)太陽設備工業所 
井上建材店 
大和水道工業 
(株)松竹組 
吉岡ホームサービス 
(株)山本組 
栄林設備 
(株)五伸 
西吉野建設(株) 
(株)タカトリ燃料住設 
仲山建設 
(株)森岡組 
堤ポンプ・堤公三 
長原建設 
高井設備商会 
田嶋管工 
(株)マエダ 
 

(株)オクシン 
新世紀建工(株) 
共栄工業(株) 
池上住宅設備 
川嶋設備 
中西設備 
(株)上野設備 
辻本住宅設備機器専門店 
宮地工業 
松田産業(株) 
タカ設備工業 
(株)オーテック 
金剛住設興業 
大和川ホーム技研 
美水設備 
竹田設備工業 
(株)秋本建設 
中田住宅設備 
(有)中上建設 
(株)博電工業 
アイビー・ホーム 
 

２２・２７３７ 
０７４５・２３・３１１０ 
０７４５・５２・０１１０ 
２２・７５７１ 
０７４２・６２・１２４５ 
２４・３５５５ 
０７４５・６９・７８４６ 
２５・０７８２ 
３４・０６３５ 
２２・４３７１ 
２３・５１６７ 
２２・５６５３ 
３３・０２４６ 
０７４４・５２・２２４５ 
２３・１８５９ 
２３・５１１１ 
２２・３８０５ 
２２・３５２２ 
０７４５・２２・０８４９ 
２５・２３１９ 
０７４３・５６・５１０６ 

２４・００９０ 
０７４５・７７・４３４８ 
０７４５・５３・１５０１ 
０７４５・２３・１６０３ 
２５・０２７９ 
２２・４４９１ 
２４・３３０１ 
２２・２７５１ 
０７４５・２２・１０８２ 
２２・３２５６ 
２６・５５５７ 
３３・００１３ 
２２・８００１ 
０７４５・２２・６９６３ 
０７４５・２５・７７７２ 
０７４４・５２・２１０２ 
２４・３３３３ 
２２・８６５７ 
３３・０３１４ 
０７４４・２７・１４１９ 
２３・５１６４ 
 

五條市野原西５丁目８－１９ 
大和高田市大中１６１－５ 
大和高田市秋吉６８－４ 
五條市西阿田町８０９－１ 
奈良市西九条町３－６－１５ 
五條市野原西２丁目１０－２６ 
葛城市北花内５４６ 
五條市今井５丁目５－１７ 
五條市西吉野町赤松７０２ 
五條市岡町１０２３－３ 
五條市五條４丁目４２７－３ 
五條市野原東５丁目３－２５ 
五條市西吉野町立川度７９ 
高市郡高取町森３７９－２ 
五條市田殿町５２５ 
五條市住川町９１－５ 
五條市下之町１００ 
五條市本町１丁目５－６ 
大和高田市大字土庫２３６－２ 
五條市今井２丁目５－３０ 
大和郡山市額田部寺町１５－１ 
 

五條市木ノ原町２１５ 
香芝市下田西３丁目９－１６ 
大和高田市南今里町８－３０ 
大和高田市南今里町６－２２ 
五條市犬飼町１１９－１ 
五條市霊安寺町２１８９－３ 
五條市霊安寺町１８１８ 
五條市野原西２丁目１４－２５ 
大和高田市東中２丁目１４－１ 
五條市今井４丁目２－１１ 
五條市岡口１丁目９－５ 
五條市西吉野町立川度７７－１ 
五條市住川町１２６４ 
大和高田市南今里町６－２３ 
大和高田市西坊城４７４－３ 
高市郡高取町上土佐３８ 
五條市二見５丁目４－２ 
五條市田園２丁目３６－９ 
五條市西吉野町茄子原６６６－１ 
橿原市光陽町２７５ 
五條市霊安寺町２１４０ 

（左上に続く） 

 

　（合計７８社／４月１日現在） 
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３月２１日に京奈和自動車道五條道路で開通の事前イベントが盛大に行な
われました。 
ウォークラリーエリアでは、京奈和自動車道本線五條ＩＣから五條北Ｉ
Ｃまでの往復約９ｋｍを歩く事により今までとは違う目線から五條市の美
しい景色を発見したり、ふれあいエリアでは、和太鼓「のら」や五條高校
吹奏楽部によるステージ、キャラクターショーや小さな動物とのふれあい
動物園、県内の道の駅出店などがあり、参加者たちは暖かな春の日差しの
中楽しい１日を過ごしました。 

上野公園トリムコースで
第２１回吉野川ジュニア駅伝
が２月１９日行われ、参加し
た１６チームの選手たちは応
援の声にこたえ一生懸命ゴ
ールを目指しました。結果
は次の通りです。 

優　勝 牧野・田園・あずみ台体協Ａ 
準優勝 野原・南宇智体育協会Ａ 
 ３　位 阪合部体育協会Ａ 
 ４　位 牧野・田園・あずみ台体協Ｂ 
 ５　位 五條東・五條西体育協会 

第１回西吉野ふれあい文化祭が３月４日・５日の２日間、西吉
野コミュニティーセンターなどで行われ、たくさんの市民が訪れ
ました。 
西吉野地区では文化祭の季節である秋は農繁期のため、この時
期に行われたもので、舞台発表、西吉野地区の住民や保幼小中児童・
生徒製作の作品の展示、たこ焼きやカレーなどの模擬店が出店さ
れました。 

市民一人ひとりが心を豊かに、生活に喜びと潤いを持ち生きが
いのある人生を送っていただけることを目的に、生涯学習講演会
がこのほど市民会館で開催されました。 
ベストセラー「バカの壁」の著者で東京大学名誉教授、養老孟
司さんを講師に迎え、「生涯学習をバカの壁で見てみると」と題
して講演。養老さんのユーモアを交えた話しに、会場いっぱいの
市民は熱心に聞き入りました。 

五條病院で合同消防訓練 消防団防火パレード実施 

五條東体育館用簡易ステージ等購入および 
阿太運動場フェンス改修工事完成 五條ロータリークラブから寄贈 

春季全国火災予防運動に伴い、五條市消防本部、五條市消防団

と奈良県立五條病院が合同で消防訓練を実施しました。 

訓練は、本館３階から出火したとの想定で、病院職員による通報・

初期消火・避難誘導訓練に続き、消防職員による逃げ遅れた者の

救出と救急訓練を行い、最後に西口消防団長指揮のもと消防団第

２方面隊２とともに放水訓練を実施し、火災予防を呼びかけました。 

春の交通安全（４月６日～１５日）に

先立ち、このほど五條ロータリークラブ

から交通安全啓発看板が寄贈されました。

これらの看板は随時市内に設置されます。 

五條市消防団は春の火災予防週間中の３月５日に市内一周防火

パレードを実施しました。 

春は空気が非常に乾燥し、火災が発生しやすい気象状態である

ことから消防団員６９人および消防職員１６人、消防車両２８台が五條

市西吉野町西野に集結し、各方面隊別に消防車両によるパレード

を実施し、市民に火災予防を呼びかけました。 

財団法人自治総合センターが実施している平成１７年度コミュニ

ティ助成事業により、五條東体育館用簡易ステージ等の購入およ

び阿太運動場フェンス改修工事が完成しました。 

これは、宝くじの普及広報事業で、住民が行うコミュニティ活

動を促進し、その健全な発展を図り、宝くじの普及に役立てるも

のです。 
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３月２１日に京奈和自動車道五條道路で開通の事前イベントが盛大に行な
われました。 
ウォークラリーエリアでは、京奈和自動車道本線五條ＩＣから五條北Ｉ
Ｃまでの往復約９ｋｍを歩く事により今までとは違う目線から五條市の美
しい景色を発見したり、ふれあいエリアでは、和太鼓「のら」や五條高校
吹奏楽部によるステージ、キャラクターショーや小さな動物とのふれあい
動物園、県内の道の駅出店などがあり、参加者たちは暖かな春の日差しの
中楽しい１日を過ごしました。 

上野公園トリムコースで
第２１回吉野川ジュニア駅伝
が２月１９日行われ、参加し
た１６チームの選手たちは応
援の声にこたえ一生懸命ゴ
ールを目指しました。結果
は次の通りです。 

優　勝 牧野・田園・あずみ台体協Ａ 
準優勝 野原・南宇智体育協会Ａ 
 ３　位 阪合部体育協会Ａ 
 ４　位 牧野・田園・あずみ台体協Ｂ 
 ５　位 五條東・五條西体育協会 

第１回西吉野ふれあい文化祭が３月４日・５日の２日間、西吉
野コミュニティーセンターなどで行われ、たくさんの市民が訪れ
ました。 
西吉野地区では文化祭の季節である秋は農繁期のため、この時
期に行われたもので、舞台発表、西吉野地区の住民や保幼小中児童・
生徒製作の作品の展示、たこ焼きやカレーなどの模擬店が出店さ
れました。 

市民一人ひとりが心を豊かに、生活に喜びと潤いを持ち生きが
いのある人生を送っていただけることを目的に、生涯学習講演会
がこのほど市民会館で開催されました。 
ベストセラー「バカの壁」の著者で東京大学名誉教授、養老孟
司さんを講師に迎え、「生涯学習をバカの壁で見てみると」と題
して講演。養老さんのユーモアを交えた話しに、会場いっぱいの
市民は熱心に聞き入りました。 

五條病院で合同消防訓練 消防団防火パレード実施 

五條東体育館用簡易ステージ等購入および 
阿太運動場フェンス改修工事完成 五條ロータリークラブから寄贈 

春季全国火災予防運動に伴い、五條市消防本部、五條市消防団

と奈良県立五條病院が合同で消防訓練を実施しました。 

訓練は、本館３階から出火したとの想定で、病院職員による通報・

初期消火・避難誘導訓練に続き、消防職員による逃げ遅れた者の

救出と救急訓練を行い、最後に西口消防団長指揮のもと消防団第

２方面隊２とともに放水訓練を実施し、火災予防を呼びかけました。 

春の交通安全（４月６日～１５日）に

先立ち、このほど五條ロータリークラブ

から交通安全啓発看板が寄贈されました。

これらの看板は随時市内に設置されます。 

五條市消防団は春の火災予防週間中の３月５日に市内一周防火

パレードを実施しました。 

春は空気が非常に乾燥し、火災が発生しやすい気象状態である

ことから消防団員６９人および消防職員１６人、消防車両２８台が五條

市西吉野町西野に集結し、各方面隊別に消防車両によるパレード

を実施し、市民に火災予防を呼びかけました。 

財団法人自治総合センターが実施している平成１７年度コミュニ

ティ助成事業により、五條東体育館用簡易ステージ等の購入およ

び阿太運動場フェンス改修工事が完成しました。 
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洗い物のあと
の残り水なども
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●ペットボトル・空きビン類など 

●トレー類・カップ類・パックなど 

●紙（牛乳）パック 

キャップ・ラベルを取り 

※ビンのラベルは、はがしやすいものだけでけっこうです。 

軽くすすぎ リサイクル用（黄緑）の指定袋に入れて 

ラップ・紙フタや食品くずを取り 

軽くすすぎ 水をよく切ってから 開いて乾かして 

軽くすすぎ リサイクル用（黄緑）の指定袋に入れて 

リサイクル用（黄緑）の 
指定袋に入れて 

リサイクル類 
ごみの収集日に 
出しましょう 

リサイクル類 
ごみの収集日に 
出しましょう 

リサイクル類 
ごみの収集日に 
出しましょう 

キャップとラベルは 
燃えるごみの指定袋へ 

ラップや紙フタは 
燃えるごみの指定袋へ 

燃えるごみの指定袋 カン・小型金属類の指定袋 
・コルク 
・プラスチック製の 
　キャップ・ラベル 

金属製のキャップ 

みどり園からのお知らせ 

もう一度確認  リサイクルごみ！（その２） 

まず、キャップを取り、ラベルをはがしてください（これらは「燃えるごみ」へ） 
・キャップやラベルがついたまま出されているのが見うけられますが、キャップやラベルは成分構成の異なったプラ
スチック素材です。  
　そのため再製過程において、特にペット樹脂の純度が問われるペットボトルは、キャップを取り、ラベルをはがし
ておくとリサイクルしやすくなります。 
　ラベルも最近ではよく見ると切り取り線が入っていたりするなど、はがしやすい工夫がされているものが増えてき
ていますのではがすのを忘れないようにしてください。 
・しょうゆなどの中栓は同じペット樹脂でできている場合が多いので、無理に取る必要はありません。 
 
中身の飲み残しなどが残らないように、軽くすすいでください 
・食器を洗ったあとの残り水なども利用しましょう。 
・中身が残っていたり、たばこや油類、薬品類などを入れて使用したものは、せっかく分別しても再資源としての純
度が落ちるため、リサイクルできなくなりますので注意してください。 
※『ボトルｔｏボトル』！！ 
今のところは衣類や雑貨製品などへのリサイクルが主ですが、ペットボトルそのものに再製するための技術研究が
進められています。 
そのためにも、マナーを守った排出を心がけましょう。 
 
すすいだあとは、水をよく切ってからリサイクル用（黄緑色）の指定袋に入れてリサイクルごみの収集日
に出してください 

　今回は、対象となっているものそれぞれの、出すときの注意点をもう一度確認してみましょう。 

■問合先　みどり園　☎２４－４１１１ 
　　　　　業務第２係（西吉野支所内）☎３３－０３０１ 
　　　　　住民厚生課（大塔支所内）☎３６－０３１１ 

～出すときの注意点～ 

11 ペットボトルの出し方は？ ペットボトルの出し方は？ 
チェック
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中身の飲み残しなどが残らないように、軽くすすいでください 
・食器を洗ったあとの残り水なども利用しましょう。 
 
すすいだあとは、水をよく切ってください 
 
最後に、開いて乾かしてからリサイクル用（黄緑色）の指定袋に入れてリサイクルごみの収集日に出して
ください 
・開いて乾かすのは、そのままだと底にたまる水気による腐食を防ぐためです。 

44 紙（牛乳）パックの出し方は？ 紙（牛乳）パックの出し方は？ 
チェック

 
チェック
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3

出し方のまとめ 出し方のまとめ 

ごみ分別の手引きを確認のうえ、ごみの減量化・分別収集にご協力ください 

 ※めやすは非衛生にならない程度 
容器の中を軽くすすぐのは、食品くずや飲み残しなどの汚れを落とし、家庭での保管や収集・選別の段階で悪臭や虫な
どが発生しないようにするためです。 

55「軽くすすいで…」のすすぐめやすは？ 「軽くすすいで…」のすすぐめやすは？ 
チェック

 
チェック

 

ラップ、紙フタ、バランなどの仕切り物、調味料袋や食べ残しの食品くずなどを取り除いてください    
 （これらは「燃えるごみ」へ） 
・コンビニ弁当のパックやカップめんなどで、食べたあとの食品くずや付属物を入れたまま袋に入れてあるのが見う
けられますが、食べ残しや飲み残しはほかのきれいに出されたごみの品質を落とす原因になり、リサイクル資源と
しての価値の低下につながりますので、手間と思わずにマナーを守って出しましょう。 
 
食品くずなどが残らないように、軽くすすいでください 
・食器を洗ったあとの残り水なども利用しましょう。 
 
すすいだあとは、水をよく切ってからリサイクル用（黄緑色）の指定袋に入れてリサイクルごみの収集日
に出してください 

33トレー類・カップ類・パック類の出し方は？ トレー類・カップ類・パック類の出し方は？ 
チェック
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ペットボトルと同じ手順で排出してください 
・コルクやプラスチック製のキャップやラベルは、「燃えるごみ」（赤色袋）へ入れてください。 
・金属製のキャップやふたは、「カン・小型金属類等」（青色袋）へ入れてください。 
※ビンのラベルではがしにくいものについては、無理にはがさなくてけっこうですが、最近ではコーヒーのビンなど、
はがしやすくなっているものもありますので、まずは試してみましょう。 

22 その他のプラスチックボトルや空きビン類の出し方は？ その他のプラスチックボトルや空きビン類の出し方は？ 
チェック

 
チェック
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洗い物のあと
の残り水なども
利用しましょう。 

水をよく切
ってから 

水をよく切
ってから 

洗い物のあと
の残り水なども
利用しましょう。 

洗い物のあと
の残り水なども
利用しましょう。 

●ペットボトル・空きビン類など 

●トレー類・カップ類・パックなど 

●紙（牛乳）パック 

キャップ・ラベルを取り 

※ビンのラベルは、はがしやすいものだけでけっこうです。 

軽くすすぎ リサイクル用（黄緑）の指定袋に入れて 

ラップ・紙フタや食品くずを取り 

軽くすすぎ 水をよく切ってから 開いて乾かして 

軽くすすぎ リサイクル用（黄緑）の指定袋に入れて 

リサイクル用（黄緑）の 
指定袋に入れて 

リサイクル類 
ごみの収集日に 
出しましょう 

リサイクル類 
ごみの収集日に 
出しましょう 

リサイクル類 
ごみの収集日に 
出しましょう 

キャップとラベルは 
燃えるごみの指定袋へ 

ラップや紙フタは 
燃えるごみの指定袋へ 

燃えるごみの指定袋 カン・小型金属類の指定袋 
・コルク 
・プラスチック製の 
　キャップ・ラベル 

金属製のキャップ 

みどり園からのお知らせ 

もう一度確認  リサイクルごみ！（その２） 

まず、キャップを取り、ラベルをはがしてください（これらは「燃えるごみ」へ） 
・キャップやラベルがついたまま出されているのが見うけられますが、キャップやラベルは成分構成の異なったプラ
スチック素材です。  
　そのため再製過程において、特にペット樹脂の純度が問われるペットボトルは、キャップを取り、ラベルをはがし
ておくとリサイクルしやすくなります。 
　ラベルも最近ではよく見ると切り取り線が入っていたりするなど、はがしやすい工夫がされているものが増えてき
ていますのではがすのを忘れないようにしてください。 
・しょうゆなどの中栓は同じペット樹脂でできている場合が多いので、無理に取る必要はありません。 
 
中身の飲み残しなどが残らないように、軽くすすいでください 
・食器を洗ったあとの残り水なども利用しましょう。 
・中身が残っていたり、たばこや油類、薬品類などを入れて使用したものは、せっかく分別しても再資源としての純
度が落ちるため、リサイクルできなくなりますので注意してください。 
※『ボトルｔｏボトル』！！ 
今のところは衣類や雑貨製品などへのリサイクルが主ですが、ペットボトルそのものに再製するための技術研究が
進められています。 
そのためにも、マナーを守った排出を心がけましょう。 
 
すすいだあとは、水をよく切ってからリサイクル用（黄緑色）の指定袋に入れてリサイクルごみの収集日
に出してください 

　今回は、対象となっているものそれぞれの、出すときの注意点をもう一度確認してみましょう。 

■問合先　みどり園　☎２４－４１１１ 
　　　　　業務第２係（西吉野支所内）☎３３－０３０１ 
　　　　　住民厚生課（大塔支所内）☎３６－０３１１ 

～出すときの注意点～ 

11 ペットボトルの出し方は？ ペットボトルの出し方は？ 
チェック

 
チェック
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3

中身の飲み残しなどが残らないように、軽くすすいでください 
・食器を洗ったあとの残り水なども利用しましょう。 
 
すすいだあとは、水をよく切ってください 
 
最後に、開いて乾かしてからリサイクル用（黄緑色）の指定袋に入れてリサイクルごみの収集日に出して
ください 
・開いて乾かすのは、そのままだと底にたまる水気による腐食を防ぐためです。 

44 紙（牛乳）パックの出し方は？ 紙（牛乳）パックの出し方は？ 
チェック

 
チェック

 

1 
 
 
2 
 
3

出し方のまとめ 出し方のまとめ 

ごみ分別の手引きを確認のうえ、ごみの減量化・分別収集にご協力ください 

 ※めやすは非衛生にならない程度 
容器の中を軽くすすぐのは、食品くずや飲み残しなどの汚れを落とし、家庭での保管や収集・選別の段階で悪臭や虫な
どが発生しないようにするためです。 

55「軽くすすいで…」のすすぐめやすは？ 「軽くすすいで…」のすすぐめやすは？ 
チェック

 
チェック

 

ラップ、紙フタ、バランなどの仕切り物、調味料袋や食べ残しの食品くずなどを取り除いてください    
 （これらは「燃えるごみ」へ） 
・コンビニ弁当のパックやカップめんなどで、食べたあとの食品くずや付属物を入れたまま袋に入れてあるのが見う
けられますが、食べ残しや飲み残しはほかのきれいに出されたごみの品質を落とす原因になり、リサイクル資源と
しての価値の低下につながりますので、手間と思わずにマナーを守って出しましょう。 
 
食品くずなどが残らないように、軽くすすいでください 
・食器を洗ったあとの残り水なども利用しましょう。 
 
すすいだあとは、水をよく切ってからリサイクル用（黄緑色）の指定袋に入れてリサイクルごみの収集日
に出してください 

33トレー類・カップ類・パック類の出し方は？ トレー類・カップ類・パック類の出し方は？ 
チェック

 
チェック
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2 
 
 
3

ペットボトルと同じ手順で排出してください 
・コルクやプラスチック製のキャップやラベルは、「燃えるごみ」（赤色袋）へ入れてください。 
・金属製のキャップやふたは、「カン・小型金属類等」（青色袋）へ入れてください。 
※ビンのラベルではがしにくいものについては、無理にはがさなくてけっこうですが、最近ではコーヒーのビンなど、
はがしやすくなっているものもありますので、まずは試してみましょう。 

22 その他のプラスチックボトルや空きビン類の出し方は？ その他のプラスチックボトルや空きビン類の出し方は？ 
チェック

 
チェック
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   保険課からのお知らせ 
   国民健康保険税の全期前納報奨金制度を廃止します 
 

　国民健康保険税の納期前納付による前納報奨金制度は、市税の条例改正に伴い平成１９年度から廃止することと

なりました。なお経過措置として、平成１８年度に限り前納報奨金の交付率を現在の「１００分の０．４」から「１００分

の０．２」に引き下げて交付します。これまで、この制度の運用にご協力をいただいた皆様に感謝を申し上げると

ともに制度の廃止については、ご理解のうえ今後も納期内納付になお一層のご協力をお願いします。  

■問合先　保険課保険税係     （内線２６６、３６８） 

 

 

   国民年金からのお知らせ 
 

　五條市地域包括支援センターを創設します 
 
　介護保険改正に伴い４月より五條市地域包括支援センターを、保健福祉センター内に設置しました。６５歳以
上の高齢者を対象に、地域における介護予防や介護に関するさまざまな相談や介護予防事業を推進するため、地
域の中核機関として事業を展開します。 

  

■利用内容 

▽介護保険認定により、要支援２および要支援１と認定された高齢者の方々には介護予防サービス（新予防給 

　付）が利用できます。 

▽今後、介護や要支援が必要となるおそれのある高齢者には介護予防サービス（地域支援事業）が利用できます。 

▽高齢者に対する虐待やうつ・認知症などの相談および防止に関すること。  

■問合先　五條市地域包括支援センター（カルム五條内）　☎２５－２６４０ 

 

 

　　 ４月１日より 
　障害者自立支援法が始まりました 
 
　障害施策が大きく変わり、障害のある人々の自立を支えます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問合先 
 　社会福祉課福祉係       （内線２９９） 
 　厚生課       （内線 １６） 
 　住民厚生課     （内線 ２５） 
  

　福祉タクシー利用券の交付について 
 

　心身に障害のある人が、タクシーを利用した場合に基本料金を助成する福祉タクシー利用券を発行しています。
（１年度につき１回。２４枚つづり） 
■対象者　　身体障害者手帳（１級または２級）、療育手帳（Ａ判定）のいずれかをお持ちの人です。 
■手続方法　社会福祉課福祉係、西吉野支所厚生課、大塔支所住民厚生課の窓口で手続きを行ってください。 
                 （代理でも可） 
■手続きに必要なもの　印鑑、身体障害者手帳　または　療育手帳 
■その他　タクシーは五條市が契約しているタクシーに限ります。 
               利用できるタクシーについては問い合わせてください。 
■問合先 
 　社会福祉課福祉係       （内線２９９） 
 　厚生課       （内線 １６） 
 　住民厚生課     （内線 ２５） 
  

障害基礎年金と老齢厚生年金等※との併給が可能となりました 
 

平成１８年４月より 

本 

本 

本 

学生納付特例制度の申請はお早めに ● 

● 

　４月から学生になった人や前年度に引き続き平成１８年度の学生納付特例を希望する場合は、申請

（平成１７年度中の申請は平成１８年３月分までの承認のため）が必要です。年金手帳・印鑑・学生証

または在学証明書（コピー可）を持参のうえ、年金係窓口で申請を行ってください。保険料が未納

となっている場合、その間に事故や病気で障害が残っても「障害基礎年金」が支給されない場合が

あります。申請はお早めに。 

 　また、平成１８年３月末に卒業した人で、４月分以降の国民年金保険料の納付が困難な場合には、

申請（所得審査があります）により納付が免除される『免除制度』や、納付が猶予される『３０歳未

満の若年者納付猶予制度』があります。詳細については年金係に問い合わせてください。 

■問合先　市民課年金係     （内線２６８、３７０） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

　 

　今までの制度では、障害基礎年金と老齢や死亡を支給事由とする年金とは併給できないことにな

っていました。 

 　障害基礎年金と老齢厚生年金または遺族厚生年金の受給権を有する６５歳以上の年金受給権者であ

って、障害基礎年金と老齢厚生年金または遺族厚生年金の併給を選択することにより支給額が高く

なる場合については、社会保険業務センターから５月中旬にその旨のお知らせが送付される予定です。

退職共済年金や遺族共済年金の受給権者にはお知らせは送付されませんので、社会保険事務所へ確

認してください。 

 　お問い合わせは『ねんきんダイヤル　☎０５７０－０７－１１６５』まで。 

　なお、対象は障害基礎年金の受給権者のうち、６５歳に達している人となります。 
 　　　※新たに障害基礎年金と併給可能となった年金 
 　　　　⇒　老齢厚生年金、遺族厚生年金、退職共済年金、遺族共済年金 
 

 障害者自立支援法のポイント  

① 障害の種別（身体障害・知的障害・精神障害）にかかわらず、障害のある人々が      
　 必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元
　 化し、施設・事業所を再編                                                             
② 障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供します    
③ サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、    
　 国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、
　 必要なサービスを計画的に充実                                                        
④ 就労支援を抜本的に強化                                                    
⑤ 支給決定の仕組みを透明化、明確化                                         

西 

大 

本 

西 

大 
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   保険課からのお知らせ 
   国民健康保険税の全期前納報奨金制度を廃止します 
 

　国民健康保険税の納期前納付による前納報奨金制度は、市税の条例改正に伴い平成１９年度から廃止することと

なりました。なお経過措置として、平成１８年度に限り前納報奨金の交付率を現在の「１００分の０．４」から「１００分

の０．２」に引き下げて交付します。これまで、この制度の運用にご協力をいただいた皆様に感謝を申し上げると

ともに制度の廃止については、ご理解のうえ今後も納期内納付になお一層のご協力をお願いします。  

■問合先　保険課保険税係     （内線２６６、３６８） 

 

 

   国民年金からのお知らせ 
 

　五條市地域包括支援センターを創設します 
 
　介護保険改正に伴い４月より五條市地域包括支援センターを、保健福祉センター内に設置しました。６５歳以
上の高齢者を対象に、地域における介護予防や介護に関するさまざまな相談や介護予防事業を推進するため、地
域の中核機関として事業を展開します。 

  

■利用内容 

▽介護保険認定により、要支援２および要支援１と認定された高齢者の方々には介護予防サービス（新予防給 

　付）が利用できます。 

▽今後、介護や要支援が必要となるおそれのある高齢者には介護予防サービス（地域支援事業）が利用できます。 

▽高齢者に対する虐待やうつ・認知症などの相談および防止に関すること。  

■問合先　五條市地域包括支援センター（カルム五條内）　☎２５－２６４０ 

 

 

　　 ４月１日より 
　障害者自立支援法が始まりました 
 
　障害施策が大きく変わり、障害のある人々の自立を支えます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問合先 
 　社会福祉課福祉係       （内線２９９） 
 　厚生課       （内線 １６） 
 　住民厚生課     （内線 ２５） 
  

　福祉タクシー利用券の交付について 
 

　心身に障害のある人が、タクシーを利用した場合に基本料金を助成する福祉タクシー利用券を発行しています。
（１年度につき１回。２４枚つづり） 
■対象者　　身体障害者手帳（１級または２級）、療育手帳（Ａ判定）のいずれかをお持ちの人です。 
■手続方法　社会福祉課福祉係、西吉野支所厚生課、大塔支所住民厚生課の窓口で手続きを行ってください。 
                 （代理でも可） 
■手続きに必要なもの　印鑑、身体障害者手帳　または　療育手帳 
■その他　タクシーは五條市が契約しているタクシーに限ります。 
               利用できるタクシーについては問い合わせてください。 
■問合先 
 　社会福祉課福祉係       （内線２９９） 
 　厚生課       （内線 １６） 
 　住民厚生課     （内線 ２５） 
  

障害基礎年金と老齢厚生年金等※との併給が可能となりました 
 

平成１８年４月より 

本 

本 

本 

学生納付特例制度の申請はお早めに ● 

● 

　４月から学生になった人や前年度に引き続き平成１８年度の学生納付特例を希望する場合は、申請

（平成１７年度中の申請は平成１８年３月分までの承認のため）が必要です。年金手帳・印鑑・学生証

または在学証明書（コピー可）を持参のうえ、年金係窓口で申請を行ってください。保険料が未納

となっている場合、その間に事故や病気で障害が残っても「障害基礎年金」が支給されない場合が

あります。申請はお早めに。 

 　また、平成１８年３月末に卒業した人で、４月分以降の国民年金保険料の納付が困難な場合には、

申請（所得審査があります）により納付が免除される『免除制度』や、納付が猶予される『３０歳未

満の若年者納付猶予制度』があります。詳細については年金係に問い合わせてください。 

■問合先　市民課年金係     （内線２６８、３７０） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

　 

　今までの制度では、障害基礎年金と老齢や死亡を支給事由とする年金とは併給できないことにな

っていました。 

 　障害基礎年金と老齢厚生年金または遺族厚生年金の受給権を有する６５歳以上の年金受給権者であ

って、障害基礎年金と老齢厚生年金または遺族厚生年金の併給を選択することにより支給額が高く

なる場合については、社会保険業務センターから５月中旬にその旨のお知らせが送付される予定です。

退職共済年金や遺族共済年金の受給権者にはお知らせは送付されませんので、社会保険事務所へ確

認してください。 

 　お問い合わせは『ねんきんダイヤル　☎０５７０－０７－１１６５』まで。 

　なお、対象は障害基礎年金の受給権者のうち、６５歳に達している人となります。 
 　　　※新たに障害基礎年金と併給可能となった年金 
 　　　　⇒　老齢厚生年金、遺族厚生年金、退職共済年金、遺族共済年金 
 

 障害者自立支援法のポイント  

① 障害の種別（身体障害・知的障害・精神障害）にかかわらず、障害のある人々が      
　 必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元
　 化し、施設・事業所を再編                                                             
② 障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供します    
③ サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、    
　 国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、
　 必要なサービスを計画的に充実                                                        
④ 就労支援を抜本的に強化                                                    
⑤ 支給決定の仕組みを透明化、明確化                                         

西 

大 

本 

西 

大 
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Life

　五條市では６５歳以上および７５歳以上の高齢者の健康増進と福祉の向上を図るため五條市入浴サービス事業を
実施しています。 
　平成１８年度からの事業内容については次のとおりです。 
 
○「ふろの日」無料券（毎月２６日のみ） 
　■対象者　６５歳以上 
　■利用施設　旭湯・大黒湯・栄湯・ふれあい交流センター・大塔「夢乃湯」 
　　　　　　　西吉野「きすみ館」（券２枚必要）・金剛乃湯（券２枚必要） 
○入浴サービス利用券 
　■対象者　７５歳以上 
　■利用施設　旭湯・大黒湯・栄湯・ふれあい交流センター・大塔「夢乃湯」 
　　　　　　　西吉野「きすみ館」（２枚必要）・金剛乃湯（２枚必要） 
※「ふろの日」無料券・入浴サービス利用券とも同伴者の利用券は廃止します。 
※要介護度３・４・５の高齢者については、ディサービス、ディケア、訪問入浴の介護サービスの個人負担
部分に利用できます。 

 
○毎月２６日の送迎 
　■西吉野　「きすみ館」の送迎希望については、五條市老人憩の家に申し込んでください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　■大塔「夢乃湯」の送迎希望については、「夢乃湯」に申し込んでください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■問合先　介護福祉課高齢対策係　　（内線２９２、２４９） 

　老人憩の家の送迎バスを次の通り運行します。 
 
■送迎バスコース・日程（コースは順不同）   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■利用方法 
　送迎バスを利用する際は２日前までに予約を行ってください 
　・予約は氏名、電話番号、乗車場所を申し出てください 
　・乗車時間は予約状況により調整し、後日連絡します 
　・予約のある乗車場所にのみ停車します 
　・帰りのバスは、午後３時に出発します 
　・予約のない場合は運休します 
■その他 
　・カラオケ・マッサージ機等は、自由に利用できます 
　・利用は午前９時から午後５時まで、対象は６０歳以上の人 
　・カラオケは午後４時まで利用できます 
　・水曜日は休館 
■申込・問合先　老人憩の家  五條市霊安寺町２２０５　☎２３-０４３１ 

五條市入浴サービスを実施しています 
老人憩の家 

　送迎バスについて 

午前 
①五條市消防署→②市立牧野公民館→③田園五丁目南バス停→④田園二丁目バス停→⑤田園一丁目バス停→⑥岡バス停→⑦五條駅北口バ
ス停→⑧五條バスセンター→⑨柿の葉ずしヤマト五條店→⑩大和二見駅→⑪国道犬飼バス停→⑫相谷集会所→⑬火打口バス停→⑭火打町
会館→⑮仕出しまつもと→⑯丹原バス停→きすみ館（到着予定＝午前１０時１０分）・きすみ館（出発予定＝午前１１時１０分） 
午後 
①市立野原東住民センター→②六倉バス停→③阿太小学校前バス停→④山田口バス停→⑤大野新田町多目的ホール→⑥住川バス停→⑦国
道三在バス停→⑧上今井バス停→⑨今井バス停→⑩五条駅→⑪戎神社前バス停→⑫大川橋南詰バス停→⑬野原南口バス停→⑭老人憩の家
→きすみ館（到着予定＝午後２時３０分）・きすみ館（出発予定＝午後３時３０分） 
 
 

午前 
①市立野原東住民センター→②六倉バス停→③阿太小学校前バス停→④山田口バス停→⑤大野新田町多目的ホール→⑥住川バス停→⑦国
道三在バス停→⑧上今井バス停→⑨今井バス停→⑩五条駅→⑪戎神社前バス停→⑫大川橋南詰バス停→⑬野原南口バス停→⑭老人憩の家
→きすみ館（到着予定＝午前１０時１０分）・きすみ館（出発予定１１時１０分） 
午後 
①五條市消防署→②市立牧野公民館→③田園五丁目南バス停→④田園二丁目バス停→⑤田園一丁目バス停→⑥岡バス停→⑦五條駅北口バ
ス停→⑧五條バスセンター→⑨柿の葉ずしヤマト五條店→⑩大和二見駅→⑪国道犬飼バス停→⑫相谷集会所→⑬火打口バス停→⑭火打町
会館→⑮仕出しまつもと→⑯丹原バス停→きすみ館（到着予定＝午後２時３０分）・きすみ館（出発予定＝午後３時３０分） 

※乗車定員は２２人（先着）、要予約（申し込み締切は、毎月２３日まで） 
　予約状況により時間変更されます。 
　予約のない場合は運休します。 
■申込・問合先　老人憩の家　☎２３ー０４３１（受付は午前９時から午後５時まで、毎週水曜日休館） 

西吉野「きすみ館」　送迎バス停車場所 

4・6・8・10・12・2月 

行き 
ローソン五條住川店横＝テクノ・パーク側（午前１０時ごろ）→ＪＲ五条駅（午前１０時２０分ごろ）→ＪＲ大和二見駅（午前１０時３０分ごろ）→カルム
五條（午前１０時４０分ごろ）→夢乃湯（午前１１時４０分ごろ着） 
帰り 
夢乃湯（午後２時ごろ）→カルム五條（午後３時ごろ）→ＪＲ大和二見駅（午後３時１０分ごろ）→ＪＲ五条駅（午後３時２０分ごろ）→ローソン五條住
川店＝テクノ・パーク側（午後３時４０分ごろ） 
 
ただし、２６日（ふろの日）が、水曜日、土曜日、日曜日、祝日の送迎は行いませんが、翌日の送迎は 
行います。（申込時に確認をお願いいたします。）また、７月と８月の送迎は行いません 
■申込・問合先　夢乃湯　☎３６ー００５８（受付は午前９時から午後５時まで、毎週水曜日休業） 

大塔「夢乃湯」　送迎バス停車場所 

5・7・9・11・1・3月 

Ａコース 
戎神社バス停・ヤマト柿の葉ずし・五條市役所・五條消防署・木ノ原会館・大沢
町集会所・牧野公民館・田園５丁目南バス停・上之集会所・田園２丁目バス停・
田園３丁目バス停・田園４丁目バス停・八幡神社・田園１丁目バス停・椋本工務
店・岡バス停・山田造園・まんりょう池 
 
Ｂコース 
西河内上集会所・久留野町会館・小和町自治会館・北宇智公民館・出屋敷町入口・
小山バス停・エルベタウンコミュニティハウス・住川バス停・宇野バス停・上今
井バス停・今井バス停・五條バスセンター・五条駅・須恵郵便局・五條町バス停・
上野商店・杉中写真館 
 
Ｃコース 
大野新田町集会所・三在バス停・山田口バス停・西阿田バス停・阿太山田バス停・
阿太小学校バス停・八田バス停・南阿太公民館前バス停・湯谷口バス停・上島野
バス停・六倉バス停・栄山寺橋口バス停・野原東住民センター・池芝バス停・走
井バス停・野原土取バス停・金剛寺バス停・大川橋南詰バス停・野原バス停・南
宇智公民館・良峯バス停・千戸バス停・生子バス停・丹原バス停・御山町集会場 
 
Ｄコース 
井上内親王宇智陵・樫辻町集会所・割烹まつもと・大深バス停・松の段バス停・
火打町バス停・相谷集会所・大津バス停・ＪＡ阪合部支店・阪合部文化会館・犬
飼バス停・国道犬飼バス停・山野原バス停・大和二見駅・寒川医院・吉野川浄化
センタ・二見川端口バス停 
 
Ｅコース 
大塔村辻堂南バス停・小代下バス停・阪本バス停・天辻バス停・坂巻バス停・城
戸バス停・大日川バス停・賀名生和田バス停・西吉野町滝 

 

4月21日（金）、24日（月） 
5月  5日（金）、23日（火） 
6月12日（月）、24日（土） 
 
 
 
4月15日（土）、18日（火） 
5月  1日（月）、19日（金） 
6月  5日（月）、23日（金） 
 
 
 

4月14日（金）、25日（火） 
5月  6日（土）、22日（月） 
6月  9日（金）、19日（月） 
 
 
 

4月17日（月）、28日（金） 
5月  2日（火）、20日（土） 
6月10日（土）、16日（金） 
 
 

4月22日（土）、30日（日） 
5月12日（金）、29日（月） 
6月  6日（火）、30日（金） 

本 
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Life

　五條市では６５歳以上および７５歳以上の高齢者の健康増進と福祉の向上を図るため五條市入浴サービス事業を
実施しています。 
　平成１８年度からの事業内容については次のとおりです。 
 
○「ふろの日」無料券（毎月２６日のみ） 
　■対象者　６５歳以上 
　■利用施設　旭湯・大黒湯・栄湯・ふれあい交流センター・大塔「夢乃湯」 
　　　　　　　西吉野「きすみ館」（券２枚必要）・金剛乃湯（券２枚必要） 
○入浴サービス利用券 
　■対象者　７５歳以上 
　■利用施設　旭湯・大黒湯・栄湯・ふれあい交流センター・大塔「夢乃湯」 
　　　　　　　西吉野「きすみ館」（２枚必要）・金剛乃湯（２枚必要） 
※「ふろの日」無料券・入浴サービス利用券とも同伴者の利用券は廃止します。 
※要介護度３・４・５の高齢者については、ディサービス、ディケア、訪問入浴の介護サービスの個人負担
部分に利用できます。 

 
○毎月２６日の送迎 
　■西吉野　「きすみ館」の送迎希望については、五條市老人憩の家に申し込んでください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　■大塔「夢乃湯」の送迎希望については、「夢乃湯」に申し込んでください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■問合先　介護福祉課高齢対策係　　（内線２９２、２４９） 

　老人憩の家の送迎バスを次の通り運行します。 
 
■送迎バスコース・日程（コースは順不同）   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■利用方法 
　送迎バスを利用する際は２日前までに予約を行ってください 
　・予約は氏名、電話番号、乗車場所を申し出てください 
　・乗車時間は予約状況により調整し、後日連絡します 
　・予約のある乗車場所にのみ停車します 
　・帰りのバスは、午後３時に出発します 
　・予約のない場合は運休します 
■その他 
　・カラオケ・マッサージ機等は、自由に利用できます 
　・利用は午前９時から午後５時まで、対象は６０歳以上の人 
　・カラオケは午後４時まで利用できます 
　・水曜日は休館 
■申込・問合先　老人憩の家  五條市霊安寺町２２０５　☎２３-０４３１ 

五條市入浴サービスを実施しています 
老人憩の家 

　送迎バスについて 

午前 
①五條市消防署→②市立牧野公民館→③田園五丁目南バス停→④田園二丁目バス停→⑤田園一丁目バス停→⑥岡バス停→⑦五條駅北口バ
ス停→⑧五條バスセンター→⑨柿の葉ずしヤマト五條店→⑩大和二見駅→⑪国道犬飼バス停→⑫相谷集会所→⑬火打口バス停→⑭火打町
会館→⑮仕出しまつもと→⑯丹原バス停→きすみ館（到着予定＝午前１０時１０分）・きすみ館（出発予定＝午前１１時１０分） 
午後 
①市立野原東住民センター→②六倉バス停→③阿太小学校前バス停→④山田口バス停→⑤大野新田町多目的ホール→⑥住川バス停→⑦国
道三在バス停→⑧上今井バス停→⑨今井バス停→⑩五条駅→⑪戎神社前バス停→⑫大川橋南詰バス停→⑬野原南口バス停→⑭老人憩の家
→きすみ館（到着予定＝午後２時３０分）・きすみ館（出発予定＝午後３時３０分） 
 
 

午前 
①市立野原東住民センター→②六倉バス停→③阿太小学校前バス停→④山田口バス停→⑤大野新田町多目的ホール→⑥住川バス停→⑦国
道三在バス停→⑧上今井バス停→⑨今井バス停→⑩五条駅→⑪戎神社前バス停→⑫大川橋南詰バス停→⑬野原南口バス停→⑭老人憩の家
→きすみ館（到着予定＝午前１０時１０分）・きすみ館（出発予定１１時１０分） 
午後 
①五條市消防署→②市立牧野公民館→③田園五丁目南バス停→④田園二丁目バス停→⑤田園一丁目バス停→⑥岡バス停→⑦五條駅北口バ
ス停→⑧五條バスセンター→⑨柿の葉ずしヤマト五條店→⑩大和二見駅→⑪国道犬飼バス停→⑫相谷集会所→⑬火打口バス停→⑭火打町
会館→⑮仕出しまつもと→⑯丹原バス停→きすみ館（到着予定＝午後２時３０分）・きすみ館（出発予定＝午後３時３０分） 

※乗車定員は２２人（先着）、要予約（申し込み締切は、毎月２３日まで） 
　予約状況により時間変更されます。 
　予約のない場合は運休します。 
■申込・問合先　老人憩の家　☎２３ー０４３１（受付は午前９時から午後５時まで、毎週水曜日休館） 

西吉野「きすみ館」　送迎バス停車場所 

4・6・8・10・12・2月 

行き 
ローソン五條住川店横＝テクノ・パーク側（午前１０時ごろ）→ＪＲ五条駅（午前１０時２０分ごろ）→ＪＲ大和二見駅（午前１０時３０分ごろ）→カルム
五條（午前１０時４０分ごろ）→夢乃湯（午前１１時４０分ごろ着） 
帰り 
夢乃湯（午後２時ごろ）→カルム五條（午後３時ごろ）→ＪＲ大和二見駅（午後３時１０分ごろ）→ＪＲ五条駅（午後３時２０分ごろ）→ローソン五條住
川店＝テクノ・パーク側（午後３時４０分ごろ） 
 
ただし、２６日（ふろの日）が、水曜日、土曜日、日曜日、祝日の送迎は行いませんが、翌日の送迎は 
行います。（申込時に確認をお願いいたします。）また、７月と８月の送迎は行いません 
■申込・問合先　夢乃湯　☎３６ー００５８（受付は午前９時から午後５時まで、毎週水曜日休業） 

大塔「夢乃湯」　送迎バス停車場所 

5・7・9・11・1・3月 

Ａコース 
戎神社バス停・ヤマト柿の葉ずし・五條市役所・五條消防署・木ノ原会館・大沢
町集会所・牧野公民館・田園５丁目南バス停・上之集会所・田園２丁目バス停・
田園３丁目バス停・田園４丁目バス停・八幡神社・田園１丁目バス停・椋本工務
店・岡バス停・山田造園・まんりょう池 
 
Ｂコース 
西河内上集会所・久留野町会館・小和町自治会館・北宇智公民館・出屋敷町入口・
小山バス停・エルベタウンコミュニティハウス・住川バス停・宇野バス停・上今
井バス停・今井バス停・五條バスセンター・五条駅・須恵郵便局・五條町バス停・
上野商店・杉中写真館 
 
Ｃコース 
大野新田町集会所・三在バス停・山田口バス停・西阿田バス停・阿太山田バス停・
阿太小学校バス停・八田バス停・南阿太公民館前バス停・湯谷口バス停・上島野
バス停・六倉バス停・栄山寺橋口バス停・野原東住民センター・池芝バス停・走
井バス停・野原土取バス停・金剛寺バス停・大川橋南詰バス停・野原バス停・南
宇智公民館・良峯バス停・千戸バス停・生子バス停・丹原バス停・御山町集会場 
 
Ｄコース 
井上内親王宇智陵・樫辻町集会所・割烹まつもと・大深バス停・松の段バス停・
火打町バス停・相谷集会所・大津バス停・ＪＡ阪合部支店・阪合部文化会館・犬
飼バス停・国道犬飼バス停・山野原バス停・大和二見駅・寒川医院・吉野川浄化
センタ・二見川端口バス停 
 
Ｅコース 
大塔村辻堂南バス停・小代下バス停・阪本バス停・天辻バス停・坂巻バス停・城
戸バス停・大日川バス停・賀名生和田バス停・西吉野町滝 

 

4月21日（金）、24日（月） 
5月  5日（金）、23日（火） 
6月12日（月）、24日（土） 
 
 
 
4月15日（土）、18日（火） 
5月  1日（月）、19日（金） 
6月  5日（月）、23日（金） 
 
 
 

4月14日（金）、25日（火） 
5月  6日（土）、22日（月） 
6月  9日（金）、19日（月） 
 
 
 

4月17日（月）、28日（金） 
5月  2日（火）、20日（土） 
6月10日（土）、16日（金） 
 
 

4月22日（土）、30日（日） 
5月12日（金）、29日（月） 
6月  6日（火）、30日（金） 
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あいさつや声かけ 
当たり前だけどとても大事なこと 

あいさつや声かけ 
当たり前だけどとても大事なこと 

Life

こんにちわ 

がんばってるね 

おやすみなさい 

車に気をつけて 
行くんだよ 

元気かい 

どうしたの？ 

ここは危ないよ 

明るいうちに 
帰ろうね 

そう 
そんなことが 
あったの 

明日も良いことが 
あるといいね 

いってらっしゃい 

　中央公民館をはじめとする市内の各公民館に学ぶ人々が、この１年間の学習成果を発表・展示する「第２９回公

民館祭」を、中央公民館と市民会館で開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問合先　中央公民館　☎２４-２００１ 

　赤十字奉仕団は、地域社会を基盤とした多くの活動を行っています。 

　災害時においては、非常食の備蓄は各家庭に必要不可欠なものとなってきます。

今回、多くの人に防災意識を高めていただくため非常食について考えてみようと、

公民館祭で展示会および試食会を行います。 

■問合先　社会福祉課福祉係　　（内線２０９、２９９） 

　内吉野保健所では、４月１日より組織改正のため、従来の衛生課業務・感染症対策業務は地域生活課と改め
行うことになりました。 
　従来行っていました難病、精神保健、母子保健、健康づくりにかかわる（市町村が担当するものは除いて）
申請、相談、訪問等の業務は吉野保健所で担当します。 
■問合先 
　内吉野保健所　　五條市本町３丁目１－１３　☎２２-３０５１ 
　吉野保健所　　　吉野郡下市町新住１５－３　☎０７４７-５２-０５５１ 

本 

五條市赤十字奉仕団からのお知らせ 

第２９回公民館祭 ４月１５日・１６日に開催 

○オープニングショー   

　▼４月１５日（土）午前１０時から・市民会館 

　　福寿草（大正琴）の皆さんによる発表 

○公民館のつどい  

　▼４月１５日（土）午前１０時２０分から・市民会館 

○発表部門 

　▼４月１５日（土）午前１１時～午後３時３０分・市民会館大ホール 

詩吟、三味線、日本舞踊、尺八、新舞踊、大正琴、五條市クラシック音楽協会、民謡、ベルコスモス、

ぼちぼち体操・ぼちぼちエアロの発表 

　▼４月１６日（日）午前１０時～午後３時３０分・市民会館大ホール 

女声コーラス、銭太鼓、子供朗読、新舞踊、女声合唱、混声合唱、児童合唱、民踊・新舞踊、詩吟、大

正琴、着付、朗読、西吉野郷土芸能保存会、津軽三味線、吹奏楽の発表 

○展示部門 

　▼４月１５日（土）・１６日（日）午前９時～午後４時３０分・中央公民館・市民会館 

盆栽、生花、盆栽アート、創作紙人形、組紐、健康体操クラブ、押絵、俳句、短歌、川柳、手描染色、

洋裁、手編、暮らしのマナー、ちぎり絵、カッキークラブ交流会、子供絵画、子供と本の会、シュタイ

ナー幼児教室、マンサクの会、子ども絵画・造形、水墨画、水彩画、ペン習字・絵手紙、パッチワーク、

押し花アート、書道、写真、中央公民館主催事業などの展示等 

○企画コーナー 

盆栽即売、お茶席、サンドイッチ、コーヒー、中華料理（１６日のみ）、非常食展示および試食（１６日の

み）、たこ焼きなどの模擬店、一品持ち寄りバザー（１６日午後１時３０分から）など 

内吉野保健所の組織が改正されました 

◎期間　５月１２日（金）～１８日（木） 
◎キャッチフレーズ  
「民生委員・児童委員はあなたのまちの良き相談相手」 

　みんなで助け合い支え合える関係づくりをすすめましょう。 
　民生委員・児童委員は地域のみなさんとともに安心・安全なまちづくりをすすめます。 
＊担当の民生委員・児童委員がわからないときは、次までお尋ねください。 
■問合先　社会福祉課福祉係　　（内線２９９） 
　　　　　社会福祉協議会　☎２４-４１５２ 

■問合先　青少年センター　☎２４-３００４ 

民生委員・児童委員の日　活動強化週間 

　平成１６年１０月より、北宇智公民館内において仮開設していた北
宇智学童保育所の専用施設がこのほど完成しました。 
■名称　北宇智学童保育所 
■定員　３０人 
■所在地等　五條市近内町７７９番地　☎２５-３４０１ 
■問合先　児童福祉課保育係　　（内線３４９） 

北宇智学童保育所専用施設が完成しました 

あいさつ
や声かけで子どもたちを見守りましょう！あいさつ
や声かけで子どもたちを見守りましょう！あいさつ
や声かけで子どもたちを見守りましょう！

新しい学年が始まり、子どもたちもうきうきしていることでしょう。 
こんな時こそ子どもたちをねらった犯罪が発生します。 

本 

本 
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ここは危ないよ 

明るいうちに 
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そう 
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あったの 
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　中央公民館をはじめとする市内の各公民館に学ぶ人々が、この１年間の学習成果を発表・展示する「第２９回公

民館祭」を、中央公民館と市民会館で開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問合先　中央公民館　☎２４-２００１ 

　赤十字奉仕団は、地域社会を基盤とした多くの活動を行っています。 

　災害時においては、非常食の備蓄は各家庭に必要不可欠なものとなってきます。

今回、多くの人に防災意識を高めていただくため非常食について考えてみようと、

公民館祭で展示会および試食会を行います。 

■問合先　社会福祉課福祉係　　（内線２０９、２９９） 

　内吉野保健所では、４月１日より組織改正のため、従来の衛生課業務・感染症対策業務は地域生活課と改め
行うことになりました。 
　従来行っていました難病、精神保健、母子保健、健康づくりにかかわる（市町村が担当するものは除いて）
申請、相談、訪問等の業務は吉野保健所で担当します。 
■問合先 
　内吉野保健所　　五條市本町３丁目１－１３　☎２２-３０５１ 
　吉野保健所　　　吉野郡下市町新住１５－３　☎０７４７-５２-０５５１ 

本 

五條市赤十字奉仕団からのお知らせ 

第２９回公民館祭 ４月１５日・１６日に開催 

○オープニングショー   

　▼４月１５日（土）午前１０時から・市民会館 

　　福寿草（大正琴）の皆さんによる発表 

○公民館のつどい  

　▼４月１５日（土）午前１０時２０分から・市民会館 

○発表部門 

　▼４月１５日（土）午前１１時～午後３時３０分・市民会館大ホール 

詩吟、三味線、日本舞踊、尺八、新舞踊、大正琴、五條市クラシック音楽協会、民謡、ベルコスモス、

ぼちぼち体操・ぼちぼちエアロの発表 

　▼４月１６日（日）午前１０時～午後３時３０分・市民会館大ホール 

女声コーラス、銭太鼓、子供朗読、新舞踊、女声合唱、混声合唱、児童合唱、民踊・新舞踊、詩吟、大

正琴、着付、朗読、西吉野郷土芸能保存会、津軽三味線、吹奏楽の発表 

○展示部門 

　▼４月１５日（土）・１６日（日）午前９時～午後４時３０分・中央公民館・市民会館 

盆栽、生花、盆栽アート、創作紙人形、組紐、健康体操クラブ、押絵、俳句、短歌、川柳、手描染色、

洋裁、手編、暮らしのマナー、ちぎり絵、カッキークラブ交流会、子供絵画、子供と本の会、シュタイ

ナー幼児教室、マンサクの会、子ども絵画・造形、水墨画、水彩画、ペン習字・絵手紙、パッチワーク、

押し花アート、書道、写真、中央公民館主催事業などの展示等 

○企画コーナー 

盆栽即売、お茶席、サンドイッチ、コーヒー、中華料理（１６日のみ）、非常食展示および試食（１６日の

み）、たこ焼きなどの模擬店、一品持ち寄りバザー（１６日午後１時３０分から）など 

内吉野保健所の組織が改正されました 

◎期間　５月１２日（金）～１８日（木） 
◎キャッチフレーズ  
「民生委員・児童委員はあなたのまちの良き相談相手」 

　みんなで助け合い支え合える関係づくりをすすめましょう。 
　民生委員・児童委員は地域のみなさんとともに安心・安全なまちづくりをすすめます。 
＊担当の民生委員・児童委員がわからないときは、次までお尋ねください。 
■問合先　社会福祉課福祉係　　（内線２９９） 
　　　　　社会福祉協議会　☎２４-４１５２ 

■問合先　青少年センター　☎２４-３００４ 

民生委員・児童委員の日　活動強化週間 

　平成１６年１０月より、北宇智公民館内において仮開設していた北
宇智学童保育所の専用施設がこのほど完成しました。 
■名称　北宇智学童保育所 
■定員　３０人 
■所在地等　五條市近内町７７９番地　☎２５-３４０１ 
■問合先　児童福祉課保育係　　（内線３４９） 

北宇智学童保育所専用施設が完成しました 

あいさつ
や声かけで子どもたちを見守りましょう！あいさつ
や声かけで子どもたちを見守りましょう！あいさつ
や声かけで子どもたちを見守りましょう！

新しい学年が始まり、子どもたちもうきうきしていることでしょう。 
こんな時こそ子どもたちをねらった犯罪が発生します。 

本 

本 
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カルム五條では、赤ちゃんからお年寄り
まですべての市民の皆さんの健康相談
を受け付けています。  
お気軽にご利用ください。 

カルム五條 
（保健福祉センタ－）  

☎22-4001 
内線289，290 
FAX22-6585

　基本健康診査は、職場等の健康診断を受ける機会のない４０歳以上の人を対象に実施してい
ます。健康診査では、現在の健康状態をチェックすることにより、生活習慣病の予防や早期
発見をすることができます。年１回の健康管理にぜひご活用ください。  
　健診は、医療機関で受ける個別健診と日程・年齢を定めた集団健診があります。 
　満６５歳以上の人は、個別・集団のいずれかで受診することができます。 
■対象年齢による実施場所および実施期間 
○医療機関で受ける個別診断 
　▼実施期間　４月～平成１９年２月末 
　▼場所　市内の医療機関（五條病院を除く） 
　▼対象　満４０歳以上の人 
○集団による検診 
　▼実施期間　７月３日（月）～７月１０日（月）（土・日曜日は除く） 
　▼場所　大塔町（２か所）、西吉野町（４か所） 
　▼対象　満６５歳以上の人 
　▼その他　詳細は広報五條６月号でお知らせします 
■料金　１，０００円（便潜血検査実施者は１，２００円）※ただし７０才以上は無料 
■内容　問診、身体測定、血圧、尿検査、心電図、血液検査（Ｂ型肝炎ウイルス検査・貧血・

糖尿病・肝臓機能・高脂血症等）、大腸がん便潜血反応検査（希望者のみ）、Ｃ型
肝炎ウイルス検査（対象者のみ） 

※Ｃ型肝炎ウイルス検査の対象者 
　・健診受診時満４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０歳の人（誕生月に通知します） 
　・上記の年齢以外で医師が必要と認めた人 
■その他 
　・満６５歳以上の人が健診を受ける場合は、高齢者問診票に記入してください。 
　・医療機関での個別健診を希望する場合は、希望する医療機関へ直接問い合わせてください。 
　・正しく健康状態をチェックするため、健診の当日は食事を取らずに受診してください。 
■問合先　保健福祉センター成人保健係（内線２９０）  
 
　骨粗しょう症になると、背中や腰に痛みがおこったり、骨折しやすくなります。さらにそ
れが原因で寝たきりになることもあります。 
　いつまでも骨美人で健やかな生活をおくるため、骨密度を測定して骨の状態を確認してみ
ませんか。 
■検診日程　５月下旬より開始 
■場所 
　○県立五條病院（検査の曜日は火曜日＝午前のみ、水曜日＝午前・午後） 
　○大塔診療所（診療時間内で検査） 
　※所要時間は１人２０分程度 
　※受診申込者には後日、検診日時を通知します。  
■対象者　満２０歳～満６４歳 
　　　　　※次の場合は検診を受診できません 
　　　　　　・妊娠中の人 
　　　　　　・３年以内に五條市の骨粗しょう症検診を受診した人  
　　　　　　・過去の健診で「要医療」と判定された人  
　　　　　　・現在骨粗しょう症の治療中の人 
■定員　７０人  
■検診の方法　レントゲンで骨密度を測定 
■検診費用　７００円 
■申込期限　４月２８日（金） 
■その他　検診結果は後日配布 
■申込・問合先　保健福祉センター成人保健係（内線２９０） 
 
■実施期間　４月１日（土）～平成１９年２月２８日（水） 
■場所　県内の指定医療機関（詳細については問い合わせてください） 
■対象者　２０歳以上の女性 

■内容　子宮頚部がん検診、子宮体部がん検診（必要な人のみ）  
■費用　子宮頚部がん検診のみ＝２，０００円 
　　　　子宮体部検診を併せて実施＝２，９００円 （ただし７０歳以上の人は無料） 
■受診方法　カルム五條で配布する受診券を持って指定医療機関を受診してください。 
■その他　集団検診については広報五條７月号でお知らせします。 
■問合先　保健福祉センター成人保健係（内線２９０） 

基本健康診査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
骨粗しょう症検診 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
県内指定医療機関で 
受ける子宮がん検診 

胃がん検診 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成１８年度予防接種 

　市内指定医療機関で受ける胃がん検診を実施します。
胃がん集団検診については、広報五條９月号でお知
らせします。 
■実施期間　４月１日（土）～平成１９年２月２８日（火） 
■場所　市内の指定医療機関（別表のとおり） 
■対象者　市内に在住で４０歳以上の人 
　　　　　＊ただし次の場合は受けられません  
　　　　　　▽胃の病気で治療中の人  
　　　　　　▽胃の手術をした人 
　　　　　　▽６か月以内に胃の検診を受けた人 
　　　　　　▽妊娠中の人  
■検査方法　胃部エックス線検査 
■費用　２，０００円（ただし７０歳以上の人は無料） 
■申込方法　実施期間中に指定医療機関で検診日を

予約してください。 
■問合先　保健福祉センター成人保健係（内線２９０） 
 
 
　４月からの予防接種は次のとおり実施しますので該当児は接種してください。 
　従来と変更されている予防接種があります。特に麻しん・風しん予防接種は対象年齢が変
更されているので注意してください。 
　対象児には個人通知をしますが、もれている児については接種日を確認して接種してくだ
さい。不明な点については、カルム五條まで問い合わせてください。 
■問合先　保健福祉センター母子保健係（内線２８９） 

保健福祉センターからのお知らせ 保健福祉センターからのお知らせ 保健福祉センターからのお知らせ 
成人対象 成人対象 

乳幼児対象 

大川橋診療所 ☎22-2447 
鎌田医院 ☎22-3138 
鎌田医院賀名生診療所 ☎32-0525 
後藤医院 ☎22-2695 
寒川医院 ☎22-2120  
杉　医院 ☎24-0003 
辻田クリニック ☎25-4145  
前防医院 ☎22-2072 
槇野医院 ☎22-2004 
山田医院 ☎22-2039 
山本胃腸科 ☎25-2555

別表  市内指定医療機関名（５０音順） 

 医療機関名 電話番号 

ポリオ 
4月10日（月）・14日（金）  平成17年6月～10月生まれ 平成16年8月～12月生まれ 
5月12日（金）  平成17年11月生まれ 平成17年1月～3月生まれ 
6月12日（月）  平成17年12月生まれ 平成17年4月生まれ 
7月14日（金）  平成18年1月生まれ 平成17年5月生まれ 
8月11日（金）   平成18年2月生まれ 平成17年6月生まれ・平成17年8月生まれ 
9月 8日（金）  平成18年3月生まれ 平成17年7月生まれ・平成17年9月～11月生まれ 
ＢＣＧ 
4月26日（水） 平成17年12月生まれ  
5月24日（水） 平成18年1月生まれ  
6月28日（水） 平成18年2月生まれ 
7月26日（水） 平成18年3月生まれ 
8月23日（水） 平成18年4月生まれ  
9月27日（水） 平成18年5月生まれ 
※4か月健診と同時実施になります。  
麻しん・風しん混合  
4月3日（月）～4月 8日（土） 平成17年1月～3月生まれ 
5月8日（月）～5月13日（土） 平成17年4月生まれ 
6月5日（月）～6月10日（土） 平成17年5月生まれ 
7月3日（月）～7月 8日（土） 平成17年6月生まれ 
8月7日（月）～8月12日（土） 平成17年7月生まれ 
9月4日（月）～9月 9日（土） 平成17年8月生まれ 
※麻しんまたは風しんに既にり患した場合は連絡してください。 
三種混合 
4月10日（月）～4月22日（土）   平成16年2月～7月生まれ 
5月15日（月）～5月27日（土）  平成17年7月～10月生まれ 
6月10日（土）～6月24日（土）  平成17年11月生まれ  
7月10日（月）～7月22日（土）  平成17年12月生まれ 平成16年8月～10月生まれ 
8月21日（月）～9月 2日（土）  平成18年1月生まれ 
9月11日（月）～9月23日（土）  平成18年2月生まれ 平成16年11月～平成17年1月生まれ 
※初回は3回接種する必要があります。追加は、初回3回目後1年たってからの接種になります。母子手帳で
確認後接種してください。 

 実　施　日 対　象　児 

初回初回 初回 追加追加 追加 

初回初回 初回 追加追加 追加 

初回初回 初回 追加追加 追加 

初回初回 初回 追加追加 追加 

初回初回 初回 追加追加 追加 

初回初回 初回 追加追加 追加 

追加追加 追加 

初回初回 初回 

初回初回 初回 

初回初回 初回 追加追加 追加 

初回初回 初回 

初回初回 初回 追加追加 追加 
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カルム五條では、赤ちゃんからお年寄り
まですべての市民の皆さんの健康相談
を受け付けています。  
お気軽にご利用ください。 

カルム五條 
（保健福祉センタ－）  

☎22-4001 
内線289，290 
FAX22-6585

　基本健康診査は、職場等の健康診断を受ける機会のない４０歳以上の人を対象に実施してい
ます。健康診査では、現在の健康状態をチェックすることにより、生活習慣病の予防や早期
発見をすることができます。年１回の健康管理にぜひご活用ください。  
　健診は、医療機関で受ける個別健診と日程・年齢を定めた集団健診があります。 
　満６５歳以上の人は、個別・集団のいずれかで受診することができます。 
■対象年齢による実施場所および実施期間 
○医療機関で受ける個別診断 
　▼実施期間　４月～平成１９年２月末 
　▼場所　市内の医療機関（五條病院を除く） 
　▼対象　満４０歳以上の人 
○集団による検診 
　▼実施期間　７月３日（月）～７月１０日（月）（土・日曜日は除く） 
　▼場所　大塔町（２か所）、西吉野町（４か所） 
　▼対象　満６５歳以上の人 
　▼その他　詳細は広報五條６月号でお知らせします 
■料金　１，０００円（便潜血検査実施者は１，２００円）※ただし７０才以上は無料 
■内容　問診、身体測定、血圧、尿検査、心電図、血液検査（Ｂ型肝炎ウイルス検査・貧血・

糖尿病・肝臓機能・高脂血症等）、大腸がん便潜血反応検査（希望者のみ）、Ｃ型
肝炎ウイルス検査（対象者のみ） 

※Ｃ型肝炎ウイルス検査の対象者 
　・健診受診時満４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０歳の人（誕生月に通知します） 
　・上記の年齢以外で医師が必要と認めた人 
■その他 
　・満６５歳以上の人が健診を受ける場合は、高齢者問診票に記入してください。 
　・医療機関での個別健診を希望する場合は、希望する医療機関へ直接問い合わせてください。 
　・正しく健康状態をチェックするため、健診の当日は食事を取らずに受診してください。 
■問合先　保健福祉センター成人保健係（内線２９０）  
 
　骨粗しょう症になると、背中や腰に痛みがおこったり、骨折しやすくなります。さらにそ
れが原因で寝たきりになることもあります。 
　いつまでも骨美人で健やかな生活をおくるため、骨密度を測定して骨の状態を確認してみ
ませんか。 
■検診日程　５月下旬より開始 
■場所 
　○県立五條病院（検査の曜日は火曜日＝午前のみ、水曜日＝午前・午後） 
　○大塔診療所（診療時間内で検査） 
　※所要時間は１人２０分程度 
　※受診申込者には後日、検診日時を通知します。  
■対象者　満２０歳～満６４歳 
　　　　　※次の場合は検診を受診できません 
　　　　　　・妊娠中の人 
　　　　　　・３年以内に五條市の骨粗しょう症検診を受診した人  
　　　　　　・過去の健診で「要医療」と判定された人  
　　　　　　・現在骨粗しょう症の治療中の人 
■定員　７０人  
■検診の方法　レントゲンで骨密度を測定 
■検診費用　７００円 
■申込期限　４月２８日（金） 
■その他　検診結果は後日配布 
■申込・問合先　保健福祉センター成人保健係（内線２９０） 
 
■実施期間　４月１日（土）～平成１９年２月２８日（水） 
■場所　県内の指定医療機関（詳細については問い合わせてください） 
■対象者　２０歳以上の女性 

■内容　子宮頚部がん検診、子宮体部がん検診（必要な人のみ）  
■費用　子宮頚部がん検診のみ＝２，０００円 
　　　　子宮体部検診を併せて実施＝２，９００円 （ただし７０歳以上の人は無料） 
■受診方法　カルム五條で配布する受診券を持って指定医療機関を受診してください。 
■その他　集団検診については広報五條７月号でお知らせします。 
■問合先　保健福祉センター成人保健係（内線２９０） 

基本健康診査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
骨粗しょう症検診 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
県内指定医療機関で 
受ける子宮がん検診 

胃がん検診 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成１８年度予防接種 

　市内指定医療機関で受ける胃がん検診を実施します。
胃がん集団検診については、広報五條９月号でお知
らせします。 
■実施期間　４月１日（土）～平成１９年２月２８日（火） 
■場所　市内の指定医療機関（別表のとおり） 
■対象者　市内に在住で４０歳以上の人 
　　　　　＊ただし次の場合は受けられません  
　　　　　　▽胃の病気で治療中の人  
　　　　　　▽胃の手術をした人 
　　　　　　▽６か月以内に胃の検診を受けた人 
　　　　　　▽妊娠中の人  
■検査方法　胃部エックス線検査 
■費用　２，０００円（ただし７０歳以上の人は無料） 
■申込方法　実施期間中に指定医療機関で検診日を

予約してください。 
■問合先　保健福祉センター成人保健係（内線２９０） 
 
 
　４月からの予防接種は次のとおり実施しますので該当児は接種してください。 
　従来と変更されている予防接種があります。特に麻しん・風しん予防接種は対象年齢が変
更されているので注意してください。 
　対象児には個人通知をしますが、もれている児については接種日を確認して接種してくだ
さい。不明な点については、カルム五條まで問い合わせてください。 
■問合先　保健福祉センター母子保健係（内線２８９） 

保健福祉センターからのお知らせ 保健福祉センターからのお知らせ 保健福祉センターからのお知らせ 
成人対象 成人対象 

乳幼児対象 

大川橋診療所 ☎22-2447 
鎌田医院 ☎22-3138 
鎌田医院賀名生診療所 ☎32-0525 
後藤医院 ☎22-2695 
寒川医院 ☎22-2120  
杉　医院 ☎24-0003 
辻田クリニック ☎25-4145  
前防医院 ☎22-2072 
槇野医院 ☎22-2004 
山田医院 ☎22-2039 
山本胃腸科 ☎25-2555

別表  市内指定医療機関名（５０音順） 

 医療機関名 電話番号 

ポリオ 
4月10日（月）・14日（金）  平成17年6月～10月生まれ 平成16年8月～12月生まれ 
5月12日（金）  平成17年11月生まれ 平成17年1月～3月生まれ 
6月12日（月）  平成17年12月生まれ 平成17年4月生まれ 
7月14日（金）  平成18年1月生まれ 平成17年5月生まれ 
8月11日（金）   平成18年2月生まれ 平成17年6月生まれ・平成17年8月生まれ 
9月 8日（金）  平成18年3月生まれ 平成17年7月生まれ・平成17年9月～11月生まれ 
ＢＣＧ 
4月26日（水） 平成17年12月生まれ  
5月24日（水） 平成18年1月生まれ  
6月28日（水） 平成18年2月生まれ 
7月26日（水） 平成18年3月生まれ 
8月23日（水） 平成18年4月生まれ  
9月27日（水） 平成18年5月生まれ 
※4か月健診と同時実施になります。  
麻しん・風しん混合  
4月3日（月）～4月 8日（土） 平成17年1月～3月生まれ 
5月8日（月）～5月13日（土） 平成17年4月生まれ 
6月5日（月）～6月10日（土） 平成17年5月生まれ 
7月3日（月）～7月 8日（土） 平成17年6月生まれ 
8月7日（月）～8月12日（土） 平成17年7月生まれ 
9月4日（月）～9月 9日（土） 平成17年8月生まれ 
※麻しんまたは風しんに既にり患した場合は連絡してください。 
三種混合 
4月10日（月）～4月22日（土）   平成16年2月～7月生まれ 
5月15日（月）～5月27日（土）  平成17年7月～10月生まれ 
6月10日（土）～6月24日（土）  平成17年11月生まれ  
7月10日（月）～7月22日（土）  平成17年12月生まれ 平成16年8月～10月生まれ 
8月21日（月）～9月 2日（土）  平成18年1月生まれ 
9月11日（月）～9月23日（土）  平成18年2月生まれ 平成16年11月～平成17年1月生まれ 
※初回は3回接種する必要があります。追加は、初回3回目後1年たってからの接種になります。母子手帳で
確認後接種してください。 

 実　施　日 対　象　児 

初回初回 初回 追加追加 追加 

初回初回 初回 追加追加 追加 

初回初回 初回 追加追加 追加 

初回初回 初回 追加追加 追加 

初回初回 初回 追加追加 追加 

初回初回 初回 追加追加 追加 

追加追加 追加 

初回初回 初回 

初回初回 初回 

初回初回 初回 追加追加 追加 

初回初回 初回 

初回初回 初回 追加追加 追加 
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募集 催し 

講座 

本 

本 本 

◎映画会 
　①ハリーポッターと賢者の石（午前９時～１１時３０分） 
　②ハリーポッターと秘密の部屋（午前１１時４０分～午後２時２０分） 
　③ハリーポッターとアズカバンの囚人（午後２時３０分～４時５０分） 
※映画を鑑賞するには整理券が必要です。整理券は博物館３階受
付で当日午前８時３０分から先着順で配布します。 
◎琴・三味線・大正琴 
◎お話－朗読－ 
◎お茶席（お茶菓子代として実費をいただきます） 
◎学芸員トーク 
◎フリーマーケット（雨天中止） 
当日は送迎バスがあります 
■問合先　市立五條文化博物館友の会事務局  ☎２４-２０１１ 

■場所　五條文化博物館隣接地１区画２ｍ×２ｍ　雨天中止 
■注意　衛生管理のため、食品類の販売は不可 
■受付期間　4月15日（土）まで（ただし先着順で５０区画になり
しだい締め切ります。）   
■出店に関する問合先 
　五條文化博物館友の会フリーマーケット係（千本） 
　☎090-4645-8628

第6回 博 物 館 まつり 
日時 ４月２３日（日） 
 午前９時～午後５時 

主催 市立五條文化博物館 
 友の会 

博物館無料開放で催し物がいっぱい博物館無料開放で催し物がいっぱい

フリーマーケット出店者募集中 

■日時　5月14日（日）午後2時～4時 
■会場　市立五條文化博物館１階研修室 
■定員　50人（事前に申し込んでください）  
■テーマ　「寺子屋から学校へ」 
■講師　梅村佳代先生（奈良教育大学教授教育史）  
■参加費　入館料で参加できます 
■問合先　市立五條文化博物館　☎24-2011

記念講演会  

いま・むかし学 校 
市立五條文化博物館平成１８年度春季特別展 

４月２９日（土・祝）開幕 
■会場 
　博物館３階特別展示室 
■開館時間 
　午前９時～午後５時（入館受付午後４時３０分まで） 
（毎週月曜日休館）  
■問合先　市立五條文化博物館　☎２４-２０１１ 
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課

農
林
係
ま
で
電
話
で
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。
郵
送
で
種
子

を
送
付
し
ま
す
。
な
お
農
林
課

窓
口
で
も
直
接
配
布
し
ま
す
。

（
先
着
２
０
０
人
ま
で
、な
く
な

り
し
だ
い
終
了
し
ま
す
。
） 

■
問
合
先 

農
林
課
農
林
係 （

内
線
２
７
２
） 

 

み
ん
な
で
、歩
き
ま
せ
ん
か
！ 

 

　
楽
し
く
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
体
験

し
て
み
ま
せ
ん
か
。 

■
日
時
　
５
月
１３
日（
土
） 

午
前
１０
時
〜
１１
時
３０
分 

■
場
所
　
上
野
公
園（
雨
天
の
場

合
二
見
文
化
体
育
セ
ン
タ
ー
） 

■
定
員
　
３０
人 

■
内
容
　
４
km
程
度
の
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ 

■
指
導
者
　
五
條
市
運
動
普
及

推
進
員 

■
持
ち
物
　
運
動
の
で
き
る
服
装
、

タ
オ
ル
、水
分
補
給
の
で
き
る

も
の
、雨
天
の
場
合
上
履
き 

■
申
込
締
切
　
５
月
１１
日（
木
） 

■
申
込
・
問
合
先 

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
保

健
係 

（
内
線
２
９
０
） 

 
風
の
つ
ば
さ
の
会 

会
員
募
集 

 

　
ジ
ュ
ニ
ア
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
を

目
指
し
活
動
し
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
の「
風
の
つ
ば
さ
の
会
」で

は
、会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。 

■
対
象
者
　
中
学
生
・
高
校
生
が

主
体（
大
学
生
ま
で
）で
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
・
青
少
年
健
全
育

成
事
業
に
理
解
の
あ
る
人 

■
そ
の
他
　
行
事
内
容
や
会
則

等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、青
少

年
セ
ン
タ
ー
ま
で
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。 

■
申
込
・
問
合
先 

青
少
年
セ
ン
タ
ー （内

線
３
１
５
） 

☎
２
４
・
３
０
０
４ 

　
五
條
市
本
町
３
丁
目
１
ー
１３ 

 

ふ
れ
あ
い
文
通 利
用
者
募
集 

 

　
五
條
市
社
会
福
祉
協
議
会
で

は
吉
野
町
社
会
福
祉
協
議
会
と

共
同
で
実
施
す
る
ふ
れ
あ
い
文
通

を
通
し
て
、高
齢
者
の
人
と
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
が
手
紙
の
や
り
取
り
を

行
い
心
の
交
流
を
図
っ
て
い
ま
す
。

吉
野
町
の
文
通
相
手
と
手
紙
の

や
り
と
り
を
行
う
高
齢
者
お
よ
び

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。 

　
月
に
１
回
程
度
、遠
く
離
れ
た

吉
野
の
人
と
文
通
を
楽
し
み
ま

せ
ん
か
。 

■
申
込
・
問
合
先 

五
條
市
社
会
福
祉
協
議
会 

☎
２
４
・
４
１
５
２ 

 

西
吉
野
え
え
と
こ
見
つ
け
隊 

「
西
吉
野
再
発
見
」 

企
画
ス
タ
ッ
フ
募
集 

 

　
五
條
市
社
会
福
祉
協
議
会
は
、

若
い
世
代
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が「
自

分
の
生
ま
れ
た
地
域
が
好
き
」
と

思
え
る
た
め
に
、大
人
が
今
そ
の

良
さ
を
伝
え
て
い
こ
う
と
考
え
て

い
ま
す
。 

　
そ
こ
で
今
回
、西
吉
野
エ
リ
ア

の
「
え
え
と
こ
」
を
み
ん
な
で
考

え
広
く
伝
え
る
た
め
の
活
動
に
取

り
組
む
に
あ
た
り
、協
力
い
た
だ

け
る
人
を
募
集
し
ま
す
。 

■
募
集
期
間
　
４
月
１０
日
（
月
）

〜
５
月
１０
日（
水
） 

■
申
込
方
法
　
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ

Ｘ
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

■
申
込
・
問
合
先 

五
條
市
社
会
福
祉
協
議
会
西

吉
野
支
所 

☎
３
３
・
０
２
９
４ 

Ｆ
Ａ
Ｘ
３
３
・
９
２
２
０ 

     

手
作
り
ア
ク
セ
サ
リ
ー
講
座 

 

　
今
年
か
ら
新
た
に
「
手
作
り
お

し
ゃ
れ
講
座
」
が
中
央
公
民
館
の

セ
ミ
ナ
ー
に
加
わ
り
ま
し
た
。
１

回
目
は
手
作
り
ア
ク
セ
サ
リ
ー
講

座
で
す
。
ネ
ッ
ク
レ
ス
、指
輪
、イ

ヤ
リ
ン
グ(

ピ
ア
ス)

な
ど
ビ
ー
ズ

を
使
っ
た
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
作
っ

て
み
ま
し
ょ
う
。 

■
日
時
　
５
月
８
日（
月
） 

　
　
　
午
後
１
時
〜
３
時 

■
場
所
　
中
央
公
民
館 

■
定
員
　
２０
人（
五
條
市
に
在
住

ま
た
は
勤
務
の
１８
歳
以
上
の

男
女
） 

■
テ
ー
マ
　
フ
ラ
ワ
ー
モ
チ
ー
フ

の
Ｙ
字
ペ
ン
ダ
ン
ト
ほ
か
２
点 

■
指
導
者
　
松
本
美
央
先
生
ほ
か 

■
参
加
費
　
１
，３
０
０
円（
材
料

費
１
，０
０
０
円
、利
用
団
体
連

絡
協
議
会
費
３
０
０
円
） 

■
持
ち
物
　
ビ
ー
ズ
の
作
業
を
す

る
時
の
敷
物
（
柄
の
無
い
ハ
ン

カ
チ
な
ど
） 

■
申
込
方
法
　
４
月
２４
日
（
月
）

ま
で
に
参
加
費
を
添
え
て
中
央

公
民
館
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。 

■
そ
の
他
　
託
児
有
り（
２
歳
以

上
就
学
前
の
幼
児
・
要
予
約
・

無
料
） 

■
申
込
・
問
合
先 

中
央
公
民
館 

☎
２
４
・
２
０
０
１ 

 

ト
ー
ル
ペ
イ
ン
ト
講
座 

 

　
フ
ロ
ー
ラ
ル
セ
ミ
ナ
ー
に「
ト
ー

ル
ペ
イ
ン
ト
講
座
」が
登
場
し
ま
す
。

ボ
ー
ド
や
小
物
に
花
を
描
い
て
、

暮
ら
し
を
華
や
か
に
演
出
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
初
心
者
で
も
参
加
で

き
ま
す
。 

■
日
時
　
５
月
１１
日（
木
） 

午
前
９
時
３０
分
〜
正
午 

■
場
所
　
中
央
公
民
館 

■
定
員
　
２０
人（
五
條
市
に
在
住

ま
た
は
勤
務
の
１８
歳
以
上
の

男
女
） 

■
テ
ー
マ
　
お
花
を
描
い
た
ウ
エ

ル
カ
ム
ボ
ー
ド
で
玄
関
を
華
や

か
に
！ 

■
指
導
者
　
林
早
苗
先
生（
ア
ト

リ
エ
・
フ
ァ
ニ
ー
フ
ェ
イ
ス
） 

■
参
加
費
　
１
，２
０
０
円（
材
料

費
９
０
０
円
、利
用
団
体
連
絡

協
議
会
費
３
０
０
円
） 

■
持
ち
物
　
ト
ー
ル
ペ
イ
ン
ト
用

丸
筆
４
号
、ラ
イ
ナ
ー
筆
０
号
。

筆
ふ
き
タ
オ
ル
か
キ
ッ
チ
ン
ペ
ー

パ
ー
、牛
乳
パ
ッ
ク
２
本
分（
上

半
分
は
開
い
て
、下
半
分
は
水

入
れ
に
し
ま
す
。
）、裏
が
白
い

紙（
包
装
紙
な
ど
）、エ
プ
ロ
ン 

※
筆
が
無
い
場
合
は
、丸
筆
４
号

（
４
０
０
円
）
、ラ
イ
ナ
ー
筆
０

号（
３
５
０
円
）を
用
意
し
ま
す
。

申
込
時
に
注
文
し
て
く
だ
さ
い 

■
申
込
方
法
　
４
月
２７
日
（
木
）

ま
で
に
参
加
費
を
添
え
て
中
央

公
民
館
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。 

■
そ
の
他
　
託
児
有
り（
２
歳
以

上
就
学
前
の
幼
児
・
要
予
約
・

無
料
） 

■
申
込
・
問
合
先 

中
央
公
民
館 

☎
２
４
・
２
０
０
１ 

 

手
話
講
習
会（
入
門
課
程
） 

 

　
聴
覚
障
害
の
皆
さ
ん
と
楽
し

く
交
流
で
き
る
よ
う
に
手
話
の
技

術
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。
日
常

会
話
を
行
う
の
に
必
要
な
手
話

表
現
を
基
礎
か
ら
学
び
ま
す
。 

■
日
時
　
５
月
１２
日
（
金
）〜
１２

月
２２
日（
金
） 

毎
週
金
曜
日 

午
後
７
時
〜
９
時 

■
場
所 

福
祉
セ
ン
タ
ー（
新
町
３
丁
目
） 

■
対
象
　
市
内
に
在
住
ま
た
は

勤
務
す
る
手
話
に
興
味
の
あ
る

人 

■
定
員
　
２５
人 

■
受
講
料
　
無
料（
テ
キ
ス
ト
代

は
実
費
） 

■
申
込
締
切
　
５
月
２
日（
火
） 

■
申
込
・
問
合
先 

五
條
市
社
会
福
祉
協
議
会 

☎
２
４
・
４
１
５
２ 

 

生
花
教
室 

 

　
五
條
市
茶
華
道
協
会
で
は「
生

花
教
室
」
を
行
い
ま
す
。 

■
日
時
　
未
生
流
＝
毎
月
第
１

水
曜
日 

未
生
流
大
阪
＝
毎
月
第
２
水

曜
日 

嵯
峨
御
流
＝
毎
月
第
３
水
曜

日 無
双
真
古
流
・
池
坊
＝
毎
月
第

４
水
曜
日 

（
い
ず
れ
も
午
前
１０
時
〜
正
午
） 

■
場
所
　
中
央
公
民
館 

■
講
師
　
各
流
派
代
表
者 

■
費
用
　
花
代
自
費
、利
用
団
体

連
絡
協
議
会
費
３
０
０
円 

■
持
ち
物 

は
さ
み
、花
留
、花
器 

■
申
込
・
問
合
先 

五
條
市
茶
華
道
協
会（
杉
山
） 

☎
２
２
・
４
５
７
１ 

     

第
２４
市
民
球
技
大
会 

                         
 

■
総
合
開
会
式
日
時
　
５
月
１４

日（
日
） 

午
前
８
時
３０
分
か
ら 

■
場
所
　
上
野
公
園
多
目
的
グ

ラ
ウ
ン
ド 

■
そ
の
他
　
大
会
出
場
者
は
必

ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い 

 

球
技
大
会
参
加
者
募
集 

 

■
種
目 

□
バ
レ
ー
ボ
ー
ル 

▼
種
別
　
①
ジ
ュ
ニ
ア
の
部（
市
内

の
小
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
）

②
中
学
生
の
部（
市
内
の
中
学

校
に
在
籍
す
る
生
徒
）
③
一
般

の
部（
市
内
に
在
住
ま
た
は
市

内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人
） 

□
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス 

▼
種
別
　
①
一
般
の
部
　
②
中
学

生
の
部
　
③
Ｏ
Ｇ
の
部
　
④
Ｂ

級
の
部 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
ま
た

は
市
内
の
事
業
所
に
勤
務
す

る
人
、学
生
は
１１
歳
以
上
、Ｏ
Ｇ
・

Ｂ
の
部
は
初
心
者
に
限
り
ま
す
。

ま
た
同
一
選
手
の
２
種
目
出
場

は
不
可 

□
卓
球 

▼
種
別
　
①
シ
ン
グ
ル
ス
の
部
　

②
ダ
ブ
ル
ス
の
部 

▼
参
加
資
格
　
中
学
生
以
上
で
市

内
に
在
住
ま
た
は
市
内
の
事

業
所
に
勤
務
す
る
人 

□
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル 

▼
種
別
　
①
男
子
の
部
　
②
女
子

の
部 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
の
人

（
た
だ
し
軟
式
野
球
連
盟
登
録

者
は
出
場
不
可
） 

□
サ
ッ
カ
ー 

▼
チ
ー
ム
編
成
　
市
内
に
在
住
ま

た
は
市
内
の
事
業
所
に
勤
務

す
る
人
お
よ
び
市
内
の
学
校
に

在
籍
す
る
生
徒
で
編
成
さ
れ

た
チ
ー
ム
　 

□
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル 

▼
種
別
　
①
小
学
校
の
部
　
②
中

学
校
の
部
　
③
高
校
の
部
　

④
一
般
の
部 

▼
チ
ー
ム
編
成
　
エ
ン
ト
リ
ー
メ

ン
バ
ー
は
１５
人
以
内
、監
督
１
人
、

コ
ー
チ
１
人
、マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
１

人
計
１８
人
以
下
。 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
ま
た

は
市
内
事
業
所
・
学
校
に
勤
務
・

在
籍
す
る
人 

□
テ
ニ
ス 

▼
種
別
　
①
男
子
ダ
ブ
ル
ス
　
②

女
子
ダ
ブ
ル
ス
　
③
混
合
ダ
ブ

ル
ス 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
か
市

内
の
事
業
所
・
学
校
に
勤
務
・

在
籍
す
る
人 

□
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
か
市

内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人 

□
ペ
タ
ン
ク 

▼
実
施
日
　
５
月
１８
日
（
木
）
に

予
定 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
か
市

内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人 

□
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ 

▼
実
施
日
　
６
月
１１
日
（
日
）
に

予
定 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
か
市

内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人 

□
軟
式
野
球 

▼
実
施
日
　
８
月
２７
日
（
日
）
か

ら
予
定 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
か
市

内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人 

■
申
込
方
法
　
参
加
希
望
者
は

４
月
２５
日
（
火
）
ま
で
に
生
涯

学
習
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興
室
体

育
係
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

■
申
込
・
問
合
先 

生
涯
学
習
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興

室
体
育
係 

（
内
線
８
１
２
、８
２
２
） 

 

五
條
バ
ウ
ム
学
芸
員
ト
ー
ク  

  
 

休
日
の
ひ
と
時
、歴
史
の
好
き

な
人
同
士
で
歴
史
や
文
化
財
の
こ

と
を
語
り
合
い
ま
せ
ん
か
。 

■
日
時
　
４
月
２３
日
（
日
）
午
前

１０
時
か
ら 

■
場
所 

市
立
五
條
文
化
博
物
館 

■
定
員
　
２０
人 

■
今
月
の
話
題
提
供
者 

石
部
正
志（
博
物
館
長
） 
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第6回 博 物 館 まつり 
日時 ４月２３日（日） 
 午前９時～午後５時 

主催 市立五條文化博物館 
 友の会 

博物館無料開放で催し物がいっぱい博物館無料開放で催し物がいっぱい

フリーマーケット出店者募集中 

■日時　5月14日（日）午後2時～4時 
■会場　市立五條文化博物館１階研修室 
■定員　50人（事前に申し込んでください）  
■テーマ　「寺子屋から学校へ」 
■講師　梅村佳代先生（奈良教育大学教授教育史）  
■参加費　入館料で参加できます 
■問合先　市立五條文化博物館　☎24-2011

記念講演会  

いま・むかし学 校 
市立五條文化博物館平成１８年度春季特別展 

４月２９日（土・祝）開幕 
■会場 
　博物館３階特別展示室 
■開館時間 
　午前９時～午後５時（入館受付午後４時３０分まで） 
（毎週月曜日休館）  
■問合先　市立五條文化博物館　☎２４-２０１１ 

    

か
ぼ
ち
ゃ
重
量
コ
ン
テ
ス
ト 

ジ
ャ
ン
ボ
か
ぼ
ち
ゃ
作
り
に

挑
戦
し
ま
せ
ん
か 

 

　
五
條
吉
野
魅
惑
体
験
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
が
本
年
の
春
か
ら
秋
に
か
け

て
五
條
・
吉
野
地
域（
１２
市
町
村
）

で
開
催
さ
れ
ま
す
。
１０
月
２２
日
に

セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
、吉

野
川
水
辺
の
楽
校
メ
イ
ン
広
場
で

開
催
さ
れ
、イ
ベ
ン
ト
の
ひ
と
つ
と

し
て「
か
ぼ
ち
ゃ
重
量
コ
ン
テ
ス
ト
」

を
行
い
ま
す
。 

　
か
ぼ
ち
ゃ
を
自
ら
丹
誠
込
め
て

栽
培
し
育
て
る
楽
し
み
や
達
成
感
、

コ
ン
テ
ス
ト
で
競
い
合
う
こ
と
に

よ
り
そ
の
成
果
を
評
価
さ
れ
る
喜

び
を
体
験
で
き
ま
す
。 

■
コ
ン
テ
ス
ト
開
催
日
　
１０
月
２２

日
（
日
）
当
日
表
彰
式
を
行
い

ま
す（
賞
品
有
り
） 

■
開
催
場
所
　
吉
野
川
水
辺
の

楽
校
メ
イ
ン
広
場（
吉
野
川
右

岸
大
川
橋
上
流
） 

■
種
子
配
布
期
限
　
４
月
２８
日（
金
） 

■
申
込
方
法
　
市
役
所
農
林
課

農
林
係
ま
で
電
話
で
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。
郵
送
で
種
子

を
送
付
し
ま
す
。
な
お
農
林
課

窓
口
で
も
直
接
配
布
し
ま
す
。

（
先
着
２
０
０
人
ま
で
、な
く
な

り
し
だ
い
終
了
し
ま
す
。
） 

■
問
合
先 

農
林
課
農
林
係 （

内
線
２
７
２
） 

 

み
ん
な
で
、歩
き
ま
せ
ん
か
！ 

 

　
楽
し
く
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
体
験

し
て
み
ま
せ
ん
か
。 

■
日
時
　
５
月
１３
日（
土
） 

午
前
１０
時
〜
１１
時
３０
分 

■
場
所
　
上
野
公
園（
雨
天
の
場

合
二
見
文
化
体
育
セ
ン
タ
ー
） 

■
定
員
　
３０
人 

■
内
容
　
４
km
程
度
の
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ 

■
指
導
者
　
五
條
市
運
動
普
及

推
進
員 

■
持
ち
物
　
運
動
の
で
き
る
服
装
、

タ
オ
ル
、水
分
補
給
の
で
き
る

も
の
、雨
天
の
場
合
上
履
き 

■
申
込
締
切
　
５
月
１１
日（
木
） 

■
申
込
・
問
合
先 

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
保

健
係 

（
内
線
２
９
０
） 

 

風
の
つ
ば
さ
の
会 

会
員
募
集 

 

　
ジ
ュ
ニ
ア
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
を

目
指
し
活
動
し
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
の「
風
の
つ
ば
さ
の
会
」で

は
、会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。 

■
対
象
者
　
中
学
生
・
高
校
生
が

主
体（
大
学
生
ま
で
）で
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
・
青
少
年
健
全
育

成
事
業
に
理
解
の
あ
る
人 

■
そ
の
他
　
行
事
内
容
や
会
則

等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、青
少

年
セ
ン
タ
ー
ま
で
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。 

■
申
込
・
問
合
先 

青
少
年
セ
ン
タ
ー （内

線
３
１
５
） 

☎
２
４
・
３
０
０
４ 

　
五
條
市
本
町
３
丁
目
１
ー
１３ 

 

ふ
れ
あ
い
文
通 利
用
者
募
集 

 

　
五
條
市
社
会
福
祉
協
議
会
で

は
吉
野
町
社
会
福
祉
協
議
会
と

共
同
で
実
施
す
る
ふ
れ
あ
い
文
通

を
通
し
て
、高
齢
者
の
人
と
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
が
手
紙
の
や
り
取
り
を

行
い
心
の
交
流
を
図
っ
て
い
ま
す
。

吉
野
町
の
文
通
相
手
と
手
紙
の

や
り
と
り
を
行
う
高
齢
者
お
よ
び

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。 

　
月
に
１
回
程
度
、遠
く
離
れ
た

吉
野
の
人
と
文
通
を
楽
し
み
ま

せ
ん
か
。 

■
申
込
・
問
合
先 

五
條
市
社
会
福
祉
協
議
会 

☎
２
４
・
４
１
５
２ 

 

西
吉
野
え
え
と
こ
見
つ
け
隊 

「
西
吉
野
再
発
見
」 

企
画
ス
タ
ッ
フ
募
集 

 

　
五
條
市
社
会
福
祉
協
議
会
は
、

若
い
世
代
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が「
自

分
の
生
ま
れ
た
地
域
が
好
き
」
と

思
え
る
た
め
に
、大
人
が
今
そ
の

良
さ
を
伝
え
て
い
こ
う
と
考
え
て

い
ま
す
。 

　
そ
こ
で
今
回
、西
吉
野
エ
リ
ア

の
「
え
え
と
こ
」
を
み
ん
な
で
考

え
広
く
伝
え
る
た
め
の
活
動
に
取

り
組
む
に
あ
た
り
、協
力
い
た
だ

け
る
人
を
募
集
し
ま
す
。 

■
募
集
期
間
　
４
月
１０
日
（
月
）

〜
５
月
１０
日（
水
） 

■
申
込
方
法
　
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ

Ｘ
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

■
申
込
・
問
合
先 

五
條
市
社
会
福
祉
協
議
会
西

吉
野
支
所 

☎
３
３
・
０
２
９
４ 

Ｆ
Ａ
Ｘ
３
３
・
９
２
２
０ 

     

手
作
り
ア
ク
セ
サ
リ
ー
講
座 

 

　
今
年
か
ら
新
た
に
「
手
作
り
お

し
ゃ
れ
講
座
」
が
中
央
公
民
館
の

セ
ミ
ナ
ー
に
加
わ
り
ま
し
た
。
１

回
目
は
手
作
り
ア
ク
セ
サ
リ
ー
講

座
で
す
。
ネ
ッ
ク
レ
ス
、指
輪
、イ

ヤ
リ
ン
グ(

ピ
ア
ス)

な
ど
ビ
ー
ズ

を
使
っ
た
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
作
っ

て
み
ま
し
ょ
う
。 

■
日
時
　
５
月
８
日（
月
） 

　
　
　
午
後
１
時
〜
３
時 

■
場
所
　
中
央
公
民
館 

■
定
員
　
２０
人（
五
條
市
に
在
住

ま
た
は
勤
務
の
１８
歳
以
上
の

男
女
） 

■
テ
ー
マ
　
フ
ラ
ワ
ー
モ
チ
ー
フ

の
Ｙ
字
ペ
ン
ダ
ン
ト
ほ
か
２
点 

■
指
導
者
　
松
本
美
央
先
生
ほ
か 

■
参
加
費
　
１
，３
０
０
円（
材
料

費
１
，０
０
０
円
、利
用
団
体
連

絡
協
議
会
費
３
０
０
円
） 

■
持
ち
物
　
ビ
ー
ズ
の
作
業
を
す

る
時
の
敷
物
（
柄
の
無
い
ハ
ン

カ
チ
な
ど
） 

■
申
込
方
法
　
４
月
２４
日
（
月
）

ま
で
に
参
加
費
を
添
え
て
中
央

公
民
館
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。 

■
そ
の
他
　
託
児
有
り（
２
歳
以

上
就
学
前
の
幼
児
・
要
予
約
・

無
料
） 

■
申
込
・
問
合
先 

中
央
公
民
館 

☎
２
４
・
２
０
０
１ 

 

ト
ー
ル
ペ
イ
ン
ト
講
座 

 

　
フ
ロ
ー
ラ
ル
セ
ミ
ナ
ー
に「
ト
ー

ル
ペ
イ
ン
ト
講
座
」が
登
場
し
ま
す
。

ボ
ー
ド
や
小
物
に
花
を
描
い
て
、

暮
ら
し
を
華
や
か
に
演
出
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
初
心
者
で
も
参
加
で

き
ま
す
。 

■
日
時
　
５
月
１１
日（
木
） 

午
前
９
時
３０
分
〜
正
午 

■
場
所
　
中
央
公
民
館 

■
定
員
　
２０
人（
五
條
市
に
在
住

ま
た
は
勤
務
の
１８
歳
以
上
の

男
女
） 

■
テ
ー
マ
　
お
花
を
描
い
た
ウ
エ

ル
カ
ム
ボ
ー
ド
で
玄
関
を
華
や

か
に
！ 

■
指
導
者
　
林
早
苗
先
生（
ア
ト

リ
エ
・
フ
ァ
ニ
ー
フ
ェ
イ
ス
） 

■
参
加
費
　
１
，２
０
０
円（
材
料

費
９
０
０
円
、利
用
団
体
連
絡

協
議
会
費
３
０
０
円
） 

■
持
ち
物
　
ト
ー
ル
ペ
イ
ン
ト
用

丸
筆
４
号
、ラ
イ
ナ
ー
筆
０
号
。

筆
ふ
き
タ
オ
ル
か
キ
ッ
チ
ン
ペ
ー

パ
ー
、牛
乳
パ
ッ
ク
２
本
分（
上

半
分
は
開
い
て
、下
半
分
は
水

入
れ
に
し
ま
す
。
）、裏
が
白
い

紙（
包
装
紙
な
ど
）、エ
プ
ロ
ン 

※
筆
が
無
い
場
合
は
、丸
筆
４
号

（
４
０
０
円
）
、ラ
イ
ナ
ー
筆
０

号（
３
５
０
円
）を
用
意
し
ま
す
。

申
込
時
に
注
文
し
て
く
だ
さ
い 

■
申
込
方
法
　
４
月
２７
日
（
木
）

ま
で
に
参
加
費
を
添
え
て
中
央

公
民
館
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。 

■
そ
の
他
　
託
児
有
り（
２
歳
以

上
就
学
前
の
幼
児
・
要
予
約
・

無
料
） 

■
申
込
・
問
合
先 

中
央
公
民
館 

☎
２
４
・
２
０
０
１ 

 

手
話
講
習
会（
入
門
課
程
） 

 

　
聴
覚
障
害
の
皆
さ
ん
と
楽
し

く
交
流
で
き
る
よ
う
に
手
話
の
技

術
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。
日
常

会
話
を
行
う
の
に
必
要
な
手
話

表
現
を
基
礎
か
ら
学
び
ま
す
。 

■
日
時
　
５
月
１２
日
（
金
）〜
１２

月
２２
日（
金
） 

毎
週
金
曜
日 

午
後
７
時
〜
９
時 

■
場
所 

福
祉
セ
ン
タ
ー（
新
町
３
丁
目
） 

■
対
象
　
市
内
に
在
住
ま
た
は

勤
務
す
る
手
話
に
興
味
の
あ
る

人 

■
定
員
　
２５
人 

■
受
講
料
　
無
料（
テ
キ
ス
ト
代

は
実
費
） 

■
申
込
締
切
　
５
月
２
日（
火
） 

■
申
込
・
問
合
先 

五
條
市
社
会
福
祉
協
議
会 

☎
２
４
・
４
１
５
２ 

 
生
花
教
室 

 

　
五
條
市
茶
華
道
協
会
で
は「
生

花
教
室
」
を
行
い
ま
す
。 

■
日
時
　
未
生
流
＝
毎
月
第
１

水
曜
日 

未
生
流
大
阪
＝
毎
月
第
２
水

曜
日 

嵯
峨
御
流
＝
毎
月
第
３
水
曜

日 無
双
真
古
流
・
池
坊
＝
毎
月
第

４
水
曜
日 

（
い
ず
れ
も
午
前
１０
時
〜
正
午
） 

■
場
所
　
中
央
公
民
館 

■
講
師
　
各
流
派
代
表
者 

■
費
用
　
花
代
自
費
、利
用
団
体

連
絡
協
議
会
費
３
０
０
円 

■
持
ち
物 

は
さ
み
、花
留
、花
器 

■
申
込
・
問
合
先 

五
條
市
茶
華
道
協
会（
杉
山
） 

☎
２
２
・
４
５
７
１ 

     

第
２４
市
民
球
技
大
会 

                         
 

■
総
合
開
会
式
日
時
　
５
月
１４

日（
日
） 

午
前
８
時
３０
分
か
ら 

■
場
所
　
上
野
公
園
多
目
的
グ

ラ
ウ
ン
ド 

■
そ
の
他
　
大
会
出
場
者
は
必

ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い 

 

球
技
大
会
参
加
者
募
集 

 

■
種
目 

□
バ
レ
ー
ボ
ー
ル 

▼
種
別
　
①
ジ
ュ
ニ
ア
の
部（
市
内

の
小
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
）

②
中
学
生
の
部（
市
内
の
中
学

校
に
在
籍
す
る
生
徒
）
③
一
般

の
部（
市
内
に
在
住
ま
た
は
市

内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人
） 

□
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス 

▼
種
別
　
①
一
般
の
部
　
②
中
学

生
の
部
　
③
Ｏ
Ｇ
の
部
　
④
Ｂ

級
の
部 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
ま
た

は
市
内
の
事
業
所
に
勤
務
す

る
人
、学
生
は
１１
歳
以
上
、Ｏ
Ｇ
・

Ｂ
の
部
は
初
心
者
に
限
り
ま
す
。

ま
た
同
一
選
手
の
２
種
目
出
場

は
不
可 

□
卓
球 

▼
種
別
　
①
シ
ン
グ
ル
ス
の
部
　

②
ダ
ブ
ル
ス
の
部 

▼
参
加
資
格
　
中
学
生
以
上
で
市

内
に
在
住
ま
た
は
市
内
の
事

業
所
に
勤
務
す
る
人 

□
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル 

▼
種
別
　
①
男
子
の
部
　
②
女
子

の
部 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
の
人

（
た
だ
し
軟
式
野
球
連
盟
登
録

者
は
出
場
不
可
） 

□
サ
ッ
カ
ー 

▼
チ
ー
ム
編
成
　
市
内
に
在
住
ま

た
は
市
内
の
事
業
所
に
勤
務

す
る
人
お
よ
び
市
内
の
学
校
に

在
籍
す
る
生
徒
で
編
成
さ
れ

た
チ
ー
ム
　 

□
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル 

▼
種
別
　
①
小
学
校
の
部
　
②
中

学
校
の
部
　
③
高
校
の
部
　

④
一
般
の
部 

▼
チ
ー
ム
編
成
　
エ
ン
ト
リ
ー
メ

ン
バ
ー
は
１５
人
以
内
、監
督
１
人
、

コ
ー
チ
１
人
、マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
１

人
計
１８
人
以
下
。 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
ま
た

は
市
内
事
業
所
・
学
校
に
勤
務
・

在
籍
す
る
人 

□
テ
ニ
ス 

▼
種
別
　
①
男
子
ダ
ブ
ル
ス
　
②

女
子
ダ
ブ
ル
ス
　
③
混
合
ダ
ブ

ル
ス 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
か
市

内
の
事
業
所
・
学
校
に
勤
務
・

在
籍
す
る
人 

□
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
か
市

内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人 

□
ペ
タ
ン
ク 

▼
実
施
日
　
５
月
１８
日
（
木
）
に

予
定 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
か
市

内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人 

□
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ 

▼
実
施
日
　
６
月
１１
日
（
日
）
に

予
定 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
か
市

内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人 

□
軟
式
野
球 

▼
実
施
日
　
８
月
２７
日
（
日
）
か

ら
予
定 

▼
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
か
市

内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人 

■
申
込
方
法
　
参
加
希
望
者
は

４
月
２５
日
（
火
）
ま
で
に
生
涯

学
習
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興
室
体

育
係
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

■
申
込
・
問
合
先 

生
涯
学
習
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興

室
体
育
係 

（
内
線
８
１
２
、８
２
２
） 

 

五
條
バ
ウ
ム
学
芸
員
ト
ー
ク  

  
 

休
日
の
ひ
と
時
、歴
史
の
好
き

な
人
同
士
で
歴
史
や
文
化
財
の
こ

と
を
語
り
合
い
ま
せ
ん
か
。 

■
日
時
　
４
月
２３
日
（
日
）
午
前

１０
時
か
ら 

■
場
所 

市
立
五
條
文
化
博
物
館 

■
定
員
　
２０
人 

■
今
月
の
話
題
提
供
者 

石
部
正
志（
博
物
館
長
） 
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自由市場

■この記事に関する問合先 
人権施策課　（内線２８６） 本 

試験 

市役所電話番号 
 
　　　五條市役所（本庁） 
　　　☎22－4001（代） 
 
　　　西吉野支所 
　　　☎33－0301（代） 
 
　　　大塔支所 
　　　☎36－0311（代） 

「広報五條」の配布方法について 
 
　「広報五條」は原則新聞折り
込み（ただし全国紙等）で配布
します。新聞を購読していない、
または新聞広告等が折り込まれ
ていない世帯については、個別
発送希望の申請を行ってくださ
い。 
　インターネットの五條市ホームページ 
（http://www.city.gojo.nara.jp/）
にも「広報五條」を掲載してい
ます。 
■申込・問合先 
　秘書課広報係　（内線351） 

本 

西 

大 

本 

　５月のくみ取りについては、次の日程を予定
していますので、業者へ直接依頼してください。 

５月１１日（木）・２５日（木） 
※当日の受付はできません。  

■申込・問合先 
　ダイワクリーンサービス 
　☎０７４５-５２-３３７２ 

し尿くみ取りのお知らせ し尿くみ取りのお知らせ 

川開きフェスタ2006川開きフェスタ2006

その他お楽しみが盛りだくさんで～す！！

■日時　４月３０日（日）午前１０時～午後３時 
■場所　大川橋上流右岸吉野川河川敷（五條側） 
■イベント 

　●Re：吉野川 ～砂利入替完成式～ 
　●餅つき大会：午前１１時と午後１時 
　　　　　　（五條市職員組合による） 
　●手作りこいのぼり展示 
　●吉野川ミニ水族館 
　●ミニＳＬコーナー 
　●屋台コーナー 
　●あまごの放流 
　●ペーパークラフトコーナー  
　●ラジコンカー体験コーナー  
 
 
 ■主催 吉野川活性化プロジェクト 
  吉野川こいのぼり実行委員会 
 ■問合先　商工観光課　　（内線２１０） 本 

〈大塔地区〉 

吉野川ゴミ・ゼロ作戦 

第５回あまご釣り大会
■日時　４月３０日（日）  午前８時～正午 

※雨天の場合でも開催、ただし、大雨による
濁水時は中止します。 
　なお、大会終了後（正午から）は自由に釣
りを楽しんでいただきます。 

■場所　吉野川・大川橋上流右岸（五條側）駐車可 
■参加者 ・一般の部 
 ・女性および小学生以下の部 
■大会スケジュール 
 ・あまご放流　成魚１５０kg放流 
 ・受付および清掃 午前８時～８時４０分 
 ・大会説明 午前８時４０分～５０分 
 ・釣大会 午前９時～１１時（２時間） 
 ・結果測定および表彰 午前１１時３０分～正午 
■釣り場　大川橋の上･下流（指定区域） 
■参加料 ・一般の部　2,000円 
 ・女性および小学生以下の部　1,000円 
 （参加料の納入と引き換えに参加証を交付します） 
■釣道具　参加者各自が持参すること。 
■競技　制限時間内に釣り上げたあまごの大きさ（長寸）を競う。 
■賞品　多数有り 
■主催・問合先　五條市漁業協同組合　☎２５-３０７７ 

2006

　江戸時代から残る新町通りの活性化とその
街なみを多くの人たちに知っていただくため、
自由市場「かげろう座２００６」を開催します。 
 
 
 
　大イベントを繰り広げる街なみで、あなた
も自慢のパフォーマンスを披露してみませんか？ 
■日時　５月２８日（日） 
　　　　午前１０時から午後４時まで（雨天決行） 
■場所　新町通り・えびす通り・商励会通り

の町屋の軒先や空き家を予定 
■内容  手作りの産品の展示・販売 
■申込・問合先 
　かげろう座２００６事務局 
　☎２２-２７２０ 

出演者・出展者・スタッフ募集中！出演者・出展者・スタッフ募集中！

■
参
加
費 

２
０
０
円（
茶
菓
子
代
） 

■
申
込
・
問
合
先 

市
立
五
條
文
化
博
物
館 

☎
２
４
・
２
０
１
１ 

 

体
力
づ
く
り
サ
イ
ク
リ
ン
グ 

 

　
若
葉
が
薫
る
春
風
の
中
で
親

子
や
友
達
同
士
で
サ
イ
ク
リ
ン
グ

を
楽
し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。 

■
日
時
　
４
月
２９
日（
土
・
祝
日
）

（
雨
天
中
止
）（
午
前
９
時
３０
分

中
央
公
民
館
前
を
出
発
） 

■
場
所
　
関
西
サ
イ
ク
ル
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー（
河
内
長
野
市
） 

■
対
象
者
　
五
條
市
に
在
住
の

小
学
生（
た
だ
し
４
年
生
以
下

は
保
護
者
同
伴
） 

■
定
員
　
２０
人（
定
員
に
な
り
次

第
締
め
切
り
ま
す
。
） 

■
参
加
費
　
小
学
生
５
０
０
円
、

大
人（
中
学
生
以
上
）１
，０
０

０
円（
入
園
料
・一
日
保
険
代
と

し
て
。パ
ス
ポ
ー
ト
購
入
を
希

望
す
る
場
合
は
別
途
１
，８
０

０
円
が
必
要
で
す
。
な
お
、現

地
で
の
乗
り
物
使
用
料
等
は

各
自
で
負
担
し
て
く
だ
さ
い
。
） 

■
持
ち
物
　
弁
当
・
水
筒
・
タ
オ

ル
な
ど（
な
お
園
内
に
は
レ
ス

ト
ラ
ン
等
も
あ
り
ま
す
） 

■
申
込
方
法
　
４
月
２１
日
（
金
）

ま
で
に
参
加
費
を
添
え
て
中
央

公
民
館
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。 

■
申
込
・
問
合
先 

中
央
公
民
館 

☎
２
４
・
２
０
０
１ 

 

看
護
の
日 

〜
支
え
あ
う
心
の
手 

　
つ
な
げ
あ
う
地
域
の
手
〜 

 

　
県
立
五
條
病
院
看
護
部
で
は「
看

護
の
日
」
に
ち
な
ん
で
、催
し
物

を
行
い
ま
す
。 

■
日
時
　
５
月
１３
日
（
土
）
午
後

１
時
〜
３
時 

■
場
所
　
五
條
病
院
玄
関
ロ
ビ
ー 

■
内
容
　
血
圧
脈
波
検
査（
血
管

年
齢
）
、血
圧
・
体
脂
肪
測
定
、

救
命
処
置
法（
五
條
市
消
防
本

部
救
急
隊
）、バ
ザ
ー 

■
参
加
費
　
無
料（
先
着
１
０
０

人
に
は
粗
品
進
呈
） 

■
問
合
先 

奈
良
県
立
五
條
病
院
看
護
部

長
室 

☎
２
２
・
１
１
１
２ 

（
内
線
６
１
０
） 

 
第
９
回
市
民
ゴ
ル
フ
大
会 

 

■
日
時
　
５
月
５
日（
金
・
祝
） 

■
場
所
　
奈
良
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ

ブ
・
大
野
コ
ー
ス 

■
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
ま

た
は
勤
務
す
る
人（
平
成
１９
年

度「
国
体
奈
良
県
代
表
選
考
会
」

出
場
の
五
條
市
代
表
選
手
選

考
会
を
兼
ね
る
） 

■
定
員
　
１
６
０
人
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
到

着
順
に
受
け
付
け
し
、定
員
に

な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
） 

■
費
用
　
メ
ン
バ
ー
＝
８
，８
３
０

円
、ゲ
ス
ト
＝
１
２
，０
０
０
円

（
乗
用
カ
ー
ト
・
参
加
費
＝
２
，

０
０
０
円
・
消
費
税
含
む
） 

■
申
込
方
法
　
４
月
２３
日
ま
で（
必

着
）に
奈
良
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
・

大
野
コ
ー
ス
へ
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

＊
申
込
用
紙
は
シ
プ
レ
カ
ン
ト
リ
ー

ク
ラ
ブ
、奈
良
カ
ン
ト
リ
ー
ク

ラ
ブ（
五
條
コ
ー
ス
・
大
野
コ
ー

ス
）、五
條
ゴ
ル
フ
セ
ン
タ
ー
に

設
置
し
て
い
ま
す
。 

＊
申
し
込
み
後
の
参
加
者
の
変
更

は
必
ず
競
技
日
の
前
日
ま
で
に

奈
良
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
・
大

野
コ
ー
ス
ま
で
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。 

＊
当
日
の
組
み
合
わ
せ
は
、後
日

代
表
あ
て
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
連
絡
し

ま
す
。 

＊
組
み
合
わ
せ
表
送
付
後
の
キ
ャ

ン
セ
ル
に
つ
い
て
は
キ
ャ
ン
セ

ル
料
１
，０
０
０
円
が
必
要
で
す
。 

■
問
合
先 

奈
良
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
・
大

野
コ
ー
ス（
梶
谷
） 

☎
２
２
・
２
３
９
１（
代
） 

Ｆ
Ａ
Ｘ
２
３
・
２
３
９
４ 

　
奈
良
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
・
五

條
コ
ー
ス（
益
田
） 

☎
２
２
・
２
３
９
１（
代
） 

　
シ
プ
レ
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ（
堂

本
） 

☎
２
２
・
８
１
８
１ 
 

奈
良
県
ペ
タ
ン
ク
五
條
大
会 

 

　
手
軽
に
楽
し
め
る
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー

ツ
と
し
て
普
及
し
て
い
る
ペ
タ
ン

ク
の
大
会
が
五
條
市
で
開
催
さ
れ

ま
す
。 

■
日
時
　
５
月
３０
日
（
火
）
午
前

９
時
〜
午
後
３
時 

■
場
所
　
阿
田
峯
公
園
グ
ラ
ウ
ン

ド（
テ
ク
ノ
パ
ー
ク
な
ら
内
） 

■
参
加
費
　
５
０
０
円（
１
人
に

つ
き
） 

■
申
込
締
切
　
５
月
１５
日（
月
） 

■
そ
の
他
　
チ
ー
ム
構
成
は
ダ
ブ

ル
ス（
１
チ
ー
ム
２
人
） 

■
申
込
・
問
合
先 

五
條
市
ペ
タ
ン
ク
協
会
事
務
局

（
喜
多
）
　
五
條
市
本
町
３
丁

目
１
ー
１ 

☎
２
２
・
０
５
９
５ 

Ｆ
Ａ
Ｘ
２
２
・
４
９
７
１ 

      

  
　 

   

危
険
物
取
扱
者
お
よ
び 

消
防
設
備
士
試
験 

 

■
日
時
・
試
験
の
種
類
・
願
書
受

付
期
間 

○
危
険
物
取
扱
者
試
験 

▼
第
１
回
＝
５
月
２１
日（
日
）・
全

類
・
４
月
１０
日（
月
）〜
１２
日（
水
） 

▼
第
２
回
＝
８
月
２０
日（
日
）・
全

類
・
７
月
１０
日（
月
）〜
１２
日（
水
） 

▼
第
３
回
＝
１１
月
２３
日（
祝
）・
全

類
・
１０
月
１０
日（
火
）〜
１２
日（
木
） 

○
消
防
設
備
士
試
験 

▼
第
１
回
＝
６
月
１８
日（
日
）・
甲

種
１
〜
５
類
・
乙
種
全
類
・
５
月

８
日（
月
）〜
１０
日（
水
） 

▼
第
２
回
＝
８
月
２０
日（
日
）・
甲

種
特
類
・
７
月
１０
日（
月
）〜
１２

日（
水
） 

▼
第
３
回
＝
９
月
２３
日（
祝
）・
甲

種
１
〜
５
類
・
乙
種
全
類
・
８
月

７
日（
月
）〜
９
日（
水
） 

▼
第
４
回
＝
平
成
１９
年
１
月
２１
日

（
日
）・
甲
種
１
〜
５
類
・
乙
種

全
類
・
１２
月
４
日（
月
）〜
６
日

（
水
） 

■
そ
の
他
　
受
験
案
内
・
受
験
願

書
等
は
、受
験
願
書
受
付
日
の

約
１
か
月
前
か
ら
消
防
本
部
、

県
消
防
防
災
課
、消
防
試
験
研

究
セ
ン
タ
ー
奈
良
支
部
で
配
布

し
ま
す
。 

■
問
合
先 

　(

財)

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

奈
良
支
部 

　
〒
６
３
０
ー
８
０
３
１
　
奈
良

市
高
畑
町
菩
提
１
１
１
６
ー
６

　
な
ら
土
連
会
館
３
階 

　
☎
０
７
４
２
・
２
７
・
５
１
１
９

（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
） 

 

自
衛
隊
各
種
採
用
試
験 

 

○
一
般
幹
部
候
補
生 

■
応
募
資
格
　
２０
歳
以
上
２６
歳

未
満
の
男
女 

■
受
付
期
間
　
４
月
１
日
（
土
）

〜
５
月
１２
日（
金
） 

■
試
験
日
　
５
月
２０
日（
土
） 

○
２
等
陸
・
海
・
空
士 

■
応
募
資
格
　
１８
歳
以
上
２７
歳

未
満
の
男
性 

■
受
付
期
間
　
４
月
１
日
（
土
）

〜
５
月
中
旬 

■
試
験
日
　
５
月
下
旬
予
定 

■
問
合
先 

　
自
衛
隊
五
條
募
集
事
務
所 

☎
２
２
・
３
７
８
９ 

 

市
民
の
善
意 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

（
敬
称
略
） 

《
善
意
銀
行
》 

井
西
忠
義（
丹
原
町
） 

岡
本
圭
司（
岡
町
） 

西
田
次
弘（
御
山
町
） 

奈
良
県
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
五

條
支
部 
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自由市場

■この記事に関する問合先 
人権施策課　（内線２８６） 本 

試験 

市役所電話番号 
 
　　　五條市役所（本庁） 
　　　☎22－4001（代） 
 
　　　西吉野支所 
　　　☎33－0301（代） 
 
　　　大塔支所 
　　　☎36－0311（代） 

「広報五條」の配布方法について 
 
　「広報五條」は原則新聞折り
込み（ただし全国紙等）で配布
します。新聞を購読していない、
または新聞広告等が折り込まれ
ていない世帯については、個別
発送希望の申請を行ってくださ
い。 
　インターネットの五條市ホームページ 
（http://www.city.gojo.nara.jp/）
にも「広報五條」を掲載してい
ます。 
■申込・問合先 
　秘書課広報係　（内線351） 

本 

西 

大 

本 

　５月のくみ取りについては、次の日程を予定
していますので、業者へ直接依頼してください。 

５月１１日（木）・２５日（木） 
※当日の受付はできません。  

■申込・問合先 
　ダイワクリーンサービス 
　☎０７４５-５２-３３７２ 

し尿くみ取りのお知らせ し尿くみ取りのお知らせ 

川開きフェスタ2006川開きフェスタ2006

その他お楽しみが盛りだくさんで～す！！

■日時　４月３０日（日）午前１０時～午後３時 
■場所　大川橋上流右岸吉野川河川敷（五條側） 
■イベント 

　●Re：吉野川 ～砂利入替完成式～ 
　●餅つき大会：午前１１時と午後１時 
　　　　　　（五條市職員組合による） 
　●手作りこいのぼり展示 
　●吉野川ミニ水族館 
　●ミニＳＬコーナー 
　●屋台コーナー 
　●あまごの放流 
　●ペーパークラフトコーナー  
　●ラジコンカー体験コーナー  
 
 
 ■主催 吉野川活性化プロジェクト 
  吉野川こいのぼり実行委員会 
 ■問合先　商工観光課　　（内線２１０） 本 

〈大塔地区〉 

吉野川ゴミ・ゼロ作戦 

第５回あまご釣り大会
■日時　４月３０日（日）  午前８時～正午 

※雨天の場合でも開催、ただし、大雨による
濁水時は中止します。 
　なお、大会終了後（正午から）は自由に釣
りを楽しんでいただきます。 

■場所　吉野川・大川橋上流右岸（五條側）駐車可 
■参加者 ・一般の部 
 ・女性および小学生以下の部 
■大会スケジュール 
 ・あまご放流　成魚１５０kg放流 
 ・受付および清掃 午前８時～８時４０分 
 ・大会説明 午前８時４０分～５０分 
 ・釣大会 午前９時～１１時（２時間） 
 ・結果測定および表彰 午前１１時３０分～正午 
■釣り場　大川橋の上･下流（指定区域） 
■参加料 ・一般の部　2,000円 
 ・女性および小学生以下の部　1,000円 
 （参加料の納入と引き換えに参加証を交付します） 
■釣道具　参加者各自が持参すること。 
■競技　制限時間内に釣り上げたあまごの大きさ（長寸）を競う。 
■賞品　多数有り 
■主催・問合先　五條市漁業協同組合　☎２５-３０７７ 

2006

　江戸時代から残る新町通りの活性化とその
街なみを多くの人たちに知っていただくため、
自由市場「かげろう座２００６」を開催します。 
 
 
 
　大イベントを繰り広げる街なみで、あなた
も自慢のパフォーマンスを披露してみませんか？ 
■日時　５月２８日（日） 
　　　　午前１０時から午後４時まで（雨天決行） 
■場所　新町通り・えびす通り・商励会通り

の町屋の軒先や空き家を予定 
■内容  手作りの産品の展示・販売 
■申込・問合先 
　かげろう座２００６事務局 
　☎２２-２７２０ 

出演者・出展者・スタッフ募集中！出演者・出展者・スタッフ募集中！

■
参
加
費 

２
０
０
円（
茶
菓
子
代
） 

■
申
込
・
問
合
先 

市
立
五
條
文
化
博
物
館 

☎
２
４
・
２
０
１
１ 

 

体
力
づ
く
り
サ
イ
ク
リ
ン
グ 

 

　
若
葉
が
薫
る
春
風
の
中
で
親

子
や
友
達
同
士
で
サ
イ
ク
リ
ン
グ

を
楽
し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。 

■
日
時
　
４
月
２９
日（
土
・
祝
日
）

（
雨
天
中
止
）（
午
前
９
時
３０
分

中
央
公
民
館
前
を
出
発
） 

■
場
所
　
関
西
サ
イ
ク
ル
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー（
河
内
長
野
市
） 

■
対
象
者
　
五
條
市
に
在
住
の

小
学
生（
た
だ
し
４
年
生
以
下

は
保
護
者
同
伴
） 

■
定
員
　
２０
人（
定
員
に
な
り
次

第
締
め
切
り
ま
す
。
） 

■
参
加
費
　
小
学
生
５
０
０
円
、

大
人（
中
学
生
以
上
）１
，０
０

０
円（
入
園
料
・一
日
保
険
代
と

し
て
。パ
ス
ポ
ー
ト
購
入
を
希

望
す
る
場
合
は
別
途
１
，８
０

０
円
が
必
要
で
す
。
な
お
、現

地
で
の
乗
り
物
使
用
料
等
は

各
自
で
負
担
し
て
く
だ
さ
い
。
） 

■
持
ち
物
　
弁
当
・
水
筒
・
タ
オ

ル
な
ど（
な
お
園
内
に
は
レ
ス

ト
ラ
ン
等
も
あ
り
ま
す
） 

■
申
込
方
法
　
４
月
２１
日
（
金
）

ま
で
に
参
加
費
を
添
え
て
中
央

公
民
館
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。 

■
申
込
・
問
合
先 

中
央
公
民
館 

☎
２
４
・
２
０
０
１ 

 

看
護
の
日 

〜
支
え
あ
う
心
の
手 

　
つ
な
げ
あ
う
地
域
の
手
〜 

 

　
県
立
五
條
病
院
看
護
部
で
は「
看

護
の
日
」
に
ち
な
ん
で
、催
し
物

を
行
い
ま
す
。 

■
日
時
　
５
月
１３
日
（
土
）
午
後

１
時
〜
３
時 

■
場
所
　
五
條
病
院
玄
関
ロ
ビ
ー 

■
内
容
　
血
圧
脈
波
検
査（
血
管

年
齢
）
、血
圧
・
体
脂
肪
測
定
、

救
命
処
置
法（
五
條
市
消
防
本

部
救
急
隊
）、バ
ザ
ー 

■
参
加
費
　
無
料（
先
着
１
０
０

人
に
は
粗
品
進
呈
） 

■
問
合
先 

奈
良
県
立
五
條
病
院
看
護
部

長
室 

☎
２
２
・
１
１
１
２ 

（
内
線
６
１
０
） 

 

第
９
回
市
民
ゴ
ル
フ
大
会 

 

■
日
時
　
５
月
５
日（
金
・
祝
） 

■
場
所
　
奈
良
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ

ブ
・
大
野
コ
ー
ス 

■
参
加
資
格
　
市
内
に
在
住
ま

た
は
勤
務
す
る
人（
平
成
１９
年

度「
国
体
奈
良
県
代
表
選
考
会
」

出
場
の
五
條
市
代
表
選
手
選

考
会
を
兼
ね
る
） 

■
定
員
　
１
６
０
人
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
到

着
順
に
受
け
付
け
し
、定
員
に

な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
） 

■
費
用
　
メ
ン
バ
ー
＝
８
，８
３
０

円
、ゲ
ス
ト
＝
１
２
，０
０
０
円

（
乗
用
カ
ー
ト
・
参
加
費
＝
２
，

０
０
０
円
・
消
費
税
含
む
） 

■
申
込
方
法
　
４
月
２３
日
ま
で（
必

着
）に
奈
良
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
・

大
野
コ
ー
ス
へ
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

＊
申
込
用
紙
は
シ
プ
レ
カ
ン
ト
リ
ー

ク
ラ
ブ
、奈
良
カ
ン
ト
リ
ー
ク

ラ
ブ（
五
條
コ
ー
ス
・
大
野
コ
ー

ス
）、五
條
ゴ
ル
フ
セ
ン
タ
ー
に

設
置
し
て
い
ま
す
。 

＊
申
し
込
み
後
の
参
加
者
の
変
更

は
必
ず
競
技
日
の
前
日
ま
で
に

奈
良
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
・
大

野
コ
ー
ス
ま
で
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。 

＊
当
日
の
組
み
合
わ
せ
は
、後
日

代
表
あ
て
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
連
絡
し

ま
す
。 

＊
組
み
合
わ
せ
表
送
付
後
の
キ
ャ

ン
セ
ル
に
つ
い
て
は
キ
ャ
ン
セ

ル
料
１
，０
０
０
円
が
必
要
で
す
。 

■
問
合
先 

奈
良
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
・
大

野
コ
ー
ス（
梶
谷
） 

☎
２
２
・
２
３
９
１（
代
） 

Ｆ
Ａ
Ｘ
２
３
・
２
３
９
４ 

　
奈
良
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
・
五

條
コ
ー
ス（
益
田
） 

☎
２
２
・
２
３
９
１（
代
） 

　
シ
プ
レ
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ（
堂

本
） 

☎
２
２
・
８
１
８
１ 

 

奈
良
県
ペ
タ
ン
ク
五
條
大
会 

 

　
手
軽
に
楽
し
め
る
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー

ツ
と
し
て
普
及
し
て
い
る
ペ
タ
ン

ク
の
大
会
が
五
條
市
で
開
催
さ
れ

ま
す
。 

■
日
時
　
５
月
３０
日
（
火
）
午
前

９
時
〜
午
後
３
時 

■
場
所
　
阿
田
峯
公
園
グ
ラ
ウ
ン

ド（
テ
ク
ノ
パ
ー
ク
な
ら
内
） 

■
参
加
費
　
５
０
０
円（
１
人
に

つ
き
） 

■
申
込
締
切
　
５
月
１５
日（
月
） 

■
そ
の
他
　
チ
ー
ム
構
成
は
ダ
ブ

ル
ス（
１
チ
ー
ム
２
人
） 

■
申
込
・
問
合
先 

五
條
市
ペ
タ
ン
ク
協
会
事
務
局

（
喜
多
）
　
五
條
市
本
町
３
丁

目
１
ー
１ 

☎
２
２
・
０
５
９
５ 

Ｆ
Ａ
Ｘ
２
２
・
４
９
７
１ 

      

  

　 
   

危
険
物
取
扱
者
お
よ
び 
消
防
設
備
士
試
験 

 

■
日
時
・
試
験
の
種
類
・
願
書
受

付
期
間 

○
危
険
物
取
扱
者
試
験 

▼
第
１
回
＝
５
月
２１
日（
日
）・
全

類
・
４
月
１０
日（
月
）〜
１２
日（
水
） 

▼
第
２
回
＝
８
月
２０
日（
日
）・
全

類
・
７
月
１０
日（
月
）〜
１２
日（
水
） 

▼
第
３
回
＝
１１
月
２３
日（
祝
）・
全

類
・
１０
月
１０
日（
火
）〜
１２
日（
木
） 

○
消
防
設
備
士
試
験 

▼
第
１
回
＝
６
月
１８
日（
日
）・
甲

種
１
〜
５
類
・
乙
種
全
類
・
５
月

８
日（
月
）〜
１０
日（
水
） 

▼
第
２
回
＝
８
月
２０
日（
日
）・
甲

種
特
類
・
７
月
１０
日（
月
）〜
１２

日（
水
） 

▼
第
３
回
＝
９
月
２３
日（
祝
）・
甲

種
１
〜
５
類
・
乙
種
全
類
・
８
月

７
日（
月
）〜
９
日（
水
） 

▼
第
４
回
＝
平
成
１９
年
１
月
２１
日

（
日
）・
甲
種
１
〜
５
類
・
乙
種

全
類
・
１２
月
４
日（
月
）〜
６
日

（
水
） 

■
そ
の
他
　
受
験
案
内
・
受
験
願

書
等
は
、受
験
願
書
受
付
日
の

約
１
か
月
前
か
ら
消
防
本
部
、

県
消
防
防
災
課
、消
防
試
験
研

究
セ
ン
タ
ー
奈
良
支
部
で
配
布

し
ま
す
。 

■
問
合
先 

　(

財)

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

奈
良
支
部 

　
〒
６
３
０
ー
８
０
３
１
　
奈
良

市
高
畑
町
菩
提
１
１
１
６
ー
６

　
な
ら
土
連
会
館
３
階 

　
☎
０
７
４
２
・
２
７
・
５
１
１
９

（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
） 

 

自
衛
隊
各
種
採
用
試
験 

 
○
一
般
幹
部
候
補
生 

■
応
募
資
格
　
２０
歳
以
上
２６
歳

未
満
の
男
女 

■
受
付
期
間
　
４
月
１
日
（
土
）

〜
５
月
１２
日（
金
） 

■
試
験
日
　
５
月
２０
日（
土
） 

○
２
等
陸
・
海
・
空
士 

■
応
募
資
格
　
１８
歳
以
上
２７
歳

未
満
の
男
性 

■
受
付
期
間
　
４
月
１
日
（
土
）

〜
５
月
中
旬 

■
試
験
日
　
５
月
下
旬
予
定 

■
問
合
先 

　
自
衛
隊
五
條
募
集
事
務
所 

☎
２
２
・
３
７
８
９ 
 

市
民
の
善
意 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

（
敬
称
略
） 

《
善
意
銀
行
》 

井
西
忠
義（
丹
原
町
） 

岡
本
圭
司（
岡
町
） 

西
田
次
弘（
御
山
町
） 

奈
良
県
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
五

條
支
部 
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市の動き　（2月28日現在）　　（　　）内の数字は先月比 

人口38,336人 
 
 

男18,414人 
 
 

女19,922人 
 
 

世帯数13,739世帯 
 （-45） （-30） （-15） （±0） 

４月１１日（火） 

 人権を確かめあう日 
４月１５日（土）・１６（日） 

 第２９回公民館祭 
 　場所◎中央公民館 

 　時間◎１０時～ 

４月１９日（水） 

 各種年金相談 
 　場所◎商工会館 

 　時間◎１０時～１５時 

４月２３日（日） 

 第６回博物館祭 
 　場所◎五條文化博物館 

 　時間◎９時～１７時 

４月２７日（木） 

 交通事故相談 
 　場所◎中央公民館 

 　時間◎１０時～１５時 

４月２９日（土・祝） 

 第２９回公民館祭 
 　場所◎中央公民館 

 　時間◎１０時～ 

 五條文化博物館春期特別展 
 　「学校 いま・むかし」開幕 

 　場所◎五條文化博物館 

４月３０日（日） 

 川開きフェスタ２００６ 
 　場所◎大川橋上流右岸（五條側） 

 　時間◎１０時～３時 

 第５回あまご釣り大会 
 　場所◎大川橋上流右岸（五條側） 

 　時間◎８時～１２時 

■事業内容 
　入浴施設の提供 
　ホールや会議室等の提供 
　売店・レストランなどの営業など 
■開館時間 
▽交流館　午前 ９時～午後９時 
▽夢乃湯　午前１１時～午後９時 
（ゴールデンウイークおよび夏休みは午
前１０時～午後９時） 
（毎週水曜日、年末・年始は休館＝水曜
日が祝日の場合は翌日休館） 

■施設使用料 
▽入浴料 
 
 
 
 
▽交流館施設使用料 
　各施設により異なりますので直接問
い合わせてください。 

■問合先　五條市大塔ふれあい交流館 
　　　　　五條市大塔町宇井９４ 
　　　　　☎３６ー００５８ 

表紙写真 
京奈和自動車道 
五條道路で行われた 
開通事前イベント 

五條市大塔ふれあい交流館

大塔温泉夢乃湯

大塔ふれあい交流館は、「夢乃湯」をベースにした
総合温泉施設で、市民の文化や福祉の増進を図る
とともに、大塔地区の観光・交流の拠点となっています。 

市役所 
大塔支所 

ふ れ あい交流館 
夢乃湯 

Ｎ 

熊  野  川  

至 十津川 

168

至 西吉野 

崖崩落 の た め 
現在通行止 迂

 回
 路
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　大　人 ６００円 
 （五條市民　３００円） 
　　小　人（４歳以上１２歳以下） ３００円 
 （五條市民　１５０円） 

施設紹介施設紹介




